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令和３年１月２１日（木曜日）令和３年１月２１日（木曜日）令和３年１月２１日（木曜日）令和３年１月２１日（木曜日）    

市議会議員の不当要求行為に関する調査特別委員会市議会議員の不当要求行為に関する調査特別委員会市議会議員の不当要求行為に関する調査特別委員会市議会議員の不当要求行為に関する調査特別委員会    

議会会議室議会会議室議会会議室議会会議室    

出席議員出席議員出席議員出席議員    

    竹中隆一、川島淳良、常盤真功、蔭山敏明、 

木村達夫、東影 昭、萩原唯典、妻鹿幸二、 

今里朱美、宮本吉秀、谷川真由美、大西陽介、 

牧野圭輔 

開会開会開会開会                                                            １０時００分１０時００分１０時００分１０時００分    

議題議題議題議題    

・証人尋問 

・次回委員会の進め方について 

協議協議協議協議                                                            １０時００分１０時００分１０時００分１０時００分    

（委員長） 

 おはようございます。ただいまから、市議会議

員の不当要求行為に関する調査特別委員会を開会

します。 

 審査に入る前に、関西テレビ、朝日放送、サン

テレビ、ＮＨＫ、毎日放送、読売テレビから、テ

レビ撮影の許可を求める申し出を受けていますの

で、許可してもよろしいですか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 ご異議ありませんので、撮影を許可します。 

 また、本日の委員会の一般傍聴についてですが、

既に傍聴希望者は 10 人を超えていますが、何とか

16 席は用意できています。 

 そこで本日の委員会も、一般傍聴の人数につき

ましても、10 人までという人数制限を撤廃し、16

人までとしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

(委員) 

 異議なし。 

(委員長) 

 それでは事務局、傍聴希望者を空き席に案内し

てください。 

 

[ 事務局職員が 10 人を超える傍聴希望者を案

内 ] 

（委員長） 

 本日の委員会は、お手元の審査順序のとおり証

人喚問となりますが、事前に注意点について確認

を行います。 

 まず、午後に予定している職員の証人尋問の順

序についてですが、正副委員長で調整した結果、

身分は事件当時のものですが、中川建設局長、土

井道路総務課長、原田契約課長、森公園部長、柳

本公園整備課長、竹田公園緑地課長、舟引総務局

長、澤野人事課長の順で進めたいと思いますが、

よろしいですか。 

(委員) 

 はい。よろしい。 

(委員長) 

 また、事前に配付した証人尋問における注意事

項にも記していますが、委員の質問時間は、松岡

議員については 5 分程度、市職員については 3 分

程度と決定していますが、2人以上の委員のいる会

派で代表して 1人が行う場合、松岡議員は 10分程

度、市職員は 6分程度としていただいて結構です。 

 持ち時間が尽きた時点で、事務局より呼び鈴で

合図させますが、時間計測の関係上、代表して質

問される場合は、冒頭で、質問の冒頭で代表して

行いますと一言お願いいたします。また、尋問に

際しては、通常の委員会と同様、挙手の上、委員

長である私の許可を得てから発言するようお願い

します。 

 次に、証人尋問の注意点ですが、証人の宣誓時

に、皆さんに起立してもらうことになります。私

が「起立」、「着席」の号令をかけますので、傍聴

人の方も含めて、その際はご協力ください。 

 また、尋問に当たっては、証人の基本的人権に

配慮する必要があります。重複質問や証言を求め

る事項から逸脱する質問はしないようお願いする

とともに、前回の秘密会で確認したとおり、音声

データの反訳書のうち、姫路市情報公開条例第 7

条に基づく公開情報部分を答えさせるような質問

も差し控えるようお願いします。 

 次に、第 1 回の委員会で、本委員会の運営等に
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対し、助言していただくため、有識者の活用につ

いて協議しましたが、兵庫県弁護士会の推薦を受

けて、竹内文造弁護士にお願いすることとなりま

したのでご報告します。 

 次に、前々回の委員会で要望のありました、次

期道路台帳システム計画策定業務における松岡議

員からの働きかけに関する経緯に関する資料です

が、大変遅くなりましたが、資料作成ができ上が

ったと、先ほど事務局から報告を受けましたので

今から配付させます。事務局。 

 

[ 事務局職員が資料配付 ] 

 

（委員長） 

 最後となりますが、本日は重要な問題について、

証人から証言を求めるものですから、議員はもと

より、マスコミ関係の皆様、傍聴人の方も含めま

して、不規則発言と議事の進行を妨げる言動のな

いよう、ご協力をお願いします。 

 それでは、松岡廣幸氏を証人席に案内します。

事務局。 

 

[ 事務局職員の案内で松岡廣幸氏が入室、証人席

に着席 ] 

 

証人尋問（松岡廣幸氏）証人尋問（松岡廣幸氏）証人尋問（松岡廣幸氏）証人尋問（松岡廣幸氏）                    １０時０９分１０時０９分１０時０９分１０時０９分    

（委員長） 

 それでは、本委員会に委任された、市が不当要

求行為と認定した市議会議員の行為に関する事項、

（1）平成 30 年度次期道路台帳システム計画策定

業務委託について、（2）令和元年度公園のフェン

スの嵩上げに関することについての件を議題とし、

調査を進めます。 

 ただいまから、本件について、松岡廣幸氏から

証言を求めることにします。 

 なお、松岡証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますので、ご了承願

います。 

 松岡証人におかれましては、お忙しいところご

出席くださいまして、ありがとうございます。本

委員会の調査のために、ご協力のほどお願いいた

します。 

 証言を求める前に証人に申し上げます。 

 証人の尋問については、地方自治法第 100 条の

規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証

人尋問に関する規定が準用されることになってい

ます。 

 これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

 すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4 親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人または

証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、または

有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、

またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関する

とき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売

業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、

宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、もし

くはこれらの職にあった者が、その職務上知り得

た事実で黙秘すべきものについて尋問を受けると

き、及び技術または職業の秘密に関する事項につ

いて尋問を受けるとき。 

 以上の場合には、証人は証言を拒むことができ

ます。これらに該当するときは、その旨、お申し

出を願います。 

 それ以外には証言を拒むことはできません。 

 もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6 か月以下の禁錮または 10 万円以下の

罰金に処せられることになっています。 

 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

 この宣誓についても、次の場合はこれを拒むこ

とができることになっています。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、4 親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ
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き、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことがで

きます。 

それ以外には、宣誓を拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたと

きは、3か月以上 5年以下の禁錮に処せられること

になっています。 

 一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

 今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方は、テレビカメラの撮影を中止してくださ

い。 

 それでは、法律の定めるところによって、証人

に宣誓を求めます。 

 全員ご起立を願います。 

 

[ 全員起立 ] 

 

（委員長） 

宣誓書の朗読をお願いいたします。 

（証人） 

宣誓書。私は良心に従って、真実を述べ、何事

も隠さず、また何事も付け加えないことを誓いま

す。令和 3年（2021年）1月 21 日、松岡廣幸。 

（委員長） 

ご着席を願います。  

 

[ 全員着席 ] 

 

（委員長） 

 それでは、宣誓書に署名捺印をお願いします。 

 これから証言を求めることになりますが、証言

は、証言を求められた範囲を超えないこと。また、

発言の際には、その都度、挙手の上、委員長の許

可を得てされるようお願いします。 

 なお、こちらからの質問をしてるときは、おか

けになっていてよろしいですが、お答えの際はご

起立を願います。 

 また、委員各位に申し上げます。 

 先ほども申し上げたとおり、本日は重要な問題

について、証人から証言を求めるものであります

から、不規則発言等、議事の進行を妨げる言動の

ないようご協力をお願いします。 

 また、委員の発言については、証人の人権に留

意されるよう要望します。 

 これより松岡証人から証言を求めます。 

 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、

次に各委員からご発言願う事にします。 

 まず、あなたは松岡廣幸氏ですか。 

（答） 

 はい。間違いありません。 

（委員長） 

 職業をお述べください。 

（答） 

 はい。会社役員、また、姫路市議会議員をして

おります。 

（委員長） 

 それでは私のほうから、共通事項について質問

をいたします。 

 まず、平成 30年 5月 15 日、令和元年 6月 5 日

及び同月 21 日における、あなたと市職員の面談時

の音声データ及びその反訳書を、令和 3 年 1 月 8

日の委員会でも確認しました。反訳書は、議員で

あれば誰でも見ることができるサイドブックスに

格納していますが、反訳書は読まれましたか。 

（答） 

 はい。読みました。 

（委員長） 

 あなたは、令和 2 年 11 月 30 日の議会運営委員

会の席上、職員倫理審査会の答申書に記載されて

いる事実関係や新聞報道等を認める趣旨の発言を

されています。一言半句の違いがないとは言えな

いものの、あなたが行った行為に間違いないと認

めたという認識でよろしいですか。 

（答） 

 倫理審査会につきましては、その法的根拠がな

いということで、提訴をさせていただきますので、

この、倫理審査会の部分については、認めており
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ません。それ以外は、音声につきましては、認め

ております。 

（委員長） 

 私が質問したのは、倫理審査会の答申書に記載

されている事実関係、事実関係ね。そして、新聞

報道を含める趣旨ということの質問ですよ。その

質問に答えてください。 

（答） 

 はい。答申に書いてある音声を、聞くとして書

いてあることについては、間違いはないと思って

おります。 

（委員長） 

 はい。次。我々議員の政治倫理について定めた

議員政治倫理条例は、平成 24 年 6月に制定したも

のであり、あなたの在任期間中に制定されたもの

です。これから証言を求める事項について尋問を

開始していきますが、前提条件として確認します。 

 あなたは、本条例の内容については熟知した上

で、政治家としての活動を行っているとの認識で

よろしいですか。 

（答） 

 はい。それで結構です。 

（委員長） 

 はい。次、令和元年 6 月 5 日の面談時に、音声

データの反訳書によれば、机も、机を 5 回たたく

というような記載が見られ、何かをたたく音も確

認しました。机をたたきながら要求行為を行った

のは間違いありませんか。 

（答）  

 間違いありません。 

（委員長） 

 次期道路台帳システム計画策定業務についてお

尋ねします。 

 まず、あなたが、当時の道路台帳システムの契

約業者である国際航業の参加を外すよう要求した

ことについて、まず 2 点確認いたします。 

 第 1 点は、既存の道路台帳システムに関する業

務が、そのシステム版権を持つ業者と関連企業に

より独占状況にあることを問題視し、その打開を

図る必要があると判断したためですか。まず 1 点

目についてお答えください。 

（答） 

問題視を追求させていただきました、というこ

とでございます。 

（委員長） 

 2 点目は、国際航業の参加を外すよう要求したの

は、本計画策定業務のプロポーザル実施において、

具体的な問題点を確認した上での主張であったの

ですか。 

（答） 

 はい。その通りでございます。 

（委員長） 

 次に、経緯書を見ると、平成 28 年 5月 9日から、

あなたは担当者に面談を行っていますが、同席し

ていた業者から相談を受け始めたのはいつ頃から

ですか。 

（答） 

 記憶は不確かでありますけれども、その、はい。

ちょっと記憶が不確かなので、はっきりと答弁さ

せていただくことは控えさせていただきます。 

（委員長） 

 再度お聞きしますが、あなたが 28 年 5月 9日に

担当者の、担当者に面談を行っていた以前ですか。 

（答） 

 はい。それは間違いないです。はい。 

（委員長） 

 はい。次。音声データでは、その次期道路台帳

システム計画策定業務に関して、「公正取引委員会

を引っ張り出してきて、ちょっとやらなあかんと

思ったりするわけや。」、「国交省へ行って聞いてく

るがな」、「検察や警察とこにいっぺん相談する。

調べ方の捜査の仕方」、「建設委員会、市議会議長

に対して、この案件、認めんとってくれと」等、

あなたは発言しています。 

 業者に、このシステム業務の在り方がおかしい。

問題があると思うのであれば、その発言のとおり、

建設委員会で議論の対象として指摘したり、議長

に対して申し入れを行ったのですか。 
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（答） 

 それはしておりません。 

（委員長） 

 はい。次期道路台帳システム計画策定業務のプ

ロポーザルには、現契約者であった国際航業も参

加していたはずです。あなたの主張から言えば、

指摘した問題点が解決されていないことになり、

委員会や議会の質問で大々的に問題であると主張

すべきであったと思います。ここで 2 点確認しま

す。 

 まず 1 点目は、プロポーザルの結果、公開の後

に開催された委員会や本会議で、問題として取り

上げ、質問を行ったんですか。 

（答） 

 行っておりません。 

（委員長） 

 次。また 2 点目として、質問を行っていない場

合、なぜ行わなかったのですか。 

（答） 

 ほかにも地域の様々な陳情を聞いておりますの

で、その順番からしても、優先順位が自分の中で

はすぐではなかったということであったと思いま

す。 

（委員長） 

 次。音声データで、「課長、国際航業と違うとこ

ろをやらしてみいや。」、「今までようけ儲けてきた。

1 回ぐらい休んでもうたらええとちゃうの。」や、

「今までと新しい形の新しいものをやりたいから、

ちょっと今までの人、1 回休んでねと。」と、あな

たから発言がありました。 

 議員政治倫理条例第 3 条第 1 項で「市又は本市

行政と密接な関連のある法人で、市等が締結する

請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は

不利となる働きかけをしないこと。」と規定をされ

ています。ここで、2 点確認します。 

 まず第 1 点は、あなたは先ほどの尋問事項で、

議員倫理条例は認識している旨の発言をされまし

た。自身の行為が違法行為であるとの認識の上で

の発言、要求していたということですか。 

（答）  

 1社に対しての有利または1社に対しての不利と

いうことではなく、その業務全体の状況を見て、

10 年以上その独占した形、随契隠しのような形が

続いてるということが問題というような形で指摘

いたしましたので、1社に対しての有利または 1社

に対しての不利というような考え方はございませ

んでした。 

（委員長） 

 では 2 点目として、どういう権限、あるいはど

ういう法的根拠があって、特定の業者を外すこと

を求めたのですか。 

（答） 

 権限権利を主張するということよりも、今の現

状の状態がおかしいのではないか。そのときの会

話に、課長からもベンダーロックというようなこ

とを認めた言葉もございましたので、それらにつ

いて、やはり訂正をしていくことが、より公平な

入札の推進になるというような考え方でお話をさ

せていただきました。 

（委員長） 

そのことですが、それはどのような法的根拠が

あるのですか。 

（答） 

 市議会議員として、より公平な形になっていな

いということを指摘されたと思いますので、その

特にこの法的根拠というようなことよりも、議員

の職責というふうに考えて発言したと思います。 

（委員長） 

 あなたは、「中身によっては、否決し、委員会根

回しして」と発言していますが、市民に分かる形

で、正当な議論を行うという手続を無視し、自分

の意向を議会の意思として反映させるつもりだっ

たんですか。 

（答） 

 そういうつもりではありません。 

（委員長） 

 では次に、公園フェンスの嵩上げについてお尋

ねいたします。 
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 最初に 2 点確認しますが、不当要求行為等に係

る記録票兼報告書によれば、平成 31年 3月 6 日に

あなたから公園フェンスの嵩上げ要求があり、既

に 3 メートルのフェンスを設置していたため、周

辺公園とのバランスも考え、公園の使い方につい

て地元で再協議してもらうよう、あなたに回答し

ていたとあります。2 点確認します。この内容が事

実ですか。 

（答） 

 はい。そのように、担当が言ったと記憶してお

ります。 

（委員長） 

 はい。2 点目として、地元から再協議内容などを

確認していたのですか。 

（答） 

 はい。それは、自治会の役員さんからも、再度、

連絡もございました。はい。 

（委員長） 

 あなたは、本件について、平成 31年 3月 6 日に

要望を行い、6 月 5 日の面談で、「まだするもしな

いも決まらんと、置いとういうこと？何か月たっ

とんよ、ほんなら。」と発言しています。 

 ここから翌年度予算や計画も決まっているよう

な時点で、要望を出し、わずか数か月しか経って

いないことが分かります。なぜ正式に事業化決定

しないことに対して、そこまで急いで事業化の決

定を求めたのですか。 

（答） 

 その間、道路局長または副市長に、連絡または

依頼お願いというようなことをさせていただいて、

承諾を得たというふうに記憶しております。 

（委員長） 

 はい。公園のフェンス設置の事業化を決定した

後、設置業者選定についても要求したのですか。 

（答） 

 しておりません。 

（委員長） 

 あなたは、この公園フェンスの嵩上げについて、

工事費の総額、発注方法、選定業者などを工事発

注前に知っていたのですか。 

（答） 

 一切知りません。 

（委員長） 

 次。音声データに、「ワシも東京行ってきてよう

け金取ってきたんや今回。何回言わしよう、おま

えらホンマに。来年半分にしてまうど。」、「ホンな

もんくらいつけんかい。」、「もう来年 2割しかでえ

へんように話つけたるから、責任取ってやってく

れるんか」と、あなたは発言しています。ここで 2

点確認します。 

 1 点目は、しきりに補助金について述べています

が、この公園フェンス、フェンス設置に係る補助

金について述べているのですか。 

（答） 

 公園全体のことで申し上げたというふうに思っ

ています。 

（委員長） 

2 点目は、この一連の発言は、補助金獲得のため

活動し、結果も出しているので、自分の要望のた

めの予算枠を特別に取れという意味ですか。 

（答） 

 特別に取れというようなことは、申し上げたこ

とはありませんが、副市長と都市局長ともに上京

して汗をかかせていただいて、地元の困っている

ところというような、困窮しているところという

ふうな形で、副市長に申し上げたような記憶がご

ざいます。 

（委員長） 

 先ほどの答弁で、副市長と都市局長と申し上げ

ましたか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 これは、確か建設局のはずなんですけども。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 その要望、東京ですか。 
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（答） 

 はい。 

（委員長） 

 その要望、副市長、あるいは都市局長の要望活

動と、このフェンスのこととは何か関係あるんで

すか、公園と。 

（答） 

 この公園の進捗が、当時、なかなか進まないと

いうような形のことを聞いておりました。 

 地元の公園だけでなく、当時、天満大津、もと

い、天満、書写というふうにあったように記憶を

しております。 

 そういった公園全体が進まないのは、補助金が

満額を得ないということで、遅々として進まない

というような中で、副市長や都市局長と相談をさ

せていただいて、それらを要望しに行こうという

ふうに考え行かせていただいて、公園の分を取っ

てきたというふうに、自分自身では考えておりま

す。 

（委員長） 

 再度お伺いしますけれども、ちょっと私が、ち

ょっと理解しにくいのかもしれませんけれども、

公園のことで、補助金が少ないということで、わ

ざわざ副市長と都市局長と一緒に要望に行かれた

ということですか。 

（答） 

はい。公園もありましたし、その当時、コンベ

ンションホールのこともあったというふうに記憶

しております。 

（委員長） 

 そのとき、3 人で行かれたということでよろしい

ですか。 

（答） 

 はい。あ、はい、結構です。 

（委員長） 

 はい。次。6 月 21 日のあなたの発言に「適当な

こと言うて人をあしらいよったら、ワシもとこと

んいくで。」とあります。 

 この「とことんいく」の意味を教えてください。 

（答） 

はい。そのくだりは、全容をお聞きしていただ

いてお分かりになってるかどうか分かりませんが、

予算がないと言うて、地元で言われたということ

に対しての、予算があるんか、ないんかは徹底し

て調べるというような意味で「とことんいく」と

いうふうな表現になってしまいました。 

（委員長） 

 はい、6 月 21 日のあなたの発言で「気いつけて

もの言えよ、ぐらいのこと職員に通知出しといて

もうてええわ」とあります。通常では考えられな

い発言ですが、どういう意味ですか。 

（答） 

はい。これは、公園を所管する、地元の形で言

いますと、連合自治会長的な形で総代が出てこら

れて、その方に対して担当職員が名刺も切らずに、

予算がないからできないというような格好のこと

を言ったというふうに承りましたので、それに対

しての苦情という意味で申し上げました。 

（委員長） 

はい。6 月 21 日のあなたの発言で「総務局長、

今日は人事課長に言うて換えてくれ、秋にそんな

できの悪い奴。」、「アカンのやったら 1 人くらい飛

ばしとってえな」、「家島事務所なり、安富事務所

なりどこなりと行かしときな。くそっホンマに、

こっち来てけったクソ悪いわ、顔見んのもけった

クソ悪いわ。」とあります。3 点確認します。 

 まず第 1 点は、異動対象職員は誰を指して言っ

たのですか。 

（答） 

 話の流れで自分の怒りを表現するためにそのく

だりが出ましたので、特定の誰というような意味

ではなく、その理事会の役員さんに対して失礼、

または、上がＯＫということに対しての下に周知

してなかった、そこらに対しての話の中で出た言

葉であります。ですんで、特定の誰ということは

指しておりません。 

（委員長） 

 また、2 点目として、対象者を家島事務所や安富
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事務所への異動を求めていますが、あなたはこの 2

つの地域をどのように考え、異動先として指定し

たのですか。 

（答） 

 特段、思慮分別なく、その言葉をパッと出たと

いうふうにしか、今のところ記憶はございません。 

（委員長） 

はい。3 点目として、議員政治倫理条例では、職

員の人事について不利な取扱いを要求しないこと

と規定しています。 

 あなたは、総務局長や人事課長が同席している

場で、このような発言を行っていますが、明らか

に市等の職員の転任その他の人事に対する不当介

入ではないのですか。 

（答） 

 その場で、その話の流れで出たというのは先ほ

ど申しましたが、そういう形で口から出てしまっ

た。それ以降、別に要求もしてなければ、求めも

しておりませんので、もともとそういった私の中

では、強い意思またはそれに対しての目的意識と

いうのはありませんでした。 

（委員長） 

 あの、申し上げますけれども、私の質問にだけ

答えてください。 

 パワーハラスメントについて質問いたします。 

 6 月 21 日に、あなたの発言で「パワハラになる

ならんは、うちの弁護士の先生かかえて、ようレ

クチャーしてもうとうから。なっ。」とあります。

あなたの一連の要求行為は、弁護士のレクチャー

によるものですか。 

（答） 

 それは、弁護士のレクチャーによってそれらの

発言をしたということではありません。 

（委員長） 

 次、先ほど、職員の異動を求めるあなたの発言

について言及しましたが、あなたは、議員と市職

員の関係をどう捉えているのですか。 

（答） 

 私は、議員というものは、地域の代表、また、

住民の声を伝える、また、その困窮、困惑を伝え

るということが、一番の仕事というふうに考えて

おります。 

 また、職員におかれては、それらをしっかりと

話していって、住民、市民の皆さん方の安心安全

や、それらに対して、ただなくやることが本来の

仕事というふうに、自分の中では認識しておりま

す。 

（委員長） 

 公園フェンスの嵩上げ事案は、机をたたきなが

ら要求を行っていますが、このような言動を伴い、

わずか数か月で事業化を求めるような行為は、自

分自身でもパワーハラスメントに該当するものと

認識していないのですか。 

（答） 

 机をたたいてという形になりましたことは、一

旦、上司または部下の連結の、連携の悪さという

ことでの怒りということで、それをやれという意

味での机たたきではございません。 

 また、もう一つのお尋ねにつきましては、再度、

お願いいたします。 

（委員長） 

 もう一度申し上げますけれども、公園フェンス

の嵩上げ事案は、机をたたきながら要求を行って

いますが、このような言動を伴って、わずか数か

月で事業化を求めるような行為は、自身でもパワ

ーハラスメントに該当するものと認識していない

のですか。 

（答） 

 失礼しました。はい。それは自分の中では、私

の中では、そういった形で認識がなかったと思い

ます。 

（委員長） 

 次、最後になりますけれども、5 月 10 日は、担

当職員以外の職員に理由も告げず 6人も呼び出し、

100 分近い時間拘束しています。 

 これは、職員倫理審査会の答申書でも指摘され

ていますが、このような行為は、ご自身でも問題

があるとは認識されていないのですか。 
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（答） 

 はい。テープ起こしをお聞きになった部分で、

私は途中で説明をさせていただいております。ふ

だんから、ちょっといいですか、ちょっと来てく

れますかというような形で、一々その都度、こう

いうことを打ち合わせするからこういうふうな資

料を持ってきてくれというふうな、私も職員と打

ち合わせはやってないもんですから、ふだんどお

り、そういうような形でちょっと出てくださいと。 

 出てきていただいたときに、それらのことでこ

うこうこういう理由でとか、またこういう話や言

うことは、その中でお話させていただいた。 

 ですんで、何も理由も何も全く知らずに皆さん

方が最後までおられたというふうに思っておりま

せん。 

（委員長） 

 私の質問は、先ほども言いましたように、呼び

出した時に、理由も告げずに呼び出したのではな

いかと。途中であなたは理由があると言われてる

けども、そうじゃなくて、理由も告げずに呼び出

した、理由告げずに呼び出してね、6人も呼び出し

てね、しかも 100 分近い拘束をしてると、このこ

とが問題はないのかと、そういった長い時間拘束

するということ。問題がないのかと、そういう認

識を聞いてます。 

（答） 

 はい。私の中では、100 分が長いというふうには

感じてませんでしたので、半日とかそういうもの

でございませんので、逆に、各課大勢にしっかり

と聞いていただくという意味もございましたので、

長時間だったというふうに考えております。 

（委員長） 

 はい。分かりました。私からは以上です。 

 引き続きまして、松岡証人に対して、尋問され

たい方はいらっしゃいますか。 

（委員） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 ちょっと、待ってね。常盤委員。 

（問） 

 それじゃあ、私のほうから、市民クラブを代表

して質問させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 平成 30年度次期道路台帳システム計画策定業務

委託についてというところでお願いいたします。 

 姫路市と業者、同席された業者は、技術的な話

し合いで仕様の確認をしていますが、証人は、松

岡議員は、さっきの総括質問のとおり様々な表現

を用いて威圧的な行動を行い、業者が有利となる

働きかけをしていますが、間違いないですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 お聞きになったら、お分かりになると思ったん

ですけれど、業者が有利になる働きかけというこ

とはしておりません。 

 逆にその入札に参加しなかった業者から、参加

ができないような形になっているということの相

談でありましたのでそういうことでございます。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 はい。すいません。では、先ほども少しありま

したが、100 分間にわたる拘束時間について確認い

たします。証人が、松岡議員が仕様確認に注力し

た発言をしていれば、短い期間で散会できたと思

いますが、なぜこのご自身の考えをここまで述べ

る必要があったのですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 様々な角度で、理解しやすい。もともと私も多

弁でございますので、様々な角度で理解していた

だけるような形、もしくはその多弁が高じて、よ

うさんの量になったというふうに思っております。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 
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 反訳書の中、音声データのところで、道路総務

課より、過去のことを反省し、取り組んでいく姿

勢を見せる発言がありましたが、松岡議員はその

姿勢を否定し、国際航業を外そうとしております。 

 同席したい業者からの依頼があったんですか。

その業者から何かの便宜を受けましたか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 依頼も便宜も一切ありません。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 現在の道路台帳システム策定業務は、財政局の

所管ですが、もともとは総務局の所管でした。松

岡議員は、この事案について、財政局や総務局の

担当者にも面談要求を行っていましたか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

そのときは、なかったというふうに記憶してお

ります。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 その時の財政局や担当局の担当者、ということ

は分からないということでよろしいですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 はいそのとき。ちょっと明確な記憶しておりま

せんので、はい。分からないというふうに言わせ

ていただきたいと思います。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 少し問題を変えて。先ほど、事務局から事案に

ついて、経緯の資料がありましたが、令和 2 年 8

月の案件ですけども、誰もが入札に入れる要件に

変えて行こうと、話が進んでいると聞いておるん

ですが、この令和 2年の案件、3社ＪＶにして落札

しており、ほかの業者が入りにくい状況になって

おります。入札要件を厳しい条件に変えたのは副

市長の関与があったと仄聞しますが、間違いない

ですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（証人） 

 ちょっと前段聞き逃した。どう言われました。

もう 1回教えてください。 

（問） 

 繰り返し。誰もが入札に入れる要件に変えて行

こうと、話が進んでいたと聞いております。反訳

書と音声データのやり取りもそのように聞き及ん

でいるんですが、令和 2 年の案件、この 8 月の案

件ですね、すいません、基本地形図データ再構築

及び道路管理台帳更新プロポーザルです。よろし

いですか。 

（答） 

 はい。 

（問） 

 3社ＪＶにして落札しております。ここはもう結

果として出ておるんですけども。ほかの業者が入

りにくい状況になっております。というところで、

入札要件を厳しい状況に変えたのは、副市長の考

えと仄聞しますが、間違いないですか。というと

ころを確認させてください。 

（答） 

 道路台帳の…。ちょっとこのたびの、この反訳

なりの中のことではないように思いますので、ち

ょっと私としては分かりませんが。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 この関係に戻しますが、本事案、今回のこの反

訳書の事案以外に、このたびの業者を、市の入札

に参加受注できるよう働きかけたことはありませ

んか。 
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（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 このたびの事案以外というような形のことなの

で、訴訟を控えておりますので、ちょっと私も判

断しかねますので、お答えしかねます。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 最後になります。 

 証人が市に面談要求を行い、松岡議員が市に面

談要求を行い、現在入札に参加受注できるよう働

きかけている事案はありませんか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 はい、記憶に別にございません。 

（委員） 

 ありがとうございます。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい、次。 

（問） 

公明党代表で質問させていただきます。 

証人にお伺いします。あのですね、初めに、こ

の道路台帳システム、また公園フェンス、両方と

もですね、長い長いテープを我々、聞きました。

テープを聞いて、私もこの反訳書を読み直しまし

た。 

その中で、私は、証人が職員に対して、いろん

なところで、建設委員会、当時、証人は、建設委

員会の委員長である。その建設委員長やという言

葉を、盛んに職員に対し、自分の要求のことに対

して、かざしてですね、そしてその自分の要求を

執拗に通そうとする。 

私は、私自身の判断としては、これは恫喝に等

しい、そのようなことを感じました。 

 証人は、建設委員会の委員長でもあるわけです

けれども、その委員長ポストに対しての在り方、

運営の在り方、それらに対しての責任というか、

認識をどのように感じておられるかお聞きします。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 当時、建設委員長のポストにあったのは事実で

あります。ですので、平成 18 年から、10 年以上、

4 社同じメンバーで入札が繰り返され続けている

ということに対しての、疑義、そしてまた、それ

らに対して、今の道路総務の形では、新しくする

システムを従来どおりというような形で、新しい

形で、ほかが入って来れないというようなことを

聞かせていただいて、これは不公平があるという

ような形で、私の中では話をさせていただいたつ

もりであります。決して恫喝というような、この

ことは、決してありません。 

（委員長） 

 はい、木村委員。 

（問） 

 はい。いわゆるテープ、また反訳書を見てもで

すよね、先ほども指摘したように、建設委員長と

いう肩書きを、また、市会議員であるという立場

からの物言い。 

 私は決して揚げ足を取ってどうのこうの言って

るんではなくして、証人の、その市会、先ほど、

委員長からの総括質問の中でも、市会議員として

の認識とか、そういう質問もありました。それに

答えられておられますけれども、私はあくまでも、

証人が、その自分の要求に対しての目的をかなえ

るために、恫喝という、こういう表現をさしてい

ただいてます。 

 それは、テープの中にも反訳書の中にも、随所

に、建設委員長やから次はどうのこうのとか、そ

れとですね、私は、決して浜手の人がどうやこう

や、言葉が荒いとかどうとかではなくして、次の

音声データによって、この公園フェンスの嵩上げ

の、このテープを聞いても、この以前、台帳シス

テムのとき以上に激高し、先ほど指摘があった、

机をたたき、そういうふうな、日頃から証人が、
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この 2 点だけに限らず、職員に対してのそういう

相談というか、常套化しとったんではないかと、

このように思うわけですけれども。そのことにつ

いて、お伺いします。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 何度も申し上げておりますけれども、確かに浜

手の言葉使いが悪いと言うようなところはあろう

かと思うんですけれども。 

 まず、お聞きになっていただいて、道路台帳で

の会話と、公園の会話と明らかに音声は違うと思

います。 

 私の中では、道路台帳のあの音声で恫喝と言わ

れると、多分、普段の委員会の発言もあれぐらい

の声の音量でお話をさせていただいているという

ふうに思っております。 

 で、その公園のほうにつきましては、やはりこ

の公園自身が、もう何年も前から、近隣が多大な

迷惑を被ってる。 

 また、直接の住民の方の苦情がありながら、そ

れらに対しての対応が漫然とそのままになってい

る。そういったことも、自治会の役員さんのほう

から聞かせていただいて、そういったベースもあ

りましたので、厳しい叱責があったというふうに

考えております。 

 ですんで、その辺について厳しい叱責が恫喝と

言われたら、どうやって市民の皆さん方の思いを

伝えていいか、私もちょっと困惑する限りではあ

りますけれども、声がもともと大きゅうございま

すので、詰問・叱責がどうしても大きな声になっ

てしまうというようなところは否めないにしても、

もともとそういった公園のことなど、公園につき

ましては、近隣の皆様方の困惑、それが何年も続

いてきたという事実、そして放置した事実という

ものがございますので、その上に成り立って、叱

責したというふうに考えております。 

（委員長） 

 木村委員と松岡証人に伝えます。どちらもちょ

っと話が長すぎるので、もう少し簡潔に述べてい

ただきたいと思います。 

（証人） 

はい。 

（委員） 

 はい。 

（問） 

 証人にお伺いします。 

 ぶっちゃけて、どちらも入札に関わる事項であ

る。そういう観点から、一般的なうがった見方を

すれば、いわゆる利権絡みのことに証人が力を入

れているんではないかという、うがった見方をす

るわけでございますが、その利権の事実はあるか

ないか。その認識をお願いします。 

（委員長） 

 木村委員。質問止めるわけじゃないんだけど、

そういううがった見方というような推測じゃなく

て、事実関係に基づいた質問するように努めてく

ださい。もう一度質問し直してください。 

（問） 

 建設委員長として、先ほどから言ってますよう

に、そういう一つ一つの、自分のいわゆる要求を

通すために、私から言わせれば、今言うように、

恫喝的な、職員に対しての当たり、例えば、「おう

おう」とか、何遍も何遍も言われてますけれども、

そういうことを通して、本当に日頃から、そうい

う常套化しとったんではないかという、そういう

思いを私はいたします。それに対しての認識をお

願いします。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 まず、常套化というふうになっておられた、な

っていたとしたら、どなたも何もおっしゃられま

せんでしたので、常套化と言われてもちょっと私

も、あれなんですけれども。具体的に出ました「お

う」というような言い方で、この文字起こしがご

ざいます。 

これ、テープをお聞きになっていらっしゃった
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と思うんですけど、私、これ恥ずかしながら、こ

れ口癖でございます。 

 ですんで、普段の少し気を張らないような話を

させていただくと、この「おう」というよりも、「う

ん」か、「のぅ」、「そうやな」という、いわゆる浜

手弁で言う確認の「のぅ」と「うん」との間ぐら

いの言い回しで、いつも出てしまう。 

 これは、恥ずかしながら人にも指摘を、これま

で何度か受けたことがございますが、今のところ

直っておりません。 

 ですんで、この記録票などには、威圧というよ

うな言い方を取られておりますけれど、私にしま

すと、全く口癖でございまして、テープ起こし、

私も聞きましたところ、どの場面でも、記録に残

ってない部分でも「おう」というような言い方は

たびたびしておりますので。ですんで、これをね

じ込むための「おう」というような言い方で言っ

た覚えはありません。 

（委員長） 

 公明党は。 

（委員） 

 はい。よろしい。 

（委員長） 

 では、はい。それでは、新生ひめじ。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい。東影委員。それぞれ？ 

（委員） 

 1 人ずつで。 

（問） 

 重複する分があると思いますので、簡潔に質問

させていただきたいと思います。 

 次期道路台帳システム計画策定業務について、

業者を同席させたと聞いていますが、その業者と

の関係をお聞かせください。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（証人） 

 相談を受けたということでよろしゅうございま

すか。 

（問） 

 はい。ふだんからの関係をお聞かせください。 

（答） 

はい。こちらは、28 年のその前後ぐらいなるか

分かりませんけれど、当時の公明党議員団の県会

議員の野口先生にご紹介をして、連れてこられま

して、ちょっと相談に乗ってやって欲しいって、

姫路市はおかしいと思うと、いうようなお話がご

ざいまして、ちょっと話を聞いてやって欲しい。 

特に、その時に、うちも議員団があるんだけれど

も、これ、建設みたいな格好やから、あんたのほ

うが詳しいんじゃないのかというふうなこともお

っしゃられて、私のほうへ連れてこられた。それ

がお出会いでございます。 

（委員長） 

 はい。東影委員。 

（問） 

 その業者は、松岡証人の後援会に入られてます

か。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 西宮の方なんで、全く。はい。その行政でのご

縁があると思います。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 松岡証人が、同席の業者から何らかの利益を得

るようなことはなかったんですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 はい。別にあの、何もやましいことはございま

せん。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 
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 次に、公園フェンス嵩上げについてお聞きしま

す。 

 先ほど委員長の質問に、「家島事務所なり、安富

事務所なり、どこかに行かしときな。」ということ

を言っておられますが、その、突然出た言葉とい

うふうにお答えになっていますが、そんな 2 点の

事務所を指して突然出た言葉とは思いませんが、

もう一度お聞かせください。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 申し訳ございません。同じことの繰り返しでご

ざいますけども、当然、パッと思いついたように

発した言葉でございます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 「顔見んのもけったクソ悪いわ。」と言われてい

ますが、先ほど、個人的な人のことではないと言

われましたが、通常、そのあんたの顔見んのもけ

ったくそ悪いわと言ったら、1 人か 2人のことを指

しているとお察ししますが、もう一度お答えくだ

さい。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 ですんで、その、申し上げておりますように、

言葉の比喩として、そういう表現が出たというふ

うに記憶しております。 

（委員） 

はい、最後に。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 職員を異動させるような力はあなたにあると思

われますか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 私にはありません。 

（委員長） 

 はい。萩原委員。 

（問） 

 はい、これまでの質問と重なるところが、私、

考えていたのと多いので、1点だけ確認をさせてい

ただきたいと思います。 

 公園のフェンスの嵩上げの件について、副市長

は、承諾をされてたというふうな発言がございま

した。副市長の東京だけ頼むわ、いうこと発言さ

れてたということなんですが、これの意味を詳細

に聞かせていただきたいと思います。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 東京だけ頼むわという言い方をしたのは補助金、 

その当時、上京するときに、補助金獲得をしっか

りお願いするという意味であったであろうという

ふうに思っております。はい。 

（委員長） 

 はい。萩原委員。 

（問） 

 そしたら、副市長としては、この公園フェンス

の事業については大変重要であるというふうに考

えて、また、松岡議員が、松岡証人が国交省に登

庁して取られた補助金を活用して行うということ

を確約されてたということでよろしいんですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 あの、全体としては、大きな補助金の獲得の中

で、ちょっと私も発言をしてたと思いますけれど

も、そういった中で、副市長、また私もいつやと

言われたらちょっと記憶が定かじゃないんですけ

れど、建設局長にもこうやって頑張ってお手伝い

をしてきたから、地元の困っとうことの、その金

額そんな大きくないものであるので、協力して欲

しい、もしくはやって欲しいというようなことは

何度か申し上げたと記憶しております。 
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（委員長） 

 はい。萩原委員。 

（問） 

 そしたら、この事業にこの補助金が使われると

いうことが、共通の認識であったということでよ

ろしいですかね。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 この事業と個々ということではなく、やっぱ副

市長ですから、その全般、大所高所ということも

ございます。ですんで私は…。 

（委員長） 

 松岡証人、推測で物言わないでください。 

（答） 

 はい。ですんで、この公園についての補助金と

いうことではありませんので、この公園の補助金

であったという意識は私はありません。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後 1 点確認なんですが、この公園のフェンス

については地元から強い要望があったということ

なんですが、既に答弁されてる内容と重なるかも

しれませんが、いつ頃から、この公園について、

どのような形で地元から要望があったのか。もう

一度お聞かせいただけますか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 平成 28 年か 29 年だったと思うんですけれども、

それ以前からもあったんですけど、その時に、地

下の流水槽を掘りましたので、それまでの公園が、

ブランコが置いてあったり様々なものが置いてあ

ったのが、すべて撤去されて広場になってしまっ

た。 

 その広場になってしまったことによって、サッ

カーまたは野球というふうな格好のことを子ども

たちがするようになって、今までに輪を掛けたよ

うにボールの飛来があり、ガラスが割れたり、壁

に当たったりというような形がいっぱい続いたと

いうふうに自治会の役員さんから聞いております。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 結構です。 

（委員長） 

 はい。創政会、今里委員。 

（問） 

 創政会を代表して、質問させていただきます。 

 当初提出されました、不当要求行為に係る記録

兼報告書に基づき、報告に基づき、不当要求など

指摘を受ける 2つについて質問します。 

 まず初めに、次期道路台帳システム計画策定業

務委託に係るプロポーザルの実施について、同行

された業者さんは参加を見送ったとのことですが、

その業者さんから説明を聞かれ、姫路市の、その

入札に対して考える、この根本的な問題は何だと

お考えですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 この課長の答弁にもあったか分かりませんけど、

ベンダーロックインというふうな形が、一つ大き

な原因であったのかも分かりませんけれども、そ

れらを随契にせずに、ずっと 4 社独占という形が

あったので、私が、これは問題だというふうに感

じた次第でございます。 

（委員長） 

 はい。今里委員。 

（問） 

 次に入札について、質疑応答をホームページに

公表していて、質問の全てが記載されていないの

は改ざんではないか。誰の指示であり、責任は誰

にするかと記載されていますが、なぜこのように

疑われたのですか。 

 質問の公開の苦言について、実際はどのような

状況だったのか教えてください。 
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（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 確か、業者さんが事前に聞いてきている内容と、

その後、出たホームページに乖離があったという

ような形のことがあったと記憶しております。そ

れを、その形では、もともとと同じ、もともと同

じと言うのは、ベンダーロックのような状態が続

いてきたので、もともとと同じなので、私たちは、

その 4 社以外が入れないというふうなことで相談

がありました。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 続いて、実施要項内容が、一部大手業者しか応

募できない条件になっているのはどういうことで

すか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 はい。あの、道路台帳システムの、あの長たら

しい音声聞いていただいて、お分かりになってお

られる方がどれぐらい、いらっしゃるのかなとい

うふうに自分も…。 

（委員長） 

 要らないこと言わんといてください。 

（答） 

 はい。あの、要するに、一番最初にそのシステ

ムを導入した会社が、ずーっと、取り続ける。 

 その形がどうしても、ほかの全く参入できない

という形になっておりますので、その部分を不公

平じゃないかと。ただし、その入札では、実は、

広く門戸を広げていると言ってるんですけれども。 

 いい表現がどうか分かりませんけれど、車のリ

ースをします。そして、そこへガソリンスタンド

がガソリンを運んできます。しかしながら…。 

（委員長） 

例え話は止めてください。事実関係だけ、申し

上げてください。 

（答） 

 はい。ですんで、その 4 社が順番に取っている

という現状から、おかしいというふうに感じた次

第であります。 

（委員長） 

 はい。今里委員。 

（問） 

 はい。参加した職員が、道路総務課 3 名、そし

て同席者として契約課 3 名、人事課 2 名、職員倫

理課 1 名、合計 9 名もの職員が質疑の対応をされ

ていますが、なぜ担当課以外の職員を呼び出され

たのですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 先ほど、ベンダーロックというような言い方も

させていただきましたですけど、この入札の形が、

正しいですかということを、これが不公平が全然

ありませんか、全く問題ないですかという意味も

あって、そこの説明も聞いてもらって、各課答え

をいただこうということで、その他を呼んだとい

うふうに記憶しております。 

（委員長） 

 はい。今里委員。 

（問） 

 今回問題となった、2 事案の当初の記録票兼報告

書、両方に記載されておりますのが、倫理条例第 2

条第 4 号、大声もしくは威圧的言動の社会的相当

性を逸脱した言動を伴う行為です。 

 フェンス嵩上げの方は、確かに�責しているた

め、大声になり威圧的な効果があると思いますが、

この次期道路台帳システムに関する音声データを

聞きますが、私個人としては、記録にあるような

大声だという認識はありませんでした。 

 そこで伺いたいのですが、一瞬、声を張り上げ

た業者さんが、版権、要するに入札業者さんが、

版権基本システムですね、を持たれている現契約

企業さんとは全くご相談されずにと聞かれたとこ

ろ、職員がしてませんと返答された場面です。こ
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の真意はどういうことですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 ずっと同じ方が取ってきておられるわけですか

ら、その会社と全く話もせずに、次のシステムの

構築もしくはその相談っていうのは、双方やっぱ

りお仕事ですから、みんなが、その他へ様々な相

談電話を入れてるはずやと思いますんで、それを

全くしてませんという、でやったので、私はその

時、叱ったというふうに記憶してます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 それでは、令和元年 6 月 5 日のフェンス嵩上げ

の件について、音声データに基づき確認したんで

すが、6月 5 日の分は、当初穏やかに話されていま

したが、職員が当公園のフェンスの件で、地元で

公園の使い方も含めて考えていただけないかとい

うことで、あんまりそこはということであった。 

 我々は、待ち状態と認識してるのできたのです

かというくだりから一気に叱責が始まるんですが、

この叱責に至った背景についてお尋ねします。 

 その時の公園の予算については、市当局がどう

いう状況で説明されていたのですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 叱責に至る過程では、上席と話をさせていただ

いて、上はやります、しかし、窓口へ自治会長さ

んとこへ会いに行った下の人は、また、今までど

おりの説明をしたというような形が、叱責の原因

であるというふうに、経緯であります。 

 それと、特にこの公園につきましては、先ほど

申し上げましたとおりのことで、流水槽の工事か

らこちら全く平面になってしまいまして、球技で

遊ぶ子どもたちが増加して、近隣の破損または近

隣に対しての迷惑ということが一気に増えたとい

うことが現実でございまして。はい。以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 それでは、6 月 21 日のところですけれども、こ

ちらも音声データに基づき確認したのですが、松

岡市議の口癖は浜手言葉なって、さっきもおっし

ゃってましたけれども、真意が伝わりにくいので

すが、職員が作成した報告書と乖離を感じていま

す。その時、最初に呼び出し話を切り出した際、

松岡市議は、姫路市の統制としてどうなっている

のかを問いただしたわけですけれども、実際に疑

問を持たれたここまでの経緯についてお聞かせく

ださい。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 はい。先ほど来、申し上げさせていただきまし

たように、一旦、予算の獲得があって、補助金の

お手伝いをさせていただいて、その時にも、お願

いをした局長にも、そういう格好でお願いをした。 

 また、それが進まないということで再度お願い

をさせていただいて、上の方はやらせていただき

ますということでありながら、下の担当者レベル

で、自治会長さん、連合自治会長さんに近い形の

自治会長さんなんですけれど、その形で、名刺も

切らず大変失礼な応対やったというようなことが

ありましたので、統制として、組織として統制と

してどうなっとるんやということが、開口一番で

出たわけでございます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後に、この音声データの文字起こしを見る限

り、ご自身のことを「ワシ」と表現していますが、

「ワシら」ともおっしゃって、単数でなく複数形

に主語が変わっておりますけれども、この複数形

になっている「ワシら」とはご自身を含めたどな

たを指したものですか。 

（委員長） 
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 はい、松岡証人。 

（答） 

 少なくとも、このときの話は、「ワシら」という

のは私も含めて「地域」という意味合いでござい

ます。「地域」、「地域住民」というような意味合い

で、この言葉を発したと思っております。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 以上、ありがとうございました。全体として、

今回は内容についての話をさせていただいたので、

そういうことで、ございます。 

（委員長） 

 はい。宮本委員。 

（問） 

 もう確認なんですが、先ほどの話からすると、

100 分というのは決して長時間じゃないと、我々か

らしたら不必要な長さかなというふうには思うん

ですが、それともう一つは、目的いうかね、自分

の要求を通すために、まぁ、我々から見たら恫喝

とも取れるような言動があるわけですが、ご本人

からしたら、それは普通の行為であると。 

 また、パワーハラスメントの認識についても、

そういう認識をしてないと、パワーハラスメント

だとは思っていないということですので、証人は、

常日頃から、当局に対して要求を通そうとすると

きには、常にこのような行為や言動を伴って、ま

ぁ、感情的になれば倫理条例違反のような内容、

外せとか飛ばせとかいうなことも含めて、普段か

らそういう要求行為とするのが普通であるという

ことで考えてよろしいですか。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 すっと出る言葉ならば、そういうような例え話

であったりしておりますので、それらについては、

意図して、その辺の発言をしてない、脅かそうと

思ったり、また、無理やり押し込もうと思ったり

というよりも、話の比喩として出てくるというの

は事実でございますので、普段から出てると言わ

れたら、それはそういうことだと思います。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 意図はないにしても、これは普通の言動である

ということですね。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 はい。そう、ご指摘を受けても、恥ずかしなが

ら、そういうことであるというようなぐらいに思

っています。はい。 

（委員） 

以上で。 

（委員長） 

 はい、次、共産党。谷川委員。 

（問） 

 証人にお聞きます。先ほどもあれなんですけど、

例えば資料 1 のですね、道路台帳システム計画策

定業務委託の、この不当要求と認定された部分で、

まぁ、先ほどもありましたけど、9人の職員を呼ん

でるんですけども、関係担当者とか、関係部署は

分かるんですけども、人事課長と倫理課長を呼ば

れた経緯について説明してください。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 今のところの職員倫理に基づいても不公平な入

札ということではないのかということが自分の中

では、言いたかった部分もありますし、人事につ

いても、やっぱり適切な形の事業遂行になってい

るのかということに対しては、自分の中での、そ

の当時の疑義があったような気がしております。 

（委員長） 

 はい、谷川委員。 

（問） 

 はい。あの、お聞きしきます。で、道路台帳シ

ステムの、この資料 1 の 15 ページですね。「白浜
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の土壌改良でもええように、1億 3千万、国際航業

に設計とられて、わしがヤーヤー言うたさかいに

いうて、やっと業務委託にしてくれたけど」って

あるんですが、これどういう意味か説明してくだ

さい。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（証人） 

 あの、何ページと。 

（委員） 

 15ページの真ん中よりちょっと下ですね。 

黒塗りの上の段の白浜の土壌改良でもというとこ

ですね。白浜の土壌改良でも。 

（証人） 

あ、はい、はい。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 その当時、ちょっと私が一番最初、自分の音声

を全部上げましたところ、何点か端折って抜けて

るところなんかに書いてたというふうに、思うん

ですけれども。国際航業さんという会社が非常に、

土壌改良については専門性があってということで

すから、ほぼ、公平な入札よりも、この会社が独

占をしているというようなことを、私が大阪やそ

ういうふうな調査で聞いてきたというようなとこ

ろがありましたので、それで公平さを確保してい

るのかというような形、いわゆる、その入札にし

たってここが取るんじゃないのかというようなこ

とを言いに行ったような覚えがあります。 

 その結果が、もう業務委託にしますという形に

なったのかなというふうに、自分の中では記憶し

ております。 

（委員長） 

 はい、谷川委員。 

（問） 

 「白浜の土壌改良でもええように 1億 3,000万」

って、この白浜の土壌改良って何を指してるんで

すか、これは。 

（委員長） 

 はい、松岡証人。 

（答） 

 市場の土壌改良ということでございます。 

（委員） 

 続けます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 そしたら、29 ページの真ん中ぐらいですね。同

じ資料 1 の 29 ページ真ん中ぐらいに、「建設局を

こっちはあんまり怒ったこともないんやけど、道

路の方やったら、どやし続けて怒ったっとう。」と

言われてるんですけど、この意味についても説明

してください。 

（証人） 

 何ページ。 

（問） 

 真ん中。29ページの真ん中ぐらいに、「そのやり

方を探すというのも仕事とちゃうかなと。」その

「建設局を、こっちはあまり怒ったこともないん

やけど。」建設局はあまり怒ったことはないんです

か。「道路の方やったら、どやし続けて怒ったっと

う」って言われてるんですけども、建設局はあま

り怒ったことないけど、道路のほうは、どやし続

けて怒ってるということなんですか。これ、どう

いう意味なのか説明してください。 

（委員長） 

 松岡証人。 

（答） 

 ちょっと私の中でも、意味合いを今、聞かせて

いただくと矛盾したような言い方を言っておりま

すので、明確にすぐ要求が出てまいりません。ち

ょっとしばらく、思い出させてください。 

（委員長） 

 はい、分かりました。じゃあ、次の質問に移っ

てください。 

（問） 

同じくですね、資料 1 の、いや資料 2 ですね。
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今度、資料 2 の 2ページ。先ほど資料 2ページの 2

に、先ほどから今日ここにも、「今日も副市長と 12

時半まで行ってきたんや」と、「東京の方だけはお

願いします」ってあるんですけども、これ、ずっ

と先ほど来から副市長、副市長と出てくるんです

けども、どの副市長なんですか。 

 で、先ほども、それかその関連で、副市長と、

それから都市局長と上京されて、補助金を要請に、

補助金のことについて上京された。自分が獲得に

力、尽力したみたいなことを言われてるわけです

が、松岡議員はどういうことで。補助金ていうの

は、各自治体から申請して、それで決まるのかな

と思うんですが、市会議員が口添えをしたら、増

えたり減ったりするんですか。どういう形でそれ

だけ力があるんですか。 

（委員長） 

 あの、谷川さんもっと、話をもうちょっと 1つ 2

つ 3 つと分けて聞いてください。もう一度。個別

きちんと聞いてください。 

（問） 

 はい。1 つは、副市長と都市局と上京されてるん

ですが、こういう状況の仕方は過去何回もされて

るのかっていうのを 1つ、まず聞かせてください。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 それについては、これまでに、今日までに入れ

ますと、3回ぐらいあると思います。 

（委員長） 

 はい。次。 

（問） 

 私の認識は、そういう自治体から国に対して申

請が行って、そこでいろいろ査定されて、補助金

が決まると。そういう担当職員なり、副市長なり、

幹部がそういう要請に行って、陳情するというの

はあると思うんですけども。この市会議員が行っ

て、それで、その補助金が、増えたり減ったりす

る。それだけの力が、どうしてあるかちょっとそ

の辺が私分かりにくいんですけども。説明してく

ださい。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 全国の、例えばそういう団体というものも別に

ございますし、全国道路利用者協議会があったり

しますし、いうようなことで、その団体、もしく

はその団体のお役をされておられる方々にアドバ

イスをいただくというようなことで、やはりもう

ちょっと欲しいというようなときの、アドバイス

ではないんですけれども、持って行き方やお願い

の仕方みたいな格好のことを、アドバイスいただ

きに、今まで行かせていただいたというふうに思

っております。 

（委員長） 

 はい。谷川委員。 

（問） 

 そしたら上京して会われるのは、そういう団体

の責任者なんですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 当然その各種団体をやっていらっしゃる国会議

員さんもいらっしゃいますし、またそういった

方々の、当然、国土交通省だったら国土交通省の

お役をされていらっしゃる方々もいらっしゃいま

すし、またそういったところに、アドバイスをい

ただき、今の状態で増やしていくのにどういうふ

うな形の申請がよかったり、単価が上がったりと

いうようなアドバイスをいただきに行かせていた

だいております。 

（委員長） 

 はい。谷川委員。 

（問） 

 答えられたら答えて、あの、この質問が駄目だ

ったら指摘していただいたらいいんですけども。

あの、このテープ起こし、音声データの中にです

ね、東京に自分が盆暮れとか、パーティー券をた

くさん買ってとかっていう記述があるんですが、
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誰のパーティー券を買われているんですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 それは今回の調査に関係ないので、はい。 

差し控えさせていただきます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 はい。そしたら最後、資料 3 の 4 ページ、上の

段で、「助けるところを助けて協力してきたつもり

や。地元の調整で、なっ。」、て、この意味教えて

ください。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 これは市場のことを指させてていただいてます。

当初反対というような格好のことが大きい中で、

なるべく市に協力できるようなことを模索もして

参りましたので、そういった格好で、地元の難し

い調整なんかを今お手伝いしている。その当時、

そういった考え方で話をしたというふうに覚えて

おります。 

（委員長） 

 次、維新の会。 

（問） 

 重複するんですけれど、松岡証人、会社も経営

されていらっしゃるということで、いわゆるパワ

ハラっていうのは、どのように認識させていただ

いとんかなということです。今まで聞いていると、

パワハラじゃなかったとおっしゃったんですけど。 

 基本的に、セクハラ、パワハラっていうのは、

受けた方がどう捉えたかっていうことかと思うん

で。午後からの証人に聞けばいいかも分かんない

ですけど。そういう認識は。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 私の認識が、会社は従業員でございますので、

従業員同士という関係でございます。 

 しかし、議会、議員と職員は、この中でも申し

上げましたように、議員で特権で来てるとそんな

こと言ってないと、自分は住民の皆さんの代表で

来てるということですから、私が何千人かの代表

で来させていただいて、その住民の皆さんの苦情

なり、またある意味、市に対しての行動なり、言

うことを言わせていただいてると。そういう認識

でおりますので、若干、厳しくあったとしても、

それは市民から、我々もそうなんですけれど、市

民の皆様方からの、やっぱり指摘または、思い、

意見というようなものを受け止める必要があろう

というふうに思っておりますので、そういった感

覚で、当局に対しても対応してるところはありま

す。 

（委員長） 

 はい。大西委員。 

（委員） 

 私もサラリーマンの経験があって、営業所長を

経験してました。従業員であっても、当然そうい

う対応、法律では、今は時代が、パワハラって認

識をされてる時代になりますんで。今回のことで、

これから、変わっていただけたらと。はい、あり

がとうございます。 

（委員長） 

 いいですか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい、次、牧野委員。 

（問） 

 最後の質問になりましたので、そうですけれど

も。次期道路基本台帳システム計画の業務委託に、

要望で同席をされた業者さんとの関係というのは、

先ほどから皆さん質問によって明らかになったん

ですが、今でもこの事業者さん、この会社とは、

証人はお付き合いあるんですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 
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（答） 

 先ほど言いました、ご紹介された方と一緒に、

お付き合いさせていただいております。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 先ほどから、証人個人としては、何ら便宜を図

られてないという、私もそういうお言葉で認識を

したんですけども、一方で証人が、例えば関係す

る団体への便宜等はないですか。 

（委員長） 

 もう少し具体的に聞けますか。 

（問） 

 はい。地区協議会等の組織があるように聞いて

るんですが、そちらに対して何らかの便宜等はな

いでしょうか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 これは地元の連合自治会の連合体でございます

ので、ここの要望については、住民の声というふ

うに考えております。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 この団体に便宜が図られていると認識してよろ

しいでしょうか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 地域の要望もとい、あのその組織の運営上必要

であったり、またその組織から要望される、また

困惑されてるっていうような格好については、行

政に対しては、行政に対しての要望をしておりま

す。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 私の質問に答えていただいてないんですが、結

果的に事業者さんから、この団体に何らかの便宜

が図られてますかということをお尋ねしています。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（証人） 

 それは、協賛なり何なりをお願いしてるという

ことでしょうか。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

はい。どういった形でも、いわゆる金品等の便

宜が図られてるっていうことをお聞かせ願いたい。 

（委員長） 

 便宜供与ということやね。はい、そういうこと

で。 

（答） 

 すいません、それにつきましては、その協議会

の運営というような格好のことに寄与するもので

すけれど、今回のお話とは別に関係はないという

ふうに思いますので、差し控えさせていただきま

す。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 それでは質問を続けます。先ほどから、この道

路基本台帳システムの入札の関係とフェンスの話

が、この 2 案がこのたびの対象なんですが、声の

トーンが若干違うというお話があるんですが、一

方で証人は、この入札絡みの案件については、非

常にデリケートで、違法性があるということを理

解していたがために、声のトーンが下がってたと

いうことはないですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 と申し上げますよりも、その公園の叱責がやっ

ぱり、自分の中で怒ったということでご理解いた

だきたいと思います。 

（委員長） 
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 松岡委員、牧野委員の質問にだけ答えてくださ

い。牧野委員もう一度質問してください。 

（問） 

 はい。繰り返します。この入札に関連した案件

については非常にデリケートで、場合によれば違

法性があるという認識から、時間は長時間でもや

んわりとした物言いやったというのは、本人、証

人自身も違法性を認識してたということではない

んですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 おかしいということを感じて、その契約課や職

員倫理課を呼ばせていただいた、先ほど申し上げ

たとおりでございます。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 先ほど、谷川委員のほうから若干触れられたん

ですけども、音声データの反訳書によると、「白浜

の土壌改良でもええように、1億 3千万円、国際航

業に設計とられてやて、わしがヤーヤー言うたさ

かいににいうて、やっと委託業務にしてくれたけ

ど」というくだりがありますと。これは、先ほど

から間違いないんですけども、この対応は誰の依

頼によるものですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 誰も依頼はありません。自分が、おかしいとい

うふうに申し上げたので、そうなったというとい

うことです。 

（委員長） 

 はい。牧野委員。 

（問） 

 はい、分かりました。結果として、委託業務に

することによって、どんなメリットがありますか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 というよりも、入札が、この国際さんの独占だ

というような言い方で、そのときに話をしたので

そうか、そうなったのかなというふうに思ってお

ります。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 質問を続けます。松岡証人は、5 月 15 日の職員

との面談の後、最後のくだりでですね、「あっさり

わし、あきらめへんし」と言われてますが、私が、

市長、副市長による松岡市議との過去複数年の面

談日時の予定を確認しましたところ、たびたび面

談を申し込まれています。 

 その中で、次期道路台帳システム計画策定業務

委託に関する市職員等の平成 30 年 5 月 15 日、面

談後の平成 30 年 6 月 18 日は、私が理解する通常

の面談時間を大きく超える 1 時間の枠で異例と思

える、当時、石見市長、内海副市長、黒川副市長

との面談を予定されていたようですが、この面談

は予定通り実施されましたか。 

（委員長） 

 松岡証人。 

（答） 

 すいません。ちょっとそれは今覚えてません。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 この次期道路台帳システム計画策定業務に関連

して、市長または副市長に対して、何らかの要望

働きかけをされました。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 それはしてないです。はい。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 最後に、先ほど言いました、「あっさり、わしあ
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きらめへんし」という言葉がすごく引っかかるん

ですけども、結果的に、常盤委員が最初の質問で

されたんですが、今日いただいた、この前後の経

緯についてが非常に気になりまして、結果として、

同席された業者さんが、今年の 8 月 5 日の、基本

地図データの再築及び道路台帳更新業務のプロポ

ーザルの実施について、結果として、共同企業体

で落札をされてるんですが、これについて、先ほ

ど言いましたように、「あっさり、わしあきらめへ

んし」ということで、何らかの働きかけをされた

ということはないですか。 

（委員長） 

 はい。松岡証人。 

（答） 

 そちらについて私は働きかけ、もしくは、動き

は何も、クレーム等も言いに行っておりません。 

（委員長） 

 以上で、松岡廣幸氏に対する尋問は終了いたし

ました。松岡証人には長時間ありがとうございま

した。それではご退席ください。 

証人尋問（松岡廣幸氏）終了証人尋問（松岡廣幸氏）終了証人尋問（松岡廣幸氏）終了証人尋問（松岡廣幸氏）終了                １１時４１分１１時４１分１１時４１分１１時４１分    

 

［ 松岡廣幸氏退室 ］ 

 

（委員長） 

 それでは委員会を休憩いたします。再開は午後 1

時といたします。 

休憩休憩休憩休憩                                                            １１時４２分１１時４２分１１時４２分１１時４２分        

    

再開再開再開再開                                             １３時００分１３時００分１３時００分１３時００分    

（委員長） 
 それでは、市議会議員の不当要求行為に関する

調査特別委員会を再開いたします。それでは中川

吉郎氏を証人席に案内します。事務局。 

 

[ 事務局職員の案内で中川吉郎氏が入室、証人席に

着席 ] 

 

証人尋問（中川吉郎氏）証人尋問（中川吉郎氏）証人尋問（中川吉郎氏）証人尋問（中川吉郎氏）                        １３時０１分１３時０１分１３時０１分１３時０１分    

（委員長） 

ただいまから、本件について、中川吉郎氏から

証言を求めることにします。 

なお、中川証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますので、ご了承願

います。 

中川証人におかれましては、お忙しいところご

出席くださいまして、ありがとうございます。本

委員会の調査のために、ご協力のほどお願いいた

します。 

証言を求める前に証人に申し上げます。 

証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 

それによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

すなわち証言が証人または証人の配偶者、4親等

内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの

親族関係にあった者、及び、証人の後見人または

証人の後見を受ける者が、刑事訴追を受け、また

は有罪判決を受けるおそれのある事項に関すると

き、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関

するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品

販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公

証人、宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、

もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知

りえた事実で黙秘すべきものについて尋問を受け

るとき、及び技術または職業の秘密に関する事項

について尋問を受けるとき。 

以上の場合には、証人は証言を拒むことができ

ます。これらに該当するときは、その旨お申し出

を願います。 

それ以外に証言を拒むことはできません。 

もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰

金に処せられることになっています。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を
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させなければならないことになっています。 

この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことがで

きます。 

 それ以外には宣誓を拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたと

きは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられること

になっています。 

 一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

 今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。 

 マスコミ関係の方は、テレビカメラの撮影を中

止してください。 

 それでは、法律の定めるところによって、証人

に宣誓を求めます。 

 全員ご起立を願います。 

 
[ 全員起立 ] 

 
（委員長） 
 宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

 宣誓書、私は、良心に従って真実を述べ、何事

も隠さず、また何事も付け加えないことを誓いま

す。令和3年1月21日 中川吉郎。 

（委員長） 

 ご着席を願います。 

 

［ 全員着席 ］ 

 

（委員長） 

それでは宣誓書に署名捺印を願います。 

これから証言を求めることになりますが、証言

は、証言を求められた範囲を超えないこと、また

発言の際には、その都度、委員長の許可を得てさ

れるようお願いします。 

なお、こちらから質問しているときは、おかけ

になっていてよろしいですが、お答えの際は、ご

起立を願います。 

また、委員各位に申し上げます。委員の発言に

ついては、証人の人権に留意されるよう要望しま

す。 

 これより、中川証人から証言を求めます。最初

に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に

各委員からご発言願うことにします。 

 まず、あなたは中川吉郎氏ですか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 本市における現在のあなたの所属と身分をお述

べください。 

（答） 

 建設局建設局長でございます。 

（委員長） 

 それでは私のほうから総括の質問をいたします。 

 まず、次期道路台帳システム計画策定業務委託

について質問をいたします。次期道路台帳システ

ム計画策定業務について確認します。 

 本業務について、平成30年5月15日以前から、あ

なたは松岡議員から何らかの要望を受けていまし

たか。 

（答） 

 はい。受けておりません。 

（委員長） 

 受けていないんですね。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 はい。経緯書を読むと、経緯書ね、松岡議員か

ら、平成31年1月25日付で、道路台帳として対応が

必要な事項がないか確認するよう指示があったと

あります。松岡議員の面談要望により、次期道路
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台帳システムに関する業務について、その後の計

画変更指示を行うなど、当初計画の変更を余儀な

くされましたか。 

（答） 

 いいえ、ございません。 

（委員長） 

 次、不当要求行為等に係る記録票兼報告書及び

音声データからの確認。まず、不当要求行為等に

係る記録票兼報告書、以下、記録票報告書と言い

ますが、について確認します。 

 １つ目は、要望等の件名等の欄の種別は不当要

求行為、不当要求行為のおそれ、その他の3区分と

なっています。本件の記録票兼報告書では、不当

要求行為のおそれとの判断ですが、これは決裁上

位者である部長や、あなたも協議に参加した上で

の判断ですか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 あなたは、音声データの聴取や、それを基に作

成された反訳書を確認しましたか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 記録票兼報告書を作成した担当者の判断は、当

初から不当要求行為のおそれでしたか。 

（答） 

 いいえ。 

（委員長） 

 不当要求行為は、職員倫理条例第2条第4号で、

明確な基準が示されています。よって、おそれと

は、不当要求行為に該当するかどうか断定出来な

かったと考えられるのは明らかです。 

あなたが不当要求行為に該当するとせず、その

おそれにとどまると判断したのはなぜですか。 

（答） 

 この事案につきましては、それぞれ、おそれと

なるような言葉がありましたけれども、これが、

この事案で完結したことと、それ以後、継続した

事案にはならなかった、まぁ、一過性のものであ

ったのと、あと、この関係につきまして、職員、

いろいろと総合的に考えたんですけれども、まぁ、

市会議員が絡む、関係する議題が初めてでしたの

で、その辺も確かに頭の一角には、特殊性も職員

と議員との関係の特殊性も考えての結果だと思い

ます。 

 後は、部下にも聞き取り等しまして、まぁ、皆

さん担当としては、不当要求等で上げたんだけれ

ども、私が総合して、総合的に不当要求のおそれ

という要求書の様式がありましたので、それで、

おそれとして提出したいということの旨を言いま

して、私には、諸状況下に応じたということで、

おそれで提出いたしました。 

（委員長） 

 ということは、当初は不当要求、という判断が

上がってきたわけですけれども、あなたの段階で

不当要求のおそれにしたということですか。 

（答） 

 いろいろ相談して、私が最終的におそれで判断

しました。 

（委員長） 

 先ほどのあなたの答弁の中で、市会議員と職員

との関係ということについて触れられておりまし

たが、あなたはその関係というのをどういうふう

に考えられておるのですか。判断されているので

すか。 

（答） 

 いわゆる優越性というのが、職員と市会議員と

の間には、確かに、住民の負託を得て、代表者と

しての意見というと、というのが、職員としては

重んじて、一つ一つ、言葉の一つ一つに尊重、い

え、丁寧に対応するんだと思っています。 

 あとは、一般市民と違いまして、継続的な関係

がございますので、その辺も、考慮しまして判断

いたしました。 

（委員長） 

 次、不当要求行為のおそれと判断することにつ

いて、職員倫理課や人事課など関係部署と何か検
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討されましたか。 

（答） 

 当時、担当者から不当要求等で、申し出があり

まして、それについて、不当要求行為として、公

職者を上げることによって、それが初めてのケー

スだったので、いろいろと相談した上で判断させ

ていただきました。 

（委員長） 

 私が質問したのは、職員倫理課や人事課など、

関係部署と相談したのかどうかです。 

（答） 

 職員倫理課とは相談しました。人事課とは相談

しておりません。 

（委員長） 

 職員倫理課とは相談したということですね。そ

のとき、職員倫理課からの指導があったわけです

か。 

（答） 

 そうですね。審査会への申し入れをこの際やれ

ばどうですか、とういう意見はございました。そ

れについても、いろいろと総合的に判断して、私

がおそれと判断しました。 

（委員長） 

 はい、分かりました。 

 次、公園フェンスの嵩上げ工事について質問を

いたします。公園フェンスの改良設置工事の実施

の妥当性について質問いたします。 

 公園フェンスの嵩上げ工事についてお聞きしま

す。私が事前に調査したところ、この公園フェン

スの設置改良工事は、令和元年7月に西の面、9月

に東の面と2回に分けて実施されています。 

また、工事業者の選定方法は、見積合わせで、

見積業者はいずれも同じ会社の2社のみでありま

す。工事金額は、およそ1件につき128万円程度で

すが、工事1件当たりの金額的から、１本で行えば、

本来入札案件であります。 

まず一つ、最初にお聞きしますが、松岡議員か

ら、当該公園のフェンスの嵩上げ要望があったこ

とを、あなたは承知していましたか。 

（答） 

 初めは知りませんでした。6月の段階で初めて知

りました。 

（委員長） 

 このように事業を進めることを、あなたは承知

していたのですか。私が、先ほど申し上げたよう

なやり方で。 

（答） 

 担当者からは報告を受けておりました。 

（委員長） 

 次、公園のフェンスの嵩上げ工事は、記録票兼

報告書から、平成31年3月6日に要望を受け、6月21

日の時点で決定したようです。要望から決定まで3

か月程度です。他の公園の同工事と比べて、この

工事決定は早いのですか。 

（答） 

要望を受けてから、事業を決定するという意思

決定は、特に遅いものでございません。 

（委員長） 

 次、工事の決定を急いだ理由を教えてください。 

（答） 

 先ほど意思決定から工事の発注までが、かなり

短期間でやったところにつながるんですけれども、

これにつきましては、やはり住民が3月から、実際

に6月になるまでですね、そういうボールが入るな

どの苦情を、ちょっとこんな苦情いうんですか、 

ボールが当たったという、その間が3か月も長引い

たんと、あと、議員のそういう声もありまして、

早いことしなければならないという気持ちになり

ました。 

（委員長） 

 では、工事は、先ほど言いましたように、2つに

分けて行われておりますけれども、1本になぜでき

なかったのか、2つに分けた理由を教えてください。 

（答） 

 先ほどと重複しますけれども、住民が既に数か

月、そういう公園の苦情に悩まされているのと、

あと、それに対して早く対応しなければならない

ということで、このような工法ですることを承諾
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しました。 

（委員長） 

 では、見積業者2社ですね、この選定理由を教え

てください。 

（答） 

 これについては、直接は、私は関与しておりま

せんが、まぁ、地域から選んだと承知、認識して

おります。 

（委員長） 

 あなたは関与してないということですね。 

（答） 

 業者の選定につきましては、関知しておりませ

ん。 

（委員長） 

 じゃあなぜ、この同じ業者ばかりが続けて、見

積業者としてるわけですけれども、それは、結果

的にあなたも是認にしたと思うんですけれども、

なぜ是認にしたのですか。 

（答） 

 最終的に、地域の業者が決まったということは

報告を受けましたけれども、業者の選定の過程に

ついては、後で知り得た事実でございます。 

（委員長） 

 分かりました。次、この公園のフェンスについ

ては、令和2年度ね、令和2年度も北面を改良工事

として実施されています。工事業者の選定方法は、

見積合わせ、見積業者は、いずれも令和元年度と

同じ会社2社のみです。工事金額はおよそ128万円

程度です。さらに、令和3年度は南面の工事も予定

していると聞いています。そこで、これらの工事

の決定にあなたも関与していたんですか。 

（答） 

 しておりません。 

（委員長） 

 他の公園のフェンス工事の必要性と比較して、

この公園のフェンス工事は、令和2年度に実施する

必要があったのですか。また、令和3年度について

も実施する必要があるのですか。 

（答） 

 その判断につきましては、担当課に任せている

ところでございますが、東西を始めに、最初にや

って、地域から南北も追加で要望があったとも聞

いております。最終的にそれをやって完結すると

聞いておりますが、時期に、施工時期につきまし

ては、まぁ、引き続きやるということで、まぁ、

しているものと認識しております。 

（委員長） 

 では、令和2年度の工事について、昨年度と同じ

業者を見積業者としていることについてですね、

あなたは直接関与してないとおっしゃってました

けれども、あなたはこの担当しておる最高責任者

としてですね。このような工事の仕方が正しいと

思われますか。 

（答） 

 あまりいいことではないと思っております。 

（委員長） 

 次、不当要求行為等に係る記録兼報告書におけ

る不当要求行為のおそれ判断。先ほどの次期道路

台帳システム計画作成業務委託と似た質問になり

ますが確認をいたします。 

 6月5日は、あなたは松岡議員からの呼び出し対

象外でしたが、当日の記録票兼報告書における不

当要求行為のおそれとの判断に対して、担当者か

ら相談を受けましたか。 

（答） 

 いいえ。 

（委員長） 

 あなたは、音声データの聴取や、それを基に作

成された反訳書を確認しましたか。 

（答） 

 はい、反訳書で確認しました。あの、すみませ

ん一言、先ほど道路台帳の件は、音声データじゃ

なくて反訳書で確認させていただきました。 

（委員長） 

 はい、分かりました。次、記録票兼報告書を策

定した担当者の判断は、当初から不当要求行為の

おそれでしたか。 

（答） 
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 はい。 

（委員長） 

 あなたが担当者の相談、報告を受けて、不当要

求行為に該当するとせず、そのおそれにとどまる

と判断したのはなぜですか。 

（答） 

 道路台帳とも一致しますけれども、この件が一

過性のもので完結したものと、あとは、公職者と

しての、どうしてもと頭の中にあったと思います。 

（委員長） 

 はい。6月21日は、あなたも同席していましたが、

この日の記録兼報告書は不当要求行為等に係る記

録兼報告書ではなく、追加様式の要望等に係る記

録兼報告書です。これは6月21日の要望が6月5日の

事案の継続であるため、この書式を使用すること

にしたんですか。 

（答） 

 はいそうです。 

（委員長） 

 6月21日の音声データを聞くと、「適当なことを

言うて人をあしらいよったら、ワシもとことん行

くで。」、「総務局長、今日は人事課長に言うて

換えてくれ。秋にそんなできの悪いやつ。」、「ア

カンのやったら、1人ぐらい飛ばしとってえな」と、

松岡議員が発言しています。 

 職員倫理審査会でも、この点は、職員倫理条例

第2条第4号に抵触すると判断しています。同じ公

園のフェンスの嵩上げという事案で見れば一つで

すが、面談時における発言、対応が異なっていま

す。 

 そこで質問しますが、6月21日の面談における要

望について、新たに不当要求行為に該当するかど

うか検討しなかったんですか。 

（答） 

 一連のものとして判断してしまいました。 

（委員長） 

 次。音声データに松岡議員の発言として、「気

いつけてもの言えよ、ぐらいのこと職員に通知出

しといてもうてええわ。」とあります。松岡議員の

要求に対しては、何か考慮しないといけない事情

があったんですか。 

（答） 

 特にありません。 

（委員長） 

 松岡議員は、補助金の減額をほのめかして要求

を行っています。具体的な事案や内容を聞くこと

が、本委員会での調査事項から逸脱するから聞き

ませんが、松岡議員から、このような言動を伴う

要求が、ほかにも常態化しておりましたか。 

（答） 

 何回か聞いたことはあります。 

（委員長） 

 次。松岡議員の言動による影響について、両事

件共通、パワーハラスメントの確認を取りたいと

思います。一つは、面談の場で机をたたくなどの

暴力的行為はありましたか。 

（答） 

 この件ですかね。いや、特に認識しておりませ

ん。 

（委員長） 

 面談の後、心身の不調を訴えた職員は、あなた

も含めていませんでしたか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

次。実際、その場で対応したあなたとしては、

その時の議員の言葉や口調、顔つきからどのよう

な感じを受け取りましたか。 

（答） 

 やはり、話してるうちに、ちょっと気が立たれ

てるような形で、そういう中で大きな声が出たり

はしてます。そういう意味では今、なんで大きい

声を出してるのか、そういう、何が原因やろかと

いうのを考えながら、ちょっと聞いておりました。 

（委員長） 

 松岡議員の発言で、「総務局長、今日は人事課

長に言うて換えてくれ。秋にそんなできの悪いや

つ。」、「アカンのやったら、1人ぐらい飛ばしと
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ってえな」とあります。この発言を聞き、どう感

じましたか。 

（答） 

 一連のある程度興奮した中での言葉だったんで、

一時的なものであったのかなと、いうふうに解釈

しておりました。 

（委員長） 

 松岡議員は、補助金関係の発言をされています

が、要は自分の意向に迎合しないと、市の補助金

獲得に尽力しない。市に不利益が生じるぞと主張

されているようにも感じられます。あなたはこの

一連の発言を受けて、本来すべきでない要求に応

じざるを得ないと感じましたか。 

（答） 

 姫路市からの直接要求したわけではないんです

けれども、それが引き金になって言うことを聞か

なければいけないということはございませんでし

た。 

（委員長） 

最後になりますけれども、松岡議員からの要求

は、いわゆるパワーハラスメントであると感じま

したか。 

（答） 

 そう感じた場合もございました。 

（委員長） 

 ありがとうございます。私からは以上です。 

 引き続きまして、中川証人に対して尋問された

い方はいらっしゃいますか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 市民クラブを代表して質問します。よろしくお

願いします。 

 経緯書からですけれども。平成31年1月25日のと

ころにあります、道路台帳として対応が必要な事

項がないかという指示があったというところで、

誰に指示をしましたか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 あまりこれについての指示、指示をしていない、

ちょっと記憶に。基本報告書、ひょっとすれば、

道路総務課長に何らかの話をしたということです。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 はい。少し記憶がっていうところがありますけ

ども、どういう趣旨でその道路総務課長に指示し

たのでしょうか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 松岡議員が、確かこの報告書も持って来ました

ので、こういうのを持って来たよということで、

それを渡したと。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 ということは、松岡議員からの働きかけに応え

るための指示であったということでよろしいです

か。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 そうです。持ってきたのを担当課長に渡したと

記憶しております。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 続きまして、その下に行きます。令和2年8月5日

の基本地形図データ再構築及び道路台帳更新業務

のプロポーザルを実施しておりますが、松岡議員

からの要望を何か受けていませんか。受けました

か。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 
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（答） 

 受けておりません。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 あ、はい、すいません。直接局長は同席してお

りませんが、松岡議員は、威圧的な言動に加えて、

公正取引委員会、検察や警察、建設委員会や市議

会議長、国土交通省などの発言により、担当者や

建設局の職務に不利益を及ぼされるのではないか

と印象づけようとしております。担当者や建設局

の職務は影響を受けず進めることができますか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 はい。特に影響なく進めることができます。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 はい。では、局長が出席しておりました、6月21

日の令和元年度公園フェンス嵩上げについて、松

岡議員からかなり威圧的な言動を受けていると感

じるのですが、局長はどのように感じますか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 ご本人、声の大きい方ですので、確かにちょっ

と意見の疎通にあった時に、大きい声を出すんだ

ということも承知しております。 

 先ほども言いましたように、何が原因でこうい

う大声を出されているのか、その辺の原因を考え

ながら聞いておりますんで。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 同じ6月21日の件ですけれども、松岡議員は威圧

的な言動に対して、弁護士からのレクチャーによ

り正当化していましたが、正当な言動と感じまし

たか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（証人） 

 もう一度お願いします。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 反訳書の後半のところに書いてあったんですけ

れども、松岡議員は、威圧的な言動を、その打合

せ中にあったかと思うですけれども、その中に、

弁護士からのレクチャーにより、その表現という

か話している内容を正当化しているように、読み

取ったんですけれども、当事者として正当な言動

であると感じましたか。 

（委員長） 

 はい、中川証人 

（答） 

 特にその辺はちょっと印象に残っていないです。 

（委員長） 

 常盤委員。 

（問） 

 では、例えば6月21日のようなところの協議にな

るんですけども担当者が、繰り返し威圧的な言動

を受けていると報告があった場合、不当な要求と

判断しますか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

先ほど何が原因でそういう大きな、威圧的にな

るんか、そんなんも含めて、総合的に判断すると

思います。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 入札について、平成30年度次期道路台帳システ

ム計画策定業務委託の面談で同席した業者が、本

事案以外に、市の入札に参加受注できるよう働き

かけられたことはありませんか。 

（委員長） 
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 はい。中川証人。 

（答） 

 特にありません。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

建設局には、道路建設部や用地対策課があり、

白浜地区では新しい市場に関わる整備などが進ん

でいると思いますが、道路整備や用地補償につい

て要望を受け、威圧されたり、不当要求かもしれ

ないと思ったことが一度もありませんか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 この中には、少なからずとも、何回かあったと

思います。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 最後になります。松岡議員が、市の面談要求を

行い、現在、入札に参加受注できるよう働きかけ

ている事案はありませんか。 

（答） 

 特にございません。 

（委員長） 

次、公明党。はい、川島さん。 

（問） 

 ちょっと教えてもらいたいんですけど、公園の

フェンスの改良等なんかは、公園のフェンスの改

良は、他の自治会とか、そういうところで、同じ

ような形で聞いたことはありますか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

何件か事例はございます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

その時のスピードですか、それもほぼ松岡議員

の場合と同じような状況でしたか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 その確認はしておりません。 

（委員長） 

 はい。いいですか。では、新生ひめじ、東影委

員。 

（問） 

 はい、公園フェンスなんですけど、まぁー松岡

議員の発言の中に、「気いつけてもの言えよ、ぐ

らいのことを職員に通知出しといてもええわ」と

いうことがあります。これ局長からのその職員に

何かお話しされましたか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 そのあとどうかの辺りでは、あんまり気にしな

よくらいのことは言ったかもしれません。その程

度かと思います。 

（委員長） 

 はい、東影委員。 

（問） 

 地元の、松岡議員の地元の事業について、いろ

いろと議員が関わっていたとの認識はありますか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 地域の事業には関心を持たれていると思います。 

（委員長） 

 はい。東影委員。 

（問） 

 地元で事業をした業者から聞いたんですけども、

まず松岡議員のところに挨拶に行けということを

聞きましたが、そのことは知っておられましたか。 

（証人） 

 この範囲内でお答えさせていただいてよろしい

でしょうか。 

（委員長） 
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 はい。 

（答） 

 地域の代表ということもあり、行っているとい

うことも聞いております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 1点、先ほど常盤委員がおっしゃった用地買収に

ついて、松岡議員の嫌悪によって有利に働いたと

思われる事案はありますか。 

（答） 

 特にございません。 

（委員） 

 はい、いいです。 

（委員長） 

 はい、萩原委員。 

（問） 

 何点かお聞きしたいと思います。まず、不当要

求のおそれという判断をされたのは局長だという

ことだったんですが、いろいろ相談してというと

こで、職員倫理課に相談をされたということはさ

っき出ましたけど、例えば、上級の幹部職員に対

して相談をかけられたということありませんか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 記憶にございません。 

（委員長） 

 はい、萩原委員。 

（問） 

記憶にないということはないということでよろ

しいですか。 

（答） 

 幹部職員、上級から…、不当要求等…、ござい

ません。 

（問） 

 あとですね、不当要求のおそれという判断をす

る理由の一つに、継続的な関係があると、市議会

議員とは継続的な関係があるということで言われ

てますけども。例えば、自治会長さんなんかも、

同じような継続的な関係があるのかなと思ったり

するんですが、その、最後、局長の中で、どのよ

うに判断されているのか。 

 やはり、市議会議員、特に当該議員に対しては、

何か別の思いがあったのか、いやなかったのか、

その辺りの判断を、判断された理由についてお聞

かせください。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 市議会議員との関係性につきましては、当該議

員に関わらず、面談の時には地域の代表と話して

るんだという心構えで、いつも対応はしておりま

す。特に、松岡議員だからということでの、特に

特別の、こういうものは持ち合わせてなく、ただ、

幾ばくか。そういう気持ちはあって、やや緊張感

を持ちながら対応はしております。 

（委員長） 

 はい。萩原委員。 

（問） 

 あとフェンスの件なんですけども、国交省で、

補助金を獲得して、それについて副市長が同意を

されたということで先ほど、松岡証人のときの証

言であったんですが、通常ですね、通常、こうい

うフェンスの工事をするときに、予算の流れとし

て、前年度に予算計上をしといて、事業化計画を

上げといて、翌年度にするっていうのが通常かな

と思うんですが、この事業ですね、この事業につ

いては、いつ計画を上げて、予算をつけて実行さ

れたのかっていうのは、分かる範囲で結構ですの

で教えていただけますか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 6月5日の面談のときに、施工することが決まっ

たと思います。で、6月21日を経て、その後、工事

の分割発注に至ったと記憶しております。 

（委員長） 
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 はい。萩原委員。 

（問） 

 ということは、6月5日までは、工事をするかど

うか決まっておらずに、その時点で決めて、もう

既に21日には発注をされるということになったと

いうことでよろしいですね。 

（委員長） 

はい、中川証人。 

（答） 

 6月5日までは地元とどういう対応したらいいか

なという話をするつもりだったと聞いております。 

で、発注時期につきましては、ちょっと私、細

かくちょっと確認しておりませんが、早期に発注

したという記憶はございます。 

（委員長） 

 はい。萩原委員。 

（問） 

 最後、確認なんですけども、通常、まぁ、額が

そんなに高くはないとはいえ、ある程度事業計画

を前年度に上げておいて予算要求をしてっていう

ケースが、多いのかなというふうに思うんですが、

そういう行為を取らずに、事業化をして事業執行

に至ったと、いうことでよろしいでしょうか。 

（答） 

 一般的にフェンスが壊れたっていうとか、そう

いうときなんかは、修繕費でフェンスを直すんで

すけど、ちょっと緊急性もありまして、本来なら、

そういう新しいものにつきましては整備費の中で

行うんですけれども。今回、ちょっと住民の方も

お困りになっているということで、維持費のほう

から捻出したと聞いております。 

（委員） 

 はい、結構です。 

（委員長） 

では、創政会。 

（問） 

 創政会を代表して質問いたします。まず、次期

道路台帳システム計画策定業務について、この事

態に至った経緯についてご確認させていただきた

いと思います。 

 まず、入札に関しての仕様書ですけども、仕様

書に書いていなかった既存システムの拡張、そし

て新規システムということで、どちらになるか分

からないという内容を、職員の方、担当者の方が

たぶらかしてる、ということで本当に明確に言っ

てない。そして、それについても、返答されてな

いということなんですけども、その当時のことを

局長は、誰からその内容を確認されたか、教えて

いただけますか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

 そのシステム等の内容の公募の中身については、

道路総務課長から説明を受けたと思います。 

（委員長） 

はい、妻鹿委員。 

（問） 

それでは次に参ります。同じく道路台帳システ

ムの件ですけども、平成30年以降から、現在まで

の道路台帳システム、どこが請け負われているの

か、また、データベースは新規で作成されたのか、

それとも従来のもと、継続されたのか教えてくだ

さい。平成30年は、この経緯の中でパスコが計画

されたということが確認できます。それ以降のこ

とについてお聞かせください。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 31年に、今回新しい道路台帳業務委託というこ

とで、プロポーザルにしまして、これについては、

国際が。あと令和元年に、また違うシステム。そ

れぞれがちょっと来年度の新しい、30年度の基本

業務委託を受けて、令和元年、2年度とで令和5年

に稼働するべく、が、ちょっとすいません。記憶

があいまいで…。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 
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その辺りはどうですかね、詳細にお答えいただ

くには。 

（証人） 

 ちょっとお待ちください。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 平成30年度に、今回のここに上がっております

道路台帳策定業務委託はパスコが取っております。

令和元年、2年と道路台帳更新業務委託を国際航業

が取っております。 

 以上です。 

（委員長） 

はい、妻鹿委員。 

（問） 

 それでは次、ネットフェンスの嵩上げについて

ですけども、これも、この不当要求行為のおそれ

に至ったその原因、当局は謝罪されておりますけ

ども、一体どういった原因があるのか、お聞かせ

ください。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 これにつきましては、31年の3月に面談で要望を

受けましてから、次の6月、選挙を経て6月までの

間3か月程度の時間が過ぎて、その間、無作為だと

いうことで、住民が困っているから早くしてくれ

というところから、そのところから早期に工事を

するべきであるという判断でこういうことになっ

たと記憶しております。 

（委員長） 

はい、妻鹿委員。 

（問） 

この3か月間というのは何もされていなかった

ということですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

そうですね。日程を追うところで選挙になりま

したので、その間、まぁ、飛んだということは聞

いております。 

（委員長） 

 はい。次。自民党、宮本委員。 

（問） 

 道路台帳のほうですけども、入札の結果はどう

なりましたか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 これは、プロポーザルでパスコに決まりました。 

（問） 

 その後、何件かあるやろ。この経緯書見たら。

再構築業務は、国際航業であって、その後の部分。 

（答） 

 この令和2年度に出したプロポーザルにつきま

しては、これは国際とパスコとＧＥＯソリューシ

ョンが3社の連名で請負。 

（委員長） 

 はい。宮本委員。 

（問） 

 入札の結果については、松岡議員が満足するよ

うな内容やったんかね。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 特に、感想は聞いておりません。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 その後、松岡議員からは、こんなに執拗なね、2

年間にわたって不当な要求が出されてきたわけや

けども、その後、何か要求とか、まあ、意見とか

は出ましたか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 これについては、あの聞いておりません。 

（問） 
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ごっついそれがね、ここまでの内容見てたら、

途中で突然、自分の満足するような結果でなく、

国際航業さんが取っとんやしね、そこでピタッと

止まったのが気になるんやけど。その後、例えば

国際航業さんと、当該事業者が一緒に仕事をして

いるような、姫路市の事業を請け負ってるような

ことはありますか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 その辺ちょっと私、確認しておりません。 

（委員長） 

 はい。宮本委員。 

（問） 

 一部で市当局が市の事業等を請け負った業者に

ね、まぁまぁ、一部地域の仕事に関しては、松岡

議員が関係する団体に挨拶に来るようにというこ

とを、当局から指導されるというような話を聞い

て。 

 また、挨拶に行ったらね、その団体に対して、

金銭の提供あるいは便宜の供与等促されたという

話を聞くんですけども、この件に関しては、証人

は把握しておりますか。 

（委員長） 

 はい。証人。2点。 

（答） 

 はい。団体があるというのは、これにもちょっ

と出てますけれども。地域の代表はやっぱりとい

うことで、挨拶に行くというのは聞いておりまし

た。必要に応じては行っているということも言っ

てたと記憶しております。 

（委員長） 

 はい。以上でよろしいか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 次、谷川委員。ちょっと待ってね、中川証人、

あの、当初30分程度と言うておって、少し私が運

営が下手なため延びてるんですけど、ご了解をよ

ろしくお願いいたします。では、谷川委員。 

（問） 

 道路総務課へ働きかけた経緯というところで、

先ほども出たんですけども一番最後のこの令和2

年8月5日の基本地形図データ再構築及び道路台帳

更新業務のプロポーザルで、この8月26日に、この

3社の共同体で、落札、契約がされてるんですけど

も。その以前のでしたら、パスコとか、国際航業

とか、1社のみなんですね、ここへ来て、この共同

事業体ということになってるんですけども。なぜ

共同事業体になったのか。説明していただけます

か。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 事業規模も大きく期間も数年となってございま

したので、1社では人的にも足りないということで、

3社で、そういう募集要項の中で、ちょっと3社で

なきゃいけないとか、ちょっとその辺の条件はち

ょっと記憶にございませんけれども。 

 複数でそういうことはできるとことで、事業規

模とか、そういうのを勘案して募集したというと

ころでございます。 

（委員長） 

 はい、谷川委員。 

（問） 

 はい。私、建設関係はあまり詳しくないんです

けども、例えば、新たなコンベンションセンター

を造るとか、大きなのは、中央の大きな建設業者

と地元の建設業者とのジョイントっていうのはあ

るんですけど、こういうシステムとか、道路台帳

とかそういうので、ジョイントっていうのは過去

にもあったんですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 ちょっと過去の、そういう事例は私は記憶して

ございません。 

（委員長） 
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 はい。谷川委員。 

（問） 

 先ほど委員長からの質問で、松岡議員はことあ

るごとにその補助金云々ということをね、言われ

て、そういう何回か聞かれたって、先ほど証言さ

れてたと思うんですが、そういう松岡議員の働き

かけによって、そういう、国の補助金っていうの

が左右されるんですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 その辺は確認のしようがございません。 

（委員長） 

 はい、谷川委員。 

（問） 

 そういう、建設、そういうことに対して、確認

できないとかそうじゃないとか、否定はされなか

ったんですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 しておりません。 

（委員長） 

 はい、谷川委員。 

（問） 

なぜ、否定をされなかったんですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

いや、それが本当かどうかも確認できませんの

で、話の中の期間だったということで、それはそ

れで聞き及んでるということでございます。 

（委員長） 

 はい。谷川委員。 

（問） 

 先ほども答弁の中で不当要求行為としなかった、

まぁ、おそれにとどめたということなんですが、

先ほど委員長の質問に対して、倫理課と相談して、

その審査会を申し入れたらどうかという助言もあ

ったって言われましたよね。 

 その助言がありながら、おそれにとどめた理由

を説明してください。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

その事案が、一つの一過性のものであって、後々

尾を引かないものであったのと、あと、議員と職

員との関係を考慮して、私がそのように判断して。

そういうことです。 

（委員長） 

 よろしいか。はい、次、維新の会 大西委員。 

（問） 

委員長の質問についてなんですけど、フェンス

の見積りを業者2社続けて出した、それに中川局長

は、選定理由には関与してないとおっしゃられた

んですけど、その関与は部署は、担当者は分かり

ますか。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 部署は公園整備課。担当については、特定の人

物は…。 

（委員） 

はい。結構です。以上で。 

（委員長） 

 はい、最後、牧野委員。 

（問） 

 私は最後なので、重複する点も若干あるかも分

からないですけども、先ほどから証人のご答弁を

聞いてると、正直、責任意識があってかないのか

ちょっと正直分からない部分もあるんですが、先

ほど谷川委員が言われました審査会の開催も提案

をされたという中で、私は本会議でも確認をした

んですけども、この報告書の、いわゆる担当者レ

ベルの報告書の段階では、不当要求行為か、不当

要求のおそれ、その他という項目は、これはある

のは承知してるんです。 

 最終的に、通常の要望なのか、不当要求行為な
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のかっていう判断を本来せざるを得ないと思うん

ですけど、そのために、本来判断しがたい部分に

ついては、審査会を開催して判断してもらうとい

う条例上、そういう手順になってるんですけども、

これを証人自身がおそれという判断で、決着をつ

けた、これ、建設局長として証人の権限でされた

ということでよろしいですか。 

（委員長） 

はい。証人。 

（答） 

 証人の権限（「建設局長」のという声あり）。

この一つの案件が例えば何回も何回もわたって、

そういう要望をされるわけでなく、これが一つで

終わっておりましたので、それで、とりあえず、

完結したということで、これは、適切な判断と、

確かに明確な基準的にないんですけど、これにつ

いては、これで収まったということでおそれとい

うことで一つの様式の中で収めた。 

（委員長） 

はい。牧野委員。 

（問） 

 この件について、本会議でもお尋ねして、結果

としてきちんとした回答がなかったんですが、先

ほど、質問もありましたが、萩原委員のところで

すかね。上級幹部、副市長等に、ご相談されたこ

とがありますか。 

（委員長） 

はい。証人。 

（答） 

 こういう件ではございません。 

（委員長） 

はい。牧野委員。 

（問） 

ということは、結果として、担当レベルでは、

不当要求だということで対応されたことを、結果

的に上司である中川局長が、証人自身が、ある意

味覆したということになると、職員さんを、いわ

ゆる部下を守れてるという認識はありますかね。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

勝手ながらに、それがベストではないですけど、

適切であったとの判断で当時はさせていただきま

した。 

（委員長） 

はい。牧野委員。 

（問） 

 結果として、職員倫理審査会から、不当要求で

あるという認定を受けたんですけども、それを受

けてどう思われました。 

（委員長） 

 はい、中川証人。 

（答） 

 これ自身議会の議員の皆様に、全体に掛かった

ような、この要望が何ら出てなかったので。皆さ

んに対しても、ご迷惑をかけてるということも結

構ございましたので、この際、やっぱり、見る目

によっては違う判断も要るのかなぁということも

ございまして、審査会に判断をという思いです。 

（委員長） 

はい。牧野委員。 

（問） 

結果として証人の判断によって、まさに今言わ

れたように、議会も巻き込んだ、混乱を招いたと

いうことが、否定できないんだと思うんです。 

 そこの責任を、中川局長自身が一手に引き受け

ると。私自身が悪かったという認識でよろしいん

ですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 この件につきまして私が判断していましたわけ

ですけれども、このような、大きな事案になると

はつゆにも思っておりませんでした。 

 ただ、この不当要求のおそれを見たその議員が、

こういうのをそこに書いてるんだなということで、

ちょっとやっぱりそういう、もうちょっと言動と

か、ある程度、配慮しているのかなということに
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つながればいいということで。 

（委員長） 

はい。牧野委員。 

（問） 

最後に、先ほどから令和2年の8月5日の基本地図

データの再構築及び道路台帳更新業務のプロポー

ザルの件も何人かの議員の方、尋ねてられるんで

すけども、これ自身はいわゆる建設局主体の業務

ですか。 

（委員長） 

 はい。中川証人。 

（証人） 

 つまり、何年度のことでしょうか。 

（委員） 

 令和2年8月5日。 

（答） 

 これは、財政局…。 

（委員長） 

 はい。牧野委員。 

（問） 
 財政局が所管のこの業務であるということは、

直接建設局は関わってないと理解してよろしいん

ですか。 
（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 この中に道路台帳業務も一緒にしていただくと

いうことで、一緒に合併発注してます。 
（委員長） 

 はい。 

（問） 
 メインが財政局が窓口ということですんで仮に

何らかの働きかけ、松岡議員から働きかけるんで

あっても、建設局への働きかけはないと理解して

いいんですね。 
（委員長） 

 はい。中川証人。 

（答） 

 私はその辺、記憶にはございません。 

（委員長） 
 以上で中川吉郎氏に対する疑問は終了しました。 
 中川証人には長時間ありがとうございました。 
 それではご退席ください。 
証人尋問（中川吉郎氏）終了証人尋問（中川吉郎氏）終了証人尋問（中川吉郎氏）終了証人尋問（中川吉郎氏）終了                １３時５８分１３時５８分１３時５８分１３時５８分    

 

［ 中川吉郎氏退室 ］ 
 

（委員長） 

 それでは、続いて、土井強氏を証人席に案内し

ます。事務局。 

 

[ 事務局職員の案内で土井強氏が入室、証人席に着

席 ] 

 

証人尋問（土井強氏）証人尋問（土井強氏）証人尋問（土井強氏）証人尋問（土井強氏）                            １３時５９分１３時５９分１３時５９分１３時５９分    

（委員長） 

 ただいまから、本件について土井強氏から証言

を求めることにします。 

 なお、土井証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますので、ご了承願

います。  

 土井証人におかれましては、お忙しいところご

出席くださいましてありがとうございます。本委

員会の調査のために、ご協力のほどお願いします。 

 証言を求める前に証人に申し上げます。 

 証人の尋問については、地方自治法第 100 条の

規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証

人尋問に関する規定が準用されることになってい

ます。 

 これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

 すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4 親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人または

証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、または

有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、

またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関する
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とき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売

業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、

宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、もし

くはこれらの職にあった者が、その職務上知り得

た事実で黙秘すべきものについて尋問を受けると

き、及び技術または職業の秘密に関する事項につ

いて尋問を受けるとき。 

 以上の場合には、証人は、証言を拒むことがで

きます。これらに該当するときは、その旨お申し

出を願います。 

 それ以外には、証言を拒むことはできません。 

 もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6 か月以下の禁錮または 10 万円以下の

罰金に処せられることになっています。 

 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

 この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、4 親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができ

ます。 

 それ以外には、宣誓を拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたと

きは、3か月以上 5年以下の禁錮に処せられること

になっています。 

 一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

 今から、証人に宣誓を求めますが、テレビカメ

ラの撮影は一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方はテレビカメラの撮影を中止してください。 

 それでは法律の定めるところによって、証人に

宣誓を求めます。 

 全員ご起立を願います。 

 

[ 全員起立 ] 

 

（委員長） 

 宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

 私は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、

また何事も付け加えないことを誓います。 

（委員長） 

 日付。 

（証人） 

 令和3年、2021年１月21日。土井強。 

（委員長） 

 ご着席を願います。 

 

［ 全員着席 ］ 

 

（委員長） 

 それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 

 これから証言を求めることになりますが、証言

は証言を求められた範囲を超えないこと、また発

言の際には、その都度、委員長の許可を得てされ

るようお願いします。 

 なお、こちらから質問している時は、おかけに

なっていてよろしいですが、お答えの際は、ご起

立を願います。 

 また委員各位に申し上げます。 

 委員の発言については証人の人権に留意される

よう要望します。 

 これより土井証人から証言を求めます。 

 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、

次に各委員からご発言願うことにします。 

 まず、あなたは土井強氏ですか。 

（答） 

 委員長、はい。 

（委員長） 

 現在の本市における所属と身分をお述べくださ

い。 

（答） 

 はい。建設局道路管理部道路総務課課長です。

（委員長） 

はい。では、私のほうから質問いたします。 
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まず、次期道路台帳システムに関する業務確認

をいたします。事件の背景を確認するためにも、

次期道路台帳システム計画策定業務委託に係るプ

ロポーザルの実施の概略と、その後の流れを教え

てください。 

（答） 

 はい。委員長。道路台帳システムにつきまして

は、令和3年3月で、現在のシステムの契約が切れ

ることから、新しいシステムを導入する予定とな

っておりました。 

 それにつきまして、新しいシステムを導入する

に当たりまして、どういったシステムにするのか、

それを検討する上において、市職員はシステムに

ついては素人ですので、プロの検討で計画策定を

する予定で平成30年に計画策定業務委託を発注し

ております。 

 それにつきまして、その後、令和元年に、その

計画策定業務で作成した仕様書に基づいて、今度

は台帳システムの更新業務委託を発注しておりま

す。それが、令和元年、令和2年の契約期間になっ

ておりまして、令和3年度から新しいシステムにな

ることになります。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。次。平成30年5月15日付の記録票兼報告書

では、当時の現契約業者は国際航業でした。 

 音声データや反訳書から、松岡議員と同席した

業者さんの主張は、既存システムの拡張が次期道

路台帳システム計画策定業務の前提であるとの認

識でしたが、結果として、この業務委託に係るプ

ロポーザルを受注したのは、議案の経緯の資料で

は、パスコという企業ですが、これはシステム拡

張を前提とする企業だったのですか。 

（答） 

 はい。委員長。システムそのものを活用してす

る計画ではございませんでした。 

（委員長） 

 松岡議員の面談要望に関して、次期道路台帳シ

ステムに関する業務について、その後の計画変更

がありましたか。 

（答） 

 はい。委員長。松岡議員の要望については理由

がないので、何ら変更はございませんでした。 

（委員長） 

 次。業者を同席させた上で、他の業者を入札か

ら外すよう要求する主張について確認します。こ

のような行為をどう感じられましたか。 

（答） 

 はい。委員長。職員倫理条例に基づく不当要求

であるとともに政治倫理条例に基づく不当な行為

だというふうに感じました。 

（委員長） 

 はい。何らかの、先ほど申し上げたわけですけ

れども、問題があると感じたならば、職員倫理課

や、契約課などに対処を求めて、相談いたしまし

たか。 

(答) 

 はい。 

（委員長） 

 証人。 

（答） 

 具体的に対処を求めませんでしたけれども、不

当要求行為として記録を職員倫理課のほうに送付

しました。 

（委員長） 

 職員倫理課に送付したんですか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

はい。次。 

 記録票兼報告書について確認しますが、職員倫

理審査会の答申が出るまでは、本件における種別

区分が、不当要求行為のおそれでした。これはあ

なたを含む、実際に対応された職員のみの判断で

すか。それとも決裁上位者である部長、局長や人

事課等とも協議の上で決定したものですか。 

（答） 

はい。委員長。当初、担当した職員と私の感覚
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では、不当要求行為だということで決裁を上げ、

局長もそれに承認して、職員倫理課のほうに送付

いたしました。 

その後、職員倫理課のほうからその記載内容に

ついて、具体的にどういった行為、どういった発

言が不当要求行為に当たるのかについての記載が、

不十分だということで、当時の職員倫理課長と共

同で記載内容のまとめ直し等をずっと行ってきた

中で、当該行為の、特定の業者に不利益になるよ

うな発言については、単なる議員の意見を表明し

ただけだ。例えば、もう一つ、担当職員の不正を

疑うような行為についても、行政を監視するもの

として当然の発言だというような言い逃れが可能

だ、そういうふうにされる可能性があるというこ

とで、特に職員倫理課と相談する中で、議員の行

為については直ちに犯罪に抵触する等の行為でな

い限り、不当要求として、報告するのは困難だ、

という判断で、建設局長とも相談の上で不当要求

行為のおそれというふうに記載を変更しました。 

（委員長） 

 報告者であるあなたの判断をお聞きいたします。

報告書作成段階から、あなたは今回の事件を、不

当要求行為のおそれが妥当であると判断していま

したか。 

（答） 

 はい、委員長。不当要求行為のおそれではなく、

不当要求行為だというふうに思っておりました。 

（委員長） 

 次、松岡議員の言動による影響についてです。

面談の場で机をたたくなどの暴力的行為はありま

したか。 

（答） 

 はい。暴力的行為はありませんでした。 

（委員長） 

 面談の後、心身の不調を訴えた職員は、あなた

も含めていませんでしたか。 

（答） 

 はい。心身の不調は訴えておりませんでしたが、

担当職員は、人事課、私、所属長の私、職員倫理

課課長の前で、不正を疑われたことで、そういっ

た人事課長等が自分に対して、自分の業務に対し

て疑念を抱いてるんじゃないかという不安を感じ

ているというふうに相談されました。 

（委員長） 

 松岡議員の発言で、「アンタ！それはホンマに

間違いないか、電話番号、ずっと調べさせてもう

て、ざっと出て、はっきり腹くくって言わなあか

んで！」、「政調でいっぺん、あんたとこの電話

番号をかたっぱしから3か月調べるけどよな。」と

あります。この発言は担当者に向けられたようで

すが、同席していた上司である、あなたはどのよ

うに感じましたか。 

（答） 

 はい。自分の主張を通すために、あらぬ嫌疑を

かけて脅迫し、我々の意見を議員側に迎合させる

目的があったというふうに感じました。 

（委員長） 

 はい。松岡議員の発言で、「中身によっては否

決して、委員会で根回しして、さっとでええわ」、

「建設委員会、市議会議長に対して、今度のこの

案件、認めんとってくれと、いうふうな話やった

ら」とある。また、「我々が市民の声を代弁して、

主権者たる国民の皆さんの意向に、やっぱり沿っ

て納得できるような形で、お仕事をしていただき

たいな」等があります。あなたはこのような発言

を聞いてどう感じられましたか。 

（答） 

 はい。委員長。市議会議員は、地方公共団体の

意思決定をする立場であり、なおかつ市民の負託

を受けて行政を監視する立場ですので、当然そう

いった指摘は、妥当だと思いますけれども、今般

内容については、それに当たらない、我々がそれ

に反するようなことをしていないというふうに思

っとりましたので、理解をいただくために丁寧な

説明、ご了解が必要かなというふうには感じてお

りました。 

（委員長） 

最後に。松岡議員からの要求は、いわゆるパワ
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ーハラスメントであると感じましたか。 

（答） 

 はい。市会議員が、市職員に対して優越的な地

位にあること、口頭の表現内容から考えますと、

パワーハラスメントに該当するというふうに感じ

ております。 

（委員長） 

 はい。私からは以上です。 

 引き続きまして、土井証人に対して尋問された

い方はいらっしゃいますか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

はい。常盤委員。 

（委員） 

 市民クラブを代表して質問します。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 平成30年度次期道路台帳システム策定業務委託

についてというところですけれども、その中の打

ち合わせの中で、姫路市、皆さんと業者は技術的

な話し合いで仕様を確認していましたが、松岡議

員は様々な表現を用いて、威圧的な言動を行い、

特定業者を外す働きかけをしていましたが間違い

ありませんか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 間違いありません。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 では、100分間にわたる拘束について確認させて

もらいます。松岡議員が仕様確認に注力した発言

をしていれば短い時間で散会できたと思いますが、

証人はどのように感じましたか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。その時点では、議員また同席した業者に

納得していただけるようにすることに注力してお

りましたので、実際にかかってた時間よりも、短

くは感じておりました。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 はい。日付が入った経緯書についてですけれど

も、その資料に基づくと、平成28年10月3日と今回

の事案の平成30年5月15日にそれぞれ業者が同席

しているとあります。平成28年10月3日の業者と平

成30年5月15日の業者は同一業者ですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（証人） 

 業者名をお答えしなければ…。 

（委員長） 

 いや、同一かどうかだけで。 

（答） 

 同一の業者になります。 

（委員） 

 結構です。 

（委員長） 

 はい、次。 

（問） 

 続けて。平成31年1月25日について、建設局長よ

り指示を受けておりますが。先ほど建設局長も総

務課長に指示をしたという話をしておりました。 

 指示を受けておりますが、確認して何か問題は

ありましたか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 基本地形図と道路台帳に係る業務については、

今のところ、地図データを扱う業務だという上で

は共通点はありましたけれども、こちらに記載の

報告書内容について直ちに道路台帳として、記載

内容に応じた対応しなければならないというよう
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な判断をしませんでしたので、そのように局長に

報告しました。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 確認しますが、道路台帳として、特に問題がな

かったという回答でよろしかったですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 道路台帳システムとしてここに記載している報

告書の内容に照らして直ちに対処しなければなら

ないというふうな判断はしませんでした。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 はい。次、続きまして、令和2年8月2日の基本地

形図データ再構築及び道路台帳更新業務プロポー

ザルを実施しておりますが、松岡議員から要望を

聞いていませんか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。要望はありませんでした。 

（委員長） 

 はい。委員。 

（問） 

 現在の道路台帳システム計画策定業務は、財政

局の所管ですが、もともとは総務局の所管でした。 

 松岡議員はこの事案について、財政局や、当時

の総務局の担当者に相談、要求を行っていました

か。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。承知しておりません。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 続きまして、本事案、今回のこの事案以外に、

このたびの業者を市の入札に参加受注できるよう

働きかけられたことはありませんか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。本事案以外ではございません。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 承知している範囲なんですけれども松岡議員が、

市に面談、要求を行い、現在入札に参加受注でき

るよう働きかけている事案はありませんか。 

（答） 

 はい。ございません。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後です。この打ち合わせ、この5月15日の打ち

合わせのときなんですけども、松岡議員は威圧的

な言動に加えて、公正取引委員会、検察や警察、

建設委員会や市議会議長、国土交通省などの発言

により、担当者や建設局の職務に不利益を及ぼさ

れるのではないかと印象づけようとしています。 

 担当者や建設部の職務は影響を受けず進めるこ

とができますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。職務を精査した上で、影響がないという

ふうに感じれば、もちろんそういった発言があっ

ても何とも影響がないと思いますけれども、個々

の事案について精査が必要であるというふうには

感じます。 

（委員） 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。公明党。副委員長。 

（問） 
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 委員長が質問されたこと、確認という意味でな

るかも分かりませんけども、不当要求と感じたと

いうことで、局長と相談して、職員倫理課のほう

にこのように出したということでよろしいですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 当初、不当要求行為として決裁を上げ、局長に

承認いただいて、職員倫理課のほうに報告してお

ります。 

（委員長） 

 ちょっと確認しますけど、当初は局長も決裁に

判を押したわけですか。 

（答） 

 はい。押しております。 

（委員長） 

 はい、分かりました。はい。 

（問） 

 その後、職員倫理課のほうから、こういう場合

は、考えたらどうかということでの相談があって、

変えたということでしょうか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

当初の相談はあくまでも不当要求行為を裏づけ

る記載について、より具体的に分かるように記載

しなければならないということで、相談を継続し

ておりました。で、事案が起きたのが5月ですけれ

ども、そういった間にずっと継続的に、内容記載

について相談していた中で、当然こういった不当

要求行為をこれからやめて欲しい、やめさせなけ

ればいけない、というのも合わせて一緒に検討し

ていたところなんですが、記載内容を精査する中

で、市会議員として、抗弁できる、抗弁される可

能性があるというふうに感じましたので、双方で

不当要求のおそれにせざるを得ないのかなという

ところで、局長、そういった総務局等と相談しな

がら、おそれいう記載のほうに結論が振れていっ

たんだというふうに記憶しております。 

（委員長） 

 はい。副委員長。 

（問） 

 そのことで、担当職員だったかもしれない、担

当職員のその以後のギクシャク、そういうのはな

かったですか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 担当自身におそれになることについて、直接的

に、話したという記憶は、あまりありませんから、

建設局長が担当におそれにする旨を説明して了解

を得たというふうに聞いておりましたので、それ

について了解したんだなというふうに担当のほう

に、言ったふうに覚えております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後、不当要求という形で出すのは今回初めて

ということでよろしいですね。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 はい、初めてです。 

（委員） 

 結構でございます。 

（委員長） 

 次、創政会。 

（委員） 

 はい、創政会を代表して質問をさせていただき

ます。 

（委員長） 

 ごめんなさい、間違えました、新生ひめじの東

影委員。ごめんなさい。 

（問） 

 土井証人にお伺いしますけども、まず松岡議員

に呼ばれたときに、次期道路台帳システムに関係

する業者が同席していることについてどういうふ

うに思われましたか。 
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（委員長） 

 はい。証人 

（答） 

 業者を同席させるということは、どのように、

その業者に、業者の同席させてる意味、業者にな

んらか有利なように運ぶようなことを想起させる

行動だなというふうに感じました。 

（委員長） 

 はい、東影委員。 

（問） 

 100分によるそういった拘束の中で、私ら100分

の立場で聞いてたらちょっと正常な判断できひん

ような気になるんですけども、その上に、横に業

者が同席したいうことで、まあ、いま答弁いただ

きましたけど、そういう圧力的なことは感じられ

ましたか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 はい、圧力は感じておりました。 

（委員長） 

 はい、東影委員。 

（問） 

 では、業者に有利になるような働きかけをせな

あかんなというふうな思いが湧いてきましたか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 それは湧きませんでした。 

（委員長） 

 はい。東影委員。 

（問） 

 最初の不当要求行為ということで、それから不

当要求のおそれというふうに、自分の考えを変え

られたことについてどう思いますか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

 職員と市会議員との関係性の運用においては、

致し方ない判断なのかなというふうに思いました。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 上司の判断によるものとは思わなかったという

ことですね。 

（委員長） 

 東影委員、もう少し分かりやすく。 

（問） 

 はい、不当要求の行為から不当要求のおそれに

変えられたということは、自分の考えが曲げられ

たと。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 はい。不当要求だと今でも思っておりますが、

先ほど申し上げましたように、市会議員と職員の

関係性の中では、直ちに犯罪だというふうなこと

が言えない限りは、不当要求とするのは、非常に

困難だというふうに感じて、不当要求のおそれと

記載を変えております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 それじゃその行為に対して納得されたわけです

ね。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

うーん、納得…。事実としてそう行動する必要

があると感じました。 

（委員） 

 はい。結構です。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 続けてよろしいですか。 

（委員長） 

 はい。萩原委員。 
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（問） 

 2点ほどお聞きしたんですが、まずこの経緯の中

で平成28年5月9日に松岡議員から道路総務課への

働きかけは、始まったということになってるんで

すけども。当初は担当課レベルだったのか、当初

から道路総務課長も関わっておられたのか。そこ

についてまずお聞きしたいと思います。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 この当時は前任の課長ですが、そのときの課長

から引き継いだ記録が残っておりまして、その中

に応対者の中に、前任の課長の名前が記載してあ

ります。 

（委員長） 

 はい、萩原委員。 

（問） 

 局長まで、例えば、この内容について知らせら

れた、提示をされたのはいつなんでしょうか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 記録ではその翌日には当時の建設局長に報告し

たというふうに、記載になってたと思います。 

（委員長） 

 はい。萩原委員。 

（問） 

 道路管理システムについては、この反訳書を見

ても、道路総務課として課題として考えてて、ま

ぁ、更新の際には、今、課題を解決しながら、よ

りよいものを作りたいというような、意思が、特

に課長の発言の中から感じられたのかなというふ

うに思ってます。 

で、今回、この3つですね、の業務を発注する中

で、それについては達成ができたというふうに考

えておられますか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 主にベンダーロック、特定するシステムを開発

した業者に依存しなければならないシステム、い

うのが一番の課題だったと思いますので、それに

ついては解消されているものと思っております。 

（委員長） 

 はい、萩原委員。 

（問） 

 この3つの業務委託なんですけども、それぞれの、

かかってる費用っていうのが、分かってれば教え

てもらいたいんですけども。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 はい、委員長。次期道路台帳システムの計画策

定、一番最初の委託なんですが、そちらは、602万

6,400円。次に、道路台帳システム再構築業務が、

元年度と2年度で合わせて5,483万710円。最後に、

基本地形データ再構築及び道路台帳更新業務、こ

ちらは、工事技術検査室所管の基本地形図データ

を含めてになりますが、令和2年から令和5年まで

の契約で、合計が5億600万円。 

（委員長） 

 幾ら。 

（答） 

 5億600万円となっております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後の更新業務委託が、かなり高額になってる

んですけども、3社の共同企業体でやってるってい

うのは、やはりそういう業務が膨大で、煩雑であ

ると、より高度になってという意味合いがある。

これ、まぁ課が違うので、課長が答えられる範囲

で結構ですので、答えていただけたらと思います。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 はい。道路台帳システム、すいません、道路台

帳のデータを更新していく業務、これが3か年分入
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っておりますけれども、これまで、1年分のデータ

更新については、2社に分けて発注しておりました

ので、それを3年分ですので、共同事業体でやる、

というのは一つの理由になるかなというふうに思

っております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 再度すいません。不当要求行為と感じたと、当

初感じたということなんですけども。その理由を

もう一度確認させていただきたいんですが。業者

を外すようにと言われたということと、もう1点は、

私もはっきり書き留めてないんですけども、 

不当要求行為と感じた理由について再度確認をさ

せていただきたいと思います。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 一つは特定の業者を、同席させて、それ以外の

業者を入札から除外するように求められたことが

一つですね。もう一つは、今回はその当時の発注

について、担当者が、既存システムの担当者と何

らかの癒着があったのではないかというふうな発

言に対して、それが全く、いわれのない要求です

ので、不当要求に当たるというふうに感じたと。 

（委員） 

 はい。ありがとうございました。 

（委員長） 

 よろしいか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 次、創政会。 

（問） 

 はい、創政会を代表して質問させていただきま

す。まず、事態の経緯の確認ということで、次期

道路台帳システム計画策定業務について、お伺い

させていただきます。この業務委託という、入札

名称の作業内容について、教えていただけますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 令和3年度で、現システムが期限が切れる形にな

って使用できなくなりますので、それまでに、新

しいシステムを作るに当たりまして、今までの道

路台帳でやってた機能だけではなくって、建設局

内の他業務、例えば工事台帳でありますとか、要

望の管理でございますとか、そういった共通する

業務を一括で行えるような業務にする目的を持っ

て、新しいシステムを作るための、ために、どう

いった仕様が、どういったメーカーのものがある

か、調査した上で、姫路市が一番求める仕様を作

成することを焦点にしておりました。 

（委員長） 

 はい。妻鹿委員。 

（問） 

 はい、委員長。それとですね今、議論されてま

す新規システムと、既存のシステム、これについ

てどう違うのか教えていただきますでしょうか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

 先ほど申しましたように、まず一番最初に、既

存システムでは、システムを構築した事業者に依

存しなければそのシステムの改修とかができない、

もしくはデータの移行とかできないという点をま

ず排除すること。それと建設局内、当初は建設局

外も含めてですけれども、地図システム、地図デ

ータを使ってする共通する業務について、できる

だけ、この一つのシステムの中で、機能・運用で

きるようにいうことを目指しておりました。 

以上です。 

（委員長） 

はい、妻鹿委員。 

（問） 

 はい。委員長。それとですね。例えばですね、

今回、問題になってます、既存システムを使うの

か、新規システムに変わるかもしれないというこ
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とで言った言わないといった議論があるんですけ

ども。この時点で言えば、例えば、新規システム

になるということでいいんでしょうか。その議論

をしてること自体がちょっとおかしいんですけど

も。今、課長が言われるようであれば新規システ

ムに移るということでよろしいんでしょうか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

その時点では、先ほど私が申し上げたとおりで、

直接、担当職員にその内容を尋ねられてもお答え

できない内容ですので、当初からその目的だった

のかという質問でしたら、そうですというふうに

お答えします。 

（委員長） 

 はい。妻鹿委員。 

（問） 

 例えばですね、新規システムと既存システムの

違いをご説明いただいたんですけども。やはりこ

れ、入札するに当たってですね、この予算的な部

分を新規システムで入札されるのと、既存システ

ムで入札されるのでは違いがあると思いますが、

その辺りいかがでしょうか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい、違いはあると思いますが、コストに見合

ったものを作ることを目標としておりました。 

（問） 

 はい。委員長。それではですね、予算があると

いうことは、当初からもう新規であったというこ

とで、よろしいでしょうか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（証人） 

 新規であったということは…。 

（委員長） 

 質問者、もう少し具体的に。 

（問） 

 はい。システムについてですね、既存のシステ

ムを使われるのか、また新規のシステムを使われ

るのかということで、まぁ、松岡議員と担当職員

が議論されてるわけでございますけども、今回、

新しく入札する中で、そのシステムを既存のまま

使われるのか、それとも新しく変えて新規のシス

テムに変えていくのかというところでございます。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 新しいシステムに、全く変えていく予定で予算

要求をしております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 それでは先ほどもちょっと局長のほうで質問さ

せていただいたんですけども。今回、入札につい

て、仕様書に書いてなかったので、事前に確認さ

れた際、既存システムの拡張だというお話を担当

者から聞いてると。話をしたところ、担当者は、

ここで言った言わなかったという議論する気はな

いのでと返答し、既存システムを使うかもしれな

いし、既存システムに変わるかもしれないという

内容だと、話をはぐらかしており、明確に言って

いませんと、返答していないのですが、担当者が

その当時、本当に言っていなかったのかどうか、

担当者にきちんと確認されたのか、お聞かせくだ

さい。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 確認いたしました。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 以上です。 

（委員長） 

 はい、分かりました。次、自民党無所属。 

（委員） 
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 はい。 

（委員長） 

 はい、宮本委員。 

（問） 

 ちょっと聞きたいんやけどね。午前中、松岡議

員に確認したんやけども、こういった松岡議員が

物を要求するときの言動、行為、我々が見たら恫

喝にも触れるようなね、行為について、普通やと

いう認識を持っておられたんでね。 

 私としては、ではこういったことが、通常、普

通に松岡議員にとっては、普通の行為としてやら

れてるんかなというふうには感じたんやけど。こ

の事案についての、道路の事案についての、議員

が道路総務課へ働きかけた経緯がね、平成28年か

らずっと2年あまり続いとうわけですね。その中で、

こういった今回の不当要求行為とされる内容の言

動があったのか。これまた今回、なんでこれを、

録音しようと考えたのかを教えてください。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 平成28年から、継続してある方につきましては、

私は、平成30年に課長なっておりますので記憶し

ておりません。この件について、初めて松岡議員

と話ししたのが、5月の10日、この今回議案のやつ

しかないになっております。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい、宮本委員。 

（問） 

 だから、なんで松岡議員の言動を、録音しよう

とされたんか。だから、こんなことばっかりされ

るから、記録として残そうかというようなことだ

ったのかなと推察されるからその辺を確認したい

んです。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（証人） 

 私が、これは録音していたものではございませ

ん。誰が録音したのか。 

（委員長） 

 それは、名前は結構です。 

（答） 

 違う職員が録音しておりました。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 私からしたらね、録音するというとこは、また

同じように、いつもと同じような威圧的な態度で

恫喝に似た形で、また長時間にわたって、いろん

なことを要求されるんやなぁと、ある程度自分の

満足するような答えが得られるまでは、ねちねち

と、執拗にいろんなことを言うてる来るんだろう

なということで、録音されたかなというふうには

推察するんですけども、課長は、それについては、

分からないということで。そしたら結構です。 

（委員長） 

 はい、分かりました。次、共産党、はい、谷川

委員。 

（問） 

 この平成30年度の次期道路台帳システムの5月

15日のところでですね、関係者9人が呼ばれてるん

ですけども、主には道路総務課の話ですよね。で、

まぁ、契約課も関係するのかなと思うんですも。

ここへ、人事課長とか倫理課長は、なぜ呼ばれた

のか、説明できたらしていただきたい。 

（委員長） 

 はい。 

（証人） 

 推測でも構わないでしょうか。 

（委員長） 

 推測ならいいです。はい、谷川委員。 

（問） 

 そしたら、この経緯書なんですけども。基本地

形図データ再構築及び道路台帳更新業務の、で、

結局この3社共同体が契約をしてるんですけども、

それまでは1社ずつだったんですけども、これ、な

ぜ3社で共同体で、共同体を組んだのか、説明いた
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だけますか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 当初基本地形図データ再構築と道路台帳の更新

業務は、別々に発注するものと承知しておりまし

たが、経費面で有利だということと、基本地形図

と道路台帳は非常に地図データを取り扱う非常に

密接した業務で、共同でやったほうが効率がいい

ということで途中でなっておりますので。 

 ですので、共同企業体にしたのはその時点では

もう決まっておりましたので、私の業務のほうで

は承知しておりません。 

（委員長） 

 はい、谷川委員。はい、どうぞ。 

（問） 

 当初、担当職員が不当要求行為で、結果的には

おそれになってしまったわけですけども。どこに、

それは問題がありましたか。そのひっくり返る過

程での問題点。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 ひっくり返ったことについては、先ほど述べま

したように、市会議員と市職員との関係性の中か

ら直ちに判断できるような場合でないと、軋轢を

残すことになったことを理由としておそれとして

おります。今後、市議会と行政とを、との円滑な

行政運営をしていく上では、致し方ないことだと

いうふうに思って判断しております。それが問題

であったとすれば、その当時は最良の判断だと思

っておりますので、問題であったという指摘につ

きましては、今後反省したいというふうに思いま

す。 

（委員長） 

 はい、谷川委員、結構ですか。次、大西委員。 

（問） 

 経緯なんですけど、平成30年の4月11日に業者か

らの質疑書の提出がされております。4月19日にそ

の質疑書の回答を姫路市のホームページに公開し

てそっから動いてきたと思うんですけど。改ざん

であるという指摘をされて、一部大手しか応募で

きないような条件になってるんでは。それは事実

でしょうか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 事実ではありません。 

（委員長） 

 はい、大西委員。 

（問） 

 では、大手じゃなくても施行できるレベルなん

でしょうか。確認ですが。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 できるというふうに考えております。 

（委員） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい、大西委員。 

（問） 

 改ざんって具体的にあったんですか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 この質疑書の中身が、当初その担当者と業者と

のやり取りのときに、こう話しましたよねという

ところから始まっておりました。通常、質疑書の

場合は、ホームページで当然公開しますように、

すべてのかたが、ご理解できる内容でないと、回

答できません。 

ただ、今回の内容がはっきり覚えておりません

けれども、その、いついつに話した内容という部

分があってもなくても、同じ回答だという形にな

りますので、いたずらに分からない部分を、付け

加えて回答するよりも、本来、相手方が知りたい

答えに対してきちんと答えれているというふうに
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判断しましたので、そのいついつというところの

部分は削除しておりますので、それは改ざんに当

たらないというふうに考えております。 

（委員） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 その業者は、一番下の8月26日の契約のＪＶです

か。 

（委員長） 

 大西委員、どういうことですか。 

（委員） 

 一番下の下、8月、令和2年8月26日に契約されて

ると思うんですけど。それが、3社のＪＶになって

るんです。この業者ってのはこの3社のうち、1社

かどうか。 

（委員長） 

 その質問はこの前の秘密事項等のそっからの議

論に当たるので、控えてください。 

（委員） 

 以上です。 

（委員長） 

 以上で、土井強氏に対する尋問は・・・ごめん

なさい。牧野委員どうぞ。 

（問） 

 すみません。もう時間もあれなんで。先ほどか

らの平成28年から、前任者の時代から、この道路

基本台帳の絡みの要望があったということが、こ

の経緯からも分かるんですが、先ほど証人が言わ

れました、前任者の記録の中には、通常の要望な

のか、不当要求に近いとか、強い要望なのか、っ

ていうのはどういうふうに認識されてますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 その場におりませんでしたので、お答えは控え

ます。分かりません。 

（委員長） 

 はい。牧野委員。 

（問） 

 先ほどの回答からは、私個人的には、強い要望

があったのかなと理解するんですが、というのも、

松岡議員本人が、音声データの反訳書の中で、「3

年前と一緒やいうふうになったときにな、わしご

めん、建設局にちょっとおちょくられとるんかな

と思う、思うわ。」という言葉が出てくるんです

ね。 

 振り返って、この平成28年のときから、要望を

強くしてたということで、結果的にこの問題にな

ってます30年の5月15日時点で、要望自身が、何ら

改善してないと、いうことが言いたかったんかな

と思うんですが、そういうことで、証人自身もそ

ういうふうに理解されてますか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 はい、私の理解では、3年前と変わらなかったわ

という部分については、今般、ずっと国際航業と

契約を続けてきたのだから外せという主張があっ

た中で、それでも、国際航業が次の更新業務を取

れば、それはおちょくられているというふうに感

じてるというふうな発言だっただろうと理解して

おります。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 この反訳書や音声データを聞かせていただく限

り、証人は毅然とした態度で対応していただいて

ると理解してるんです。で、結果として、先ほど

中川証人のときにお話いただいたことで、証人の

各委員との答弁と確認をさせていただきたいんで

すが、本来、不当要求行為だということを、証人

も認識されて、その旨、局長にも上げられて、局

長自身も、決裁されたというお話の中で、中川証

人自身は、いろいろと相談をしてという言葉を引

用されて、最終的に職員倫理課にご相談をされた

と。そのときに、審査会の開催も提案をされたと、 
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いう旨のことを言われたんですが、若干、証人の

証言と私の国語力がないのかですけど、食い違う

ところもあるのかなというのが、審査会自身の開

催を提案されたんであれば、もともと不当要求と

決裁されておられたら、当然その流れに判断し難

いということで、流れとしてそちらへ行くのが本

来なのかなと思うんですけど、いろいろとややこ

しいかなということで、無理になってしまったん

ですか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 先ほど来、申し上げてる理由で、おそれにする

のは致し方ないというふうに思っておりましたが、

局長に対しては、そういった結論にするのであれ

ば、それは倫理審査会にかけるのとワンセットだ

というふうに進言はしておりました。 

（委員） 

 最後１点だけ。 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

（問） 

 先ほどから皆さん令和2年の8月5日の基本地形

図データの再構築及び道路台帳更新業務のこのプ

ロポーザル、この件を質問されてるんですけども、

道路総務が本来担当しておられたのが、財政のほ

うに行かれて、工事検査室の方が担当してるよう

にも、聞いてるんですけども、先ほど来から、本

来でしたら、今までは単年度で、2社、分けて2社

で発注されておられたのが、結果として3年の契約

で、という条件も変えられたということで、それ

とコスト面も考えられた結果、あくまでそれは課

長の想像の話ですけども。共同企業体を条件とし

ていう話だったんですけども、逆に言うと、この

条件にすることによって、共同企業体で成り立つ

ような仕組みに変えられたということも考えれる

んですが、その点はどう感想、感想言うたら…、

判断されてますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 先ほど委員がおっしゃられたような発想につい

ては私のほうはそのように感じたことはございま

せん。 

（委員長） 

 以上で、土井強氏に対する尋問は終了しました。

土井証人には長時間ありがとうございました。そ

れではご退席ください。 

証人尋問（土井強氏）終了証人尋問（土井強氏）終了証人尋問（土井強氏）終了証人尋問（土井強氏）終了                        １４時５２分１４時５２分１４時５２分１４時５２分    

 

［ 土井強氏退室 ］ 

 

（委員長） 

 ここで休憩を取るんじゃなくて、原田証人をし

てから、一度休憩を取りますので、もう1人行きた

いと思います。 

 それでは、原田学氏を証人席に案内します。事

務局。 

 

 [ 事務局職員の案内で原田学氏が入室、証人席

に着席 ] 

 

証人尋問（原田学氏）証人尋問（原田学氏）証人尋問（原田学氏）証人尋問（原田学氏）                            １４時５３分１４時５３分１４時５３分１４時５３分    

（委員長） 

 ただいまから本件について、原田学氏から証言

を求めることにします。 

 なお、原田証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますので、ご了承願

います。 

 原田証人におかれましては、お忙しいところご

出席くださいまして、ありがとうございます。本

委員会の調査のために、ご協力のほどお願いしま

す。 

 証言を求める前に証人に申し上げます。 

 証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 
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 これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合にはこれ

を拒むことができることになっています。 

 すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人または

証人の後見を受ける者が、刑事訴追を受け、また

は有罪判決を受けるおそれのある事項に関すると

き、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関

するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品

販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公

証人、宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、

もしくはこれらの職にあったものが、その職務上

知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受

けるとき、及び技術または職業の秘密に関する事

項について尋問を受けるとき。以上の場合には、

証人は証言を拒むことができます。 

 これらに該当するときは、その旨、お申し出を

願います。 

 それ以外には、証言を拒むことはできません。 

 もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰

金に処せられることになっています。 

 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

 この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことがで

きます。 

 それ以外には宣誓を拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたと

きは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられること

になっています。 

 一応、以上のことをご承知になっていただきた

いと思います。 

 今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は一旦ここまでとなります。マスコミ関係

の方は、テレビカメラの撮影を中止してください。

それでは、法律の定めるところによって、証人に

宣誓を求めます。 

全員ご起立を願います。 

 

[ 全員起立 ] 

 

（委員長） 

宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

 はい。宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、

何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓

います。 

（委員長） 

 日付。 

（証人） 

 令和3年1月21日、原田学。 

（委員長） 

 出席者全員着席お願いします。 

 

[ 全員着席 ] 

 

（委員長） 

それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 

これから、証言を求めることになりますが、証

言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、

発言の際にはその都度、委員長の許可を得てされ

るようお願いします。 

 なお、こちらから質問してるときは、おかけに

なっていてよろしいですが、お答えの際はご起立

を願います。 

 また委員各位に申し上げます。 

 委員の発言については、証人の人権に留意され

るよう要望します。 

 これより原田証人から証言を求めます。 

 最初に委員長から所要の事項をさせてから、次

に各委員からご発言願うことにします。 
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 まず、あなたは原田学氏ですか。 

（答） 

 委員長。はい。原田学です。 

（委員長） 

現在の本市における所属と身分をお述べくださ

い。 

（答） 

 はい。委員長。総務局総務部部長の原田学でご

ざいます。 

（委員長） 

 では質問をいたします。次期道路台帳システム

に関する業務確認です。音声データでは、松岡議

員の発言で、「国交省へ行って聞いてくるがな、

課長、国際航業と違うところをやらしてみいや。」、

「今までようけ儲けてきた。1回ぐらい休んでもう

たらええとちゃうの。あかんの？」、「ちょっと

今までの人、１回休んでね。」とあります。これ

は当時契約課長であった、あなたも聞いてるわけ

ですが、何点か確認します。まず一つ目。このよ

うな働きかけは、契約とも別件で受けることもあ

るかもしれませんが、職員倫理条例以外で何らか

の対策、対応策はあったのですか。 

（答） 

 はい。委員長。今回の件につきましては、道路

総務課と一緒に入ったわけですけれども、その後、

特に国際航業の不利になるようなことっていうの

は、道路総務課のほうではしていないというふう

に確認しておりましたので、対応等はしておりま

せん。 

 以上です。 

（委員長） 

 本件に関して、別の日に松岡議員から特定の業

者を外すよう契約課が要望を受けたことはありま

せんか。 

（答） 

 はい。私の記憶の中ではございません。 

（委員長） 

 次。具体的な案件や内容については調査項目か

ら外れるから聞きませんが、松岡議員から、本件

のように特定の業者を外すことや逆に特定の業者

を入札に参加させるような働きかけを契約課とし

て受けたことや、他部署から相談を受けたことは

ありますか。 

（答） 

 はい。委員長。私、29年、30年度と契約課長を

行っておりまして、その間には議員から、松岡議

員からの要望等はございませんでした。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい、分かりました。それでは、引き続きまし

て原田証人に対して尋問されたい方はいらっしゃ

いますか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 市民クラブを代表して質問させていただきます。

5月15日の事案について、同席されていたというと

ころで、直接は道路総務課が話をされている中で、

横に同席される中で、いろいろな助言、というか

姫路市の立場とか、いろんなことは話に乗られて

るっていうところではあったんですけども、その

場の雰囲気について確認させていただきます。 

 ほか同席されていた方にも確認させていただい

ておるんですけれども、道路総務課と業者、同席

された業者の技術的な話し合いで仕様の確認をし

ておりましたが、松岡議員は様々な表現を用いて

威圧的な言動を行い、特定業者を外す働きかけを

しているように、しておりましたが、間違いはあ

りませんか。同席した立場でどのように感じまし

たか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（証人） 

 感じたことを、お答えするという…。 

（委員） 

 はい、それでよろしいです。 
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（証人） 

 実は私、契約課長として、その時間に間に合っ

ておりませんので、途中から入っております。そ

の中での発言でよろしいんでしょうか。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

 はい。 

（答） 

 そのために、契約課の係長2名が先に室内に入っ

ておりまして、別の会議で呼ばれましたので遅れ

て入ったわけです。で、当初は、私の感じでは確

かに業者を、特定の業者を外せとおっしゃってる

んですけども、不当な要望っていうふうには要望

はされてるんですけども、感じ方としましてはそ

こまできつい感じ方はしておりません。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 反訳書で読むところで、契約課長の話しされて

る部分が載っておるんですけど、いや、ここは途

中までは出席されていないというところで、出席

された段階で、その打ち合わせに発言されてると

いうことでよろしいですか。 

（委員長） 

 はい。原田証人。 

（答） 

 反訳書いいますか、録音テープも、録音も聞か

れたと思うんですけども、録音と同時ぐらいに私

入っておりますので、反訳書はほぼほぼ私は入っ

ておりますので、少し、10分かそれぐらいは反訳

書も録音も入ってないというふうに認識しており

ます。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 それでは反訳書に基づいてのところになるんで

すけれども、証人も100分間ぐらいその場に在席さ

れてるかと思うんですけれども、松岡議員が仕様

書、仕様についての確認に注力した発言をしてい

れば、もう少し早く短い時間でその会議を終わる

ことが、散会することができたと考えるんですが、

その同席していた中で、証人はどのように感じま

したか。 

（答） 

 確かに時間は長いというふうに感じました。業

者さんもおられるので、長い時間をかけて話をさ

れてるのかなあというような感じでした。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。常盤委員。 

（問） 

 最後になります。この打ち合わせの中で、松岡

議員は威圧的な言動に加えて、言葉として公正取

引委員会や検察や警察、建設委員会、市議会議長、

国土交通省などという団体の名前を使って担当者

や建設局の職員に不利益を及ぼされるのではと印

象づけようとしているように思われます。担当者

や建設局の職員はこのような言葉を聞いて影響を

受けずに進めることができると、そのときは感じ

ましたか。 

（委員長） 

 証人。 

（答） 

 先ほどの証人、土井課長が、しっかりとこれは

広げていきますっていう、業者を入れますってい

うことをそのときも申し上げておりましたので、

そこまで考えてる、影響があるというふうには思

っておりませんでした。 

 以上でございます。 

（委員長） 

 はい。次、公明党。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい。 
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（問） 

 ちょっとさっきの確認なんですけども、原田部

長、契約課長さんは、録音と同時ぐらいから入っ

たということを言われたと思うんですけれども、

そういうことが、私は100分ほど聞いたけど、それ

前からも議員と話し合いが続いていたということ

でよろしいんでしょうか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

先ほど申しましたが、係長2名が先に入っていて

もらいましたので、最近聞いたんですけど、10分

程度早く入っていたというふうには聞いておりま

す。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。いいですか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 次、東影委員。 

（問） 

 「国際航業の違うところやらしてみいや。」と

か、「１回休んでね。」という言葉は、課長とし

ても聞いておられるんですけども、契約課の課長

として、別に答える必要ないと思うけど、どうい

うふうに答えられましたか。 

（原田証人） 

 委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 あの、不公平だというふうに答えたはずなんで

すけども、不当な要望というふうには思っており

ます。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

今回この同席の業者とはこれ以外に時間とか場

所を違えて会ったことありますか。 

（証人） 

 委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 私はございません。 

（委員長） 

 東影委員。 

（委員） 

 結構です。 

（委員長） 

 次、創政会。ないですか。次、宮本さん、ない

ですか。共産党。はい、谷川委員。 

（問） 

 平成30年5月15日の反訳書のですね、14ページの

ところで、上の段のところで、担当者のですね、

担当者と書いてあるけど、「今言えるのは多分も

うそこまで。」って言ってて、その次に契約課長

は、「ああ、なので業者数等を今言えというのは

当然の話で言えないないという状況は間違いな

い」と出ているふうに言われているんですけども、

この意味を説明していただけますか。 

 何を、前の人はもう言えるのはここまで、多分

もうそこまでって言ってるのに、契約課、その当

時の原田課長、この契約課長ってのは原田契約課

長のことだと思うんですけども、その前の担当者

とそれから、この当時契約課長のその話の経緯、

何について、前の担当者は、「今言えるのは多分

そこまで」って言ってるけど、そうじゃないみた

いな言い方してますよね。 

（委員長） 

 それは、松岡議員が言うたこと。 

（委員） 

 いや、担当って書いてある。14ページの一番上。 

（委員） 

 参加業者も言えないと。言えないと言ったこと

を、それに間違いないという意味…。 
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（答） 

 はい、委員長。今、プロポーザルで、一般競争

入札もそうなんですけども、途中の、今この状態

というのは途中ですので、途中で参加業者の名前

も言うべきではないということを言ってるという

ことです。 

（問） 

 そしたら反訳が間違いなんですか。今言えない

というのは、今言えというのは当然の話ってなっ

てるんですけど。テープ起こし。言えというのは

当然の話で。 

（証人） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 間違ってません。言えないというのは当然で、

そういうことを言ったと思っております。 

 以上です。 

（問） 

 分かりました。じゃぁ、もう１点。34ページの

ところで、この下の段で、契約課長が、「頑張っ

てとってくださいと言っておいてくださいよ、頑

張ってくださいよ、ほんまに。僕らだって、それ、

確かに他の地域にも入ってしますけど、それは地

元がいいに決まってますやん。」と言われてるん

ですけど、この真意は何ですか。 

（証人） 

 委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 松岡議員が、地元で地元の業者を、に工事をや

らせたいんやっていうようなことをおっしゃられ

てたんです。ただ、入札につきましては指名につ

いても一般についても、指名業者で指名競争入札

ですと、10社ですとか7社ですとかっていうふうに

数を決めて、額によって数を決めて入札を執行し

ておりますので、その地元にその業者数が足らな

ければ、ほかの地区を含めて指名しますっていう

ことを申し上げてて。 

 ただ、そうなると、他の地区の人が落札してそ

この地元の工事をやるので、それがいかがかなあ

というふうにおっしゃられたんで、それは我々も

そうで、地元の方が落札していただいたほうがい

いんです、ていうことを申し上げたということで

す。 

 以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 なぜ地元の業者がいいんですか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 地元の業者は、地理的にもありますし、まぁ、

住民の方々への説明もしっかりできるというふう

に思ってそういうような発言をしております。以

上です。 

（委員長） 

 はい。谷川委員。 

（問） 

 地元じゃない他の地域の業者は地元に対してき

ちんと説明できないんですか。 

（証人） 

 委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（証人） 

 この案件とは少し違うかなと思うんですけど、

お答えした方がよろしいんですか。 

（委員長） 

 この案件に関してのみ答えてください。 

（答） 

この案件は、地元は全然関係ありませんので、

ちょっと違うかなというふうに思います。 

（委員長） 

 一般論として話したということでしょ。 
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（証人） 

 そうです。ここで一般論の、もう話が終わって

まして、そのときの話なので…。 

（委員長） 

 では谷川さん、この質問を取りやめてください。 

（問） 

 はい。これも確認ですけども、国際航業外せと

いう松岡議員の要求に対しては、不当な要求だと

思ったということでいいんですね。 

（証人） 

 委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 先ほど申し上げましたけども、不公平だという

ことも記録の中に残っておるんですけども、不当

というふうには考えてます。以上です。 

（委員長） 

 次、大西委員。 

（委員） 

 特にありません。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 はい、すいません。2点だけ。一つが、反訳書の

15ページの、「白浜の土壌改良でもいいように1億

3千万国際航業に設計とられてえて。わしがヤーヤ

ー言うたさかいにいうてやっと、業務委託にして

くれたけど」という内容も課長自身も契約課長と

して聞かれてるんですけども、この辺はどういう

ふうに思われましたか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 その当時、何をおっしゃてるのかっていうのは

ちょっと分からなかったっていうのが本音でござ

います。以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 委託業務にしてくれたけど、ということは、委

託業務を要望したんやと理解できるんです。委託

業務をすることによって何かメリットはあります

かね。 

（委員長） 

 ちょっと、もうちょっと、具体的に言うてあげ

な答えられへんのと違いますか。 

（問） 

 というのが、ここの要望事項で、「ヤーヤー言

うて、やっとこの委託業務にしてくれた」という

表現になってるんですね。いうことは、本来であ

れば請負か何かになっていうのが通常なのかなと

思うんですけど、委託業務にするために何らかの

メリットがあると思うんすけど、契約課として、

委託業務になることによって何らかメリットがあ

るというのはどういうことを考えますか。 

（証人） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 業務委託、もしくはその姫路市では業務委託、

もしくは工事もしくは物品購入というような区分

を、姫路市として区分分けをしております。 

 その中で、工事になりますと、工事や製造の請

負というのは市議会に諮ったりというようなこと

で、契約に時間がかかったりしますっていうよう

なことがあると。それが不利かどうか、これが委

託したほうがいいかっていうのは、それはちょっ

と違うのかなというふうに契約課としては思って

います。 

（委員長） 

 はい。牧野委員。 

（問） 

 仮にこの内容で増額があったときに、請負でし

たら当然表に出てくるんでしょうけど、委託の場

合は…。 

（委員長） 
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 牧野議員、仮定の話は駄目。 

（問） 

 分かりました。そしたら続けます、2問目。この

反訳書の中で、先ほど証人が回答された委員長の

総括質疑の中で回答されたことを再度確認したい

んですけども。 

 「白浜の小さな工事やったら、課長にいやそれ

やったらあきません。これやったら5社とってくだ

さい、8社とってください。この範囲で、大塩のほ

うから入ってくるわけやんか、現実。な、どない

かならんかといつも怒られて、地域の人に。わし

らが」っていうくだりがあるんですけど、実際に

契約課長として2年間おられたというお話で、その

間は一切そういうことについて承知してないとい

うお話だったんですけども、それは課長として直

接そういう働きかけを受けたことはないという理

解でよろしいんですか。 

（証人） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい、そうです。 

（委員） 

 分かりました。 

（委員長） 

 以上で、原田学氏に対する尋問は終了しました。

原田証人には長時間ありがとうございました。そ

れではご退席ください。 

証人尋問（原田学氏）終了証人尋問（原田学氏）終了証人尋問（原田学氏）終了証人尋問（原田学氏）終了                        １５時１５分１５時１５分１５時１５分１５時１５分    

 

［ 原田学氏退室 ］ 

 

（委員長） 

 委員の皆さんにちょっとご相談します。あと5人

残っているんですけども、取りあえず少し休憩し

て、始めたいと思いますが、3時半から再開をいた

しますので、よろしくお願いします。休憩します。 

休憩休憩休憩休憩                                                        １５時１７分１５時１７分１５時１７分１５時１７分                                        

    

再開再開再開再開                                                        １５時３０分１５時３０分１５時３０分１５時３０分    

（委員長） 

 それでは、委員会を再開いたします。 

 それでは、続いて森貴之氏を、証人席に案内し

ます。事務局。 

    

[ 事務局職員の案内で森貴之氏が入室、証人席に

着席 ] 

 

証人尋問（森貴之氏）証人尋問（森貴之氏）証人尋問（森貴之氏）証人尋問（森貴之氏）                            １５時３０分１５時３０分１５時３０分１５時３０分    

（委員長） 

 ただいまから本件について、森貴之氏から証言

を求めることにします。 

 なお、森証人が証言を行うに当たり、メモ等を

持参することを許可していますので、ご了承願い

ます。 

 森証人におかれましては、お忙しいところご出

席くださいましてありがとうございます。本委員

会の調査のために、ご協力のほどお願いします。 

 証言を求める前に、証人に申し上げます。 

 証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 

 これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

 すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは、証人とこれ

らの親族関係にあった者、及び証人の後見人、ま

たは証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、ま

たは有罪判決を受けるおそれのある事項に関する

とき、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に

関するとき、及び、医師、歯科医師、薬剤師、医

薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、

公証人、宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある

者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務

上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を
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受けるとき、及び技術または職業の秘密に関する

事項について尋問を受ける時。 

以上の場合には、証人は証言を拒むことができ

ます。これに該当するときは、その旨お申し出を

願います。 

 それ以外には証言を拒むことはできません。 

 もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰

金に処せられることになっています。 

 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

 この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは、証人とこれらの親

族関係にあった者、及び証人の後見人または証人

の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項に

つき、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことが

できます。 

 それ以外には宣誓を拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたと

きは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられること

になっています。 

 一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

 今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方は、テレビカメラの撮影を中止してくださ

い。 

 それでは、法律の定めるところによって証人に

宣誓を求めます。 

 全員ご起立を願います。 

 

[ 全員起立 ] 

 

（委員長） 

 宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

はい。宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、

何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓

います。令和3年、2021年1月21日、森貴之。 

（委員長） 

 ご着席を願います。 

 

[ 全員着席 ] 

 

（委員長） 

それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 

これから証言を求めることになりますが、証言

は証言を求められた範囲を超えないこと、また発

言の際には、その都度、委員長の許可を得てされ

るようお願いします。 

なお、こちらから質問してるときは、おかけに

なっていてよろしいですが、お答えの際はご起立

を願います。 

 また、委員各位に申し上げます。委員の発言に

ついては、証人の人権に留意されるよう要望しま

す。 

 これより森証人から証言を求めます。 

 最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、

次に各委員からご発言願うことにします。 

 まず、あなたは森貴之氏ですか。 

（答） 

 はい、そうです。 

（委員長） 

 現在の本市における所属と身分をお述べくださ

い。 

（答） 

 都市拠点整備本部手柄山中央公園整備室長でご

ざいます。 

（委員長） 

 では、私のほうから共通事項を質問いたします。 

まず、工事について、この公園フェンスの嵩上

げ工事は、公園緑地課と公園整備課の2つの課が呼

び出されています。本件に係るそれぞれの課の関

係性を説明してください。 

（答） 

 はい。公園の要望につきましては、基本的に公
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園緑地課のほうで受け付けをしております。で、

工事に関しましては、入札等軽工事も含めまして、

工事に関しては公園整備課のほうで実施すること

になっておりますので、当時は両課長とともに面

談に行ったというわけでございます。 

 以上です。 

（委員長） 

 次、不当要求行為等に係る記録票兼報告書につ

いて、6月5日の記録票兼報告書について確認いた

します。まず一つ目。あなたは当日の同席者とし

て、この記録票兼報告書の作成や種別の不当要求

行為のおそれ、判断の決定にも参加していますか。 

（答） 

 はい。参加しております。 

（委員長） 

 あなたが、不当要求行為のおそれが妥当と判断

した理由を教えてください。 

（答） 

 はい。当時、不当要求行為という、その公職者

からの不当要求行為という報告書っていうのがな

かったもんですから、その不当要求行為もしくは

そのおそれというところの線引きが、私どもでは

判断しかねたところがございまして、それを記録

を残す上で、3人協議の上で不当要求行為のおそれ

という形で報告したものでございます。 

（委員長） 

 対応結果が、地元の自治会長の意向を確認した

上で、フェンスの嵩上げを行うことになったとあ

ります。この決定は、他の公園とのバランスも考

慮した上で、担当部内で議論した結果ですか。そ

れとも、松岡議員の圧力に押された結果の判断で

すか。 

（答） 

 はい。フェンスを上げることにつきましては、

周辺の公園とのバランスというのは決してバラン

スの取れたものではないので、本来そういった要

求がなければ上げることはなかったかと思います。 

ただ、組織の中で、こういう要求があったと、

議員から要求を受けたということで、意思決定を

した中で、工事を実施するといたしました。 

以上です。 

（委員長） 

 松岡議員は、補助金の減額をほのめかして要求

を行っています。具体的な事案や内容を聞くこと

は、本委員会での調査事項から逸脱するから聞き

ませんが、松岡議員からこのような言動を伴う要

求がほかにも常態化してありましたか。 

（答） 

 はい。面談を行う中で、要求等聞く中で、そう

いった補助金に関する内容を聞かされることは何

度かございました。 

（委員長） 

 あの、要求はありましたか。 

（答） 

 はい。それをほのめかして、要求という直接的

な内容というのはちょっと記憶にはございません

が、そういった要求の中では、補助金を減らすと

かそういった内容のことは、聞いたことがあるか

とは思います。 

（委員長） 

 次、松岡議員の言動による影響について。一つ

目は、面談の場では机をたたく以外に何か物理的

な暴行等がありましたか。 

（答） 

 特に、机たたく以外には特になかったです。 

（委員長） 

 面談の後、心身の不調を訴えた職員は、あなた

も含めていませんでしたか。 

（答） 

 はい。特になかったと思います。 

（委員長） 

 6月5日の音声データでは、「ワシも東京行って

きて、ようけ金取って来たんや、今回。何回言わ

しよる。おまんらホンマに。来年半分にしてまう

ど。」と、松岡議員から発言があり、音声データ

の補助となる反訳書では、机をたたくような行動

が5回あったようです。その場で対応したあなたと

しては、その時の議員の言葉や口調、顔つきから
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どのような感じを受け取りましたか。 

（答） 

 威圧的な言動であることはまず間違いなかった

かと思います。あと、机たたかれたことについて

は、2回は記憶あるんですが、後の3回につきまし

ては、どういう状況であったか、指先でつついた

のかなんかそんな感じだったかなとは思っており

ます。 

（委員長） 

 松岡議員は補助金関係の発言をされていますが、

要は自分の意向に迎合しないと市の補助金獲得に

尽力しない、市に不利益が生じるぞ、と主張され

てるようです。あなたはこの一連の発言を受けて、

本来すべきではない要求に応じざるを得ないと感

じましたか。 

（答） 

 補助金の減額が原因で要求に応じるというわけ

ではありませんでした。威圧的な言動ということ

で応じざるを得ないというふうに考えたというこ

とでございます。 

（委員長） 

 松岡議員からの要求は、いわゆるパワーハラス

メントであると感じましたか。 

（答） 

 ほぼそうであったと思います。 

（委員長） 

 私からは以上です。引き続きまして、森証人に

対して尋問されたい方はいらっしゃいますか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 はい。市民クラブ代表して質問します。 

 少し、先ほどの委員長からの質問と似たような

ところはあるんですけど、少し見方を変えていき

ますんで、それについてお答えしていただければ

と思います。フェンスの嵩上げっていうところで、

報告書の対応結果には、最終的にはフェンスの嵩

上げを行ったとありました。繰り返しの松岡議員

からの面談要求は、要求に応えざるを得ない状況

に陥りましたか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（証人） 

 繰り返しの要求…。 

（委員長） 

 証人、座ってください。もう一度、詳しくどう

ぞ。 

（問） 

 報告書によりますと、6月5日、1回だけではない、

何度かこういったこの件に関して面談があって要

求を受けてるのではないかなというふうに感じて

おります。 

 そういった中で、あのときもこのときも、そし

て6月5日もという要求が面談することに要求があ

ったってそういう繰り返し、松岡議員と会って要

求を受けることによって、先ほど威圧的なってい

う言葉もありましたけれども、そういった中で要

求に応えなければ終わらないというような、結果

的には応えなければならないっていうような判断

に陥ることになったんですかという質問です。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 私がその意思決定をする上で松岡議員と会った

のは、この6月5日に1回だけでございます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 少し質問を変えます。先ほど総括、委員長から

の質問において、松岡議員からの要求について、

ほかにもあるというような表現が、あったかとい

うような記憶があるというようなことを言われて

おりますが、その要望等に対して面談時の例えば

録音データとかは所有してるんですか。 

（委員長） 

 はい、証人。 
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（証人） 

 それは、今回の件以外の分でということでしょ

うか。 

（委員） 

 はい。そうですね。 

（答） 

 必要と考えた時には録音は録るようにしており

ました。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 先ほど記憶の中で、松岡議員から要求、要望を

受けたときに、本件以外に不当なもの、不当な要

求かもしれないと思うものがありましたか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（証人） 

 本件以外ということをご質問なんですが、これ

についてはお答えしたほうがよろしいんでしょう

か。 

（委員長） 

これに関連して、これらのことに関連してあれ

ばお答えください。 

（答） 

 特定をするわけではないんですが、要求という

ことで言えば、ほかにもあったと思います。 

（委員） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（委員） 

 今、お答えいただいたことについて質問させて

もらっても大丈夫ですか。 

（委員長） 

 あまり逸脱しないように。 

（問） 

 はい。その内容について報告書を作成しました

かということについて。報告書は作成されました

か。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 要望記録という形で作っているものもあるかと

思います。あとは、自治会さんを通じて要望書と

いうのを別途いただきますので、それで終了させ

て、していくものもあると思います。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後、話変えます。承知してる範囲で教えてく

ださい。松岡議員が市に面談要求を行い、現在、

入札に参加受注できるよう働きかけている事案は

ありますか。 

（答） 

 私は記憶はございません。 

（委員長） 

 はい。公明党、どうぞ。 

（問） 

 先ほど委員長からの質問で、フェンスの高さで

すけれども、他の公園とバランスを考慮した結果、

バランスは取れていないということだったんです

けれども、要求があったので、したということで

したけれども、このことによってそれ以降の公園

に対してもそういうフェンスの嵩上げ等の考えて

いくというような形での方向転換はされたんでし

ょうか。 

（委員長） 

 はい、証人 

（答） 

 公園全般について、嵩上げっていうのは一応基

本的には3メートルということで規定をしており

ましたので、この公園、当該公園以外でさらに上

げるということは、これ以後、行ってはいないと

は思います。ただ私は所属が代わっておりますの

で、行っていないと思いますということです。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 
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この公園に対する要望が松岡議員の要望であっ

たから、これが聞けたということでいいんでしょ

うか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 その要因は大きな部分を占めてるとは思います

が、それと一方で地元がボールが飛び出して困っ

ているという事実も実際にはあったかと思います

ので、それを両方を勘案してということになろう

かと思います。 

（委員長） 

 はい。よろしいですか。新生ひめじ。 

（委員） 

 代表して。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 公園のフェンスの嵩上げ工事について、公園緑

地課と公園整備課の2課が出て来ておりますが、他

の公園のフェンスを整備するときは2課で必ず行

くようにしているんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 状況が、いろいろパターンがあるかと思います

が、地元の自治会長さんとかから直接要望いただ

いたりするときは、受けたところが行くケースが

多いんですが、直接、公園整備課が行くときもあ

りますし、要望書を受けた公園緑地課もあります

し、今回のように両方でということもあろうかと

思いますので、それはパターンがいろいろ、それ

ぞれあるかとは思います。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 ただまぁ、工事しなくてもいい工事を威圧的な

言動によってされたわけなんですけども、判例を

作ればまた次につながるということもあるので。 

この、「ワシも東京行って、ようけ金取ってき

たんや。来年半分ほどにしてしまうど。」という

言葉を聞いて、松岡議員はそのような力があると

思いましたか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 そこはちょっと私どもが判断しかねるところな

んですけれども、そういうことよくはおっしゃら

れてたので、実際に東京へ行って、そういう動き

がされてるのかなというところまでの認識でござ

います。現実にそれが実現してるかどうかっての

は、私どもは分かりません。 

（委員長） 

 はい。東影委員。 

（問） 

 例えば、それを信じたとすれば、この工事を進

めなければ、ほかの事業に影響してくるんじゃな

いかなというような思いは持たれましたか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 それは特に私ども思っておりません。 

（委員） 

 はい、いいです。 

（委員長） 

 はい。次、創政会。はい、今里委員。 

（問） 

 今の質問のことに絡んで。フェンスの嵩上げの

ことについて、初めに地元からの要求があったと

いうことと、松岡議員からの両方の要望を勘案し

てとおっしゃったと思うんですけれども、まぁ、

松岡議員の要望がなくても、一応これはする予定

であったのかどうか確認させていただきたい。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 全般的な公園の話として、3メートルで止めると

いうのが基本的な考え方ですので、あとはそれよ
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りやりたいという要望があったとしても、使い方

でもって何とか解決できないでしょうか、という

お話をさせていただいていたかと思います。で、

そのプラスアルファのご要望として、このたびの

案件になっているということでございます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 ということは、プラスアルファが地元にこのよ

うに投げ返したけれども、結果として地元の要望

を優先させたということですか。 

（委員長） 

誘導的な質問はやめるようにしてください。も

う一度質問し直してください。 

（問） 

 地元の要望で建てられたということでよろしい

ですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

どちらかと言えば、その議員からの要求に従っ

て高さを上げることが先行した結果、それをもっ

て地元の意向を確認をしに行ったという流れでご

ざいますので、おそらく地元としては上げること

前提で、「どこすんの」という話からスタートし

てるものだというふうに認識しました。 

（委員長） 

 はい。次、自民党。 

（問） 

 これね、テープいうたら常に録ってるんですか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 必要と思われる時は、持って入るようにはして

おります。 

（委員長） 

 はい。宮本委員。 

（問） 

 今回、松岡議員の要求の時に持って入った、必

要と思った理由は何なんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 やはりそれなりの厳しいご要望をいただくこと

が多いもんですから、後々の会議録等にとどめる

ために、正確な記録を残しておきたいということ

で持って入ってございます。 

（委員） 

 結構です。 

（委員長） 

 はい。共産党。 

（問） 

 先ほどの答弁で、この記録兼報告書なんですけ

ども、6月5日の記録兼報告書、3人で判断して不当

要求のおそれということにしたということなんで

すが、この3人っていうのは、森部長と公園整備課

長と公園緑地課長でよかったんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい、そうです。 

（委員長） 

 はい。谷川さん。 

（問） 

 はい。最終的におそれになったわけですが、こ

の時に3人で決めて、なおかつ職員倫理課では相談

されなかったんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 相談という形ではしておりません。内部で決裁

を上げて、それを職員倫理課に報告したというこ

とでございます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 3人で決めた後、建設局長には上げられなかった

んですか。相談とか当然、上げてると思うんです
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が、その経緯はどうなんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 もちろん、決裁でもって報告はしておりますし、

それを不当要求の行為のおそれということでござ

いますので、職員倫理課のほうにも報告は上げて

おります。 

（委員長） 

 はい。次。大西委員。 

（問） 

 公園部かどうか分かりませんけれど、中川局長

に委員長が質問された時のフェンスの工事の見積

りを2社にさせている。それが関与したかというこ

とで中川局長は関与してなくて、公園整備課であ

ると回答あったんですけれども、これは、部長と

して、お答えいただけるんでしょうか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 結果、軽工事として出しておりますので、課長

権限でやっております。 

（委員） 

 はい、委員長。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 これは2社に限定してる理由というのはなぜで

すか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 先ほども言いました私の権限外ではあるんです

が、報告を聞いたところによりますと、近隣の近

いその登録業者でもって見積り取ってというふう

に聞いております。 

（委員長） 

 はい。大西委員。 

（問） 

 はい。委員長。ずっとずっと2社だけですか。 

1回目やったとき、2回目も、またＲ3年度もまたや

るってことなんですけど。 

（委員長） 

 その質問はまた次の時に質問されたらどうです

か。 

（委員） 

 分かりました。では次確認します。 

（委員長） 

 じゃあ、牧野委員。 

（問） 

 ちょっと整理したいんですけども、当初、雨水

の貯水池って言うんですかね、タンクみたいなも

のを、公園に設置するという工事が前段にあって、

それに伴って高木を全部切ってしまって、フェン

スが1メートルほどのフェンスを3メートルに上げ

たと理解してるんですけども、当初からボールが

飛び込んでくるような苦情は公園に入ってたんで

すか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

それは聞いておりました。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 下水のほう、でその工事をされるに当たって、

フェンスの高さについては、公園のほうの判断と

いうことで協議をされたと思うんですけども、地

元自身は結果として3メートルで納得していただ

いたという理解でよろしいんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 あの、ちょっとこれは私想像になってしまうん

ですけれども、地下貯留施設を復旧する上で、フ

ェンスを高くしたいというご要望いただいてたも

んですから、それについては地元の協議の上で、

下水道の局と合わせて公園も入って協議が整って
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たものと思っております。 

（委員長） 

 はい、牧野委員。 

（問） 

 その後、松岡議員が、被害者というか当事者か

ら要望を受けて、公園に働きかけされてるんだと

思うんですけども、結果的に今の証人のやり取り

を聞いてても、いわゆる不当要求によって上げざ

るを得なくなったというふうにも理解してるんで

すが、そうなってしまうと、私は当初からこれ見

たときに、毅然とした態度で拒否していただけた

らすごく分かりやすかったんですけども、結果的

にこれ受け入れてしまったということで、そうな

ると条例の中身から言うと、職員として、毅然と

した態度でできなかったことについては、どのよ

うに思われてますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 その辺りは、発注の形態も含めて、不適切な部

分があったかと反省はしております。 

（委員長） 

 はい、よろしいですか。以上で、森貴之氏に対

する尋問は終了しました。森証人には長時間あり

がとうございました。それでは、ご退席ください。 

証人尋問（森貴之氏）終了証人尋問（森貴之氏）終了証人尋問（森貴之氏）終了証人尋問（森貴之氏）終了                        １５時５６分１５時５６分１５時５６分１５時５６分    

 

［ 森貴之氏退室 ］ 

 

（委員長） 

 それでは、続いて、柳本秀一氏を証人席に案内

します。事務局。 

 

[ 事務局職員の案内で柳本秀一氏が入室、証人席

に着席 ] 

 

証人尋問（柳本秀一氏）証人尋問（柳本秀一氏）証人尋問（柳本秀一氏）証人尋問（柳本秀一氏）                        １５時５７分１５時５７分１５時５７分１５時５７分    

（委員長） 

 ただいまから、本件について柳本秀一氏から証

言を求めることにします。 

 なお、柳本証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますので、ご了承を

願います。 

 柳本証人におかれましては、お忙しいところご

出席くださいまして、ありがとうございます。本

委員会の調査のために、ご協力のほどお願いいた

します。 

 証言を求める前に証人に申し上げます。 

 証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 

 これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

 すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人または

証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、または

有罪判決を受けるおそれのある事項に関するとき、

またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関する

とき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売

業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、

宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、もし

くはこれらの職にあった者が、その職務上知り得

た事実で黙秘すべきものについて尋問を受けると

き、及び技術または職業の秘密に関する事項につ

いて尋問を受けるとき。 

以上の場合には、証人は証言を拒むことができ

ます。これらに該当するときは、その旨お申し出

を願います。 

 それ以外には証言を拒むことはできません。 

 もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだ

ときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金

に処せられることになっています。 

 さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

 この宣誓についても、次の場合は、これを拒む
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ことができることになっています。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができま

す。 

 それ以外には宣誓を拒むことはできません。 

 なお、宣誓を行った証人が、虚偽の陳述をした

ときは、3か月以上5か年以下の禁錮に処せられる

ことになっています。 

 一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

 今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方は、テレビカメラの撮影を中止してくださ

い。 

 それでは、法律の定めるところによって証人に

宣誓を求めます。 

 全員ご起立を願います。 

 

[ 全員起立 ] 

 

（委員長） 

宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

 はい。宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、

何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓

います。令和3年1月21日、柳本秀一。 

（委員長） 

 ご着席を願います。 

 

[ 全員着席 ] 

 

（委員長） 

それでは、申請書に署名捺印を願います。 

 これから、証言を求めることになりますが、証

言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、

発言の際には、その都度委員長の許可を得てされ

るようお願いします。 

 なお、これから、こちらから質問しているとき

は、おかけになっていてよろしいですが、お答え

の際はご起立を願います。 

 また委員各位に申し上げます。委員の発言につ

いては、証人の人権に留意されるよう要望します。 

 これより柳本証人から証言を求めます。 

 最初に、委員長から所要の事項をお尋ねしてか

ら、次に各委員からご発言願うことにします。 

 まず、あなたは柳本秀一氏ですか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 現在の本市における所属と身分をお述べくださ

い。 

（答） 

 手柄山中央公園整備室主幹でございます。 

（委員長） 

 では、私のほうから、共通事項の質問を行いま

す。 

 まず、公園フェンスの嵩上げ工事の妥当性につ

いてお聞きいたします。 

 職員倫理審査会の答申書には、対象の公園のフ

ェンスは、一番最初の整備では1.2メートルのフェ

ンスだったが、平成28年度に雨水貯留施設を設置

した時の、復旧工事の際、地域からの要望を受け

て、3メートルのフェンスを設置したと記載があり

ます。その上で、さらに高いフェンスの嵩上げを

行ったと思いますが、最終的に何メートルのフェ

ンスの嵩上げを東西南北の面に対して実施したん

ですか。 

（答） 

 最終的には4.5メートル、東西2面を嵩上げして

おります。 

（委員長） 

 平成28年に3メートルフェンスを設置して、僅か

2年でさらに嵩上げを行ったようですが、こういう

ことはほかの公園でも例があるのですか。 

（答） 
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 私の知る限りでは、例はございません。 

（委員長） 

 本件に関して、松岡議員からの呼び出し等の接

触は、職員倫理審査会の答申書では、平成31年3月

6日とありますが、それは最初ですか。それとも、

以前から呼び出しがあり、要望を受け続けていた

のですか。 

（答） 

 本件に関しましては、3月が最初です。 

（委員長） 

 令和元年6月5日付の記録票兼報告書によると、

自治会長の意向を確認して、フェンスの嵩上げを

行ったことになったとあります。しかしながら、

この報告書の平成31年3月6日の記録では、地元で

再度協議してもらうとあります。一つ目、松岡議

員は、3月6日の時点で、市が対応してくれると思

い、他方、市は地元で再度協議してもらうことが

前提と理解していたようにも見受けられます。い

わば双方の理解に、齟齬があったとも感じられま

すが、どちらが正しいのですか。 

（答） 

 私どもは3月6日の日に、議員さんと面会した際

に、地元で公園の使い方を、嵩上げするんではな

くて、公園の使い方をもっと考えてくださいと、

地元でよくお話してくださいと、いうふうにお願

いをいたしました。そういう認識でございます。 

（委員長） 

 はい。地元で、地元と市でこの協議について、

文書でのやり取りを残していますか。 

（答） 

 その時点では残しておりません。え、どの…。 

（委員長） 

 だから、先ほど申し上げた地元でよく相談して

ください、というふうに言われたわけでしょう。

その辺のやりとりが記録に残ってるんですか。 

（答） 

 それは要望記録残ってないかな。たぶん残って

ないと思います。 

（委員長） 

 対応結果欄の、地元の自治会長の意向の自治会

長と地元で再協議の地元との言葉の使い分けの意

味を教えてください。 

（答） 

 地元、あの地域は単一の自治会と全体をまとめ

た自治会長とおられまして、その単一のところを、

地元、自治会というふうに言ってたんだと思いま

す。 

（委員長） 

 この場合、自治会長というのは誰を指してるん

ですか。連合ですか。 

（答） 

 連合といいますか、その全体のですね、地域全

体の、はい。 

（委員長） 

 はい。分かりました。私が事前に調査で、この

公園フェンスの設置改良工事が、令和元年7月と9

月に2回に分けて実施されたことや、工事業者の選

定方法は見積合わせで、見積業者はいずれも同じ

会社2社であること、また工事金額はおよそ1件に

つき128万円程度であることなども判明していま

す。その点を踏まえて確認します。 

 工事を一本でまとめると、入札案件になると思

いますが、工事を分ける必要があったのですか。 

分ける理由があったのであれば、その理由を教え

てください。 

（答） 

 面会した後ですね、早急に現場を施工するとい

う方針になりましたので、入札にかけるとかなり

時間かかってしまいますので、早急にやるという

ことで2本に分けて、一番早い方法で発注をさせて

いただきました。 

（委員長） 

見積書を提出させた業者の選定理由を教えてく

ださい。 

（答） 

 はい。地元の街区公園、地域の公園ですので、

その地域の土木業者2社を選定いたしております。 

（委員長） 
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 この工事の発注の仕方や業者選定等について、

手続や優先順位的に問題はなかったと思いますか。 

（答） 

手続につきましては、地域の地元の会長さんに

確認して必要性を確認した上で発注いたしました

ので問題はなかったとは思っておるんですが、こ

の優先順位と言われますと、他にも要望がたくさ

んある中で優先順位を上げたのは、ちょっと問題

かなとは思っております。 

（委員長） 

 私が先ほど質問した内容で、この工事ですね、

先ほども言いましたように、本来なら入札でしな

くてはいけないものが、意図的に分けて、随意契

約で行うという、そういうやり方は間違っていな

いですか。正しいんですか。 

（答） 

 本来は入札ですべきだとは思います。 

（委員長） 

 それと、業者の選定、見積業者。常に同じ見積

業者が選定されていますけれども、果たしてこの

見積業者は、2社とも市が選んで市がお願いをして

見積りをしたんですか。 

（答） 

 はい。市で選んで、市がお願いしております。 

（委員長） 

 はい。では、先ほどの質問で問題があったとい

う認識でもありますので、このような工事の発注

の仕方ですね、先ほど言ったように、本来入札で

しなくてはいけないのに、2つに分けてですね、分

離して、そして随意契約でやったということです

けれども、これは誰が主導してね、そして誰が最

終的な意向で決定されたんですか。 

（答） 

 当然、上司にも報告といいますか相談はかけて

おりますけども、決裁は決裁権者としては私です

ので、最終判断は私になると思うんです。 

（委員長） 

 決裁権者はあなただということは分かりますけ

れども、例えば、担当のほうから上がってきた内

容なのか、それともあなたが、決裁権者である、

あなたが主導してやったのかどちらですか。 

（答） 

 先ほども申しましたけど、速やかに工事を出す

という意味で、これしか方法がないなというのは

担当とも当然相談してますし、上司とも相談した

上で決定いたしました。 

（委員長） 

 はい。6月5日の音声データでは、松岡議員の発

言で、「ワシも東京行ってきてようけ金取って、

おまんらホンマに、来年半分にしてまうど。じゃ

らじゃら言いよって」、「ほな予定通りせえよ、

もう来年2割しかできへんように話つけたるか

ら。」、「ひとますぐるっと回って囲んで嵩上げ

しとったてくれ、ちゃちゃっと。」とあります。

この、公園フェンス嵩上げは国・県の補助の対象

だったんですか。 

（答） 

 いえ、国・県の補助金は一切入っておりません。

市の単独費でございます。 

（委員長） 

 はい。松岡議員は、補助金の減額をほのめかし

て要求を行っています。具体的な事案や内容を聞

くことは、本委員会での調査事項から逸脱するか

ら聞きませんが、松岡議員から、このような言動

を伴う要求が、他にも常態化してありましたか。 

（証人） 

 ほかの件ですか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 ほかにも、あるのはありました。 

（委員長） 

 次、不当要求行為等に係る記録票兼報告書及び

音声データからの確認です。記録票兼報告書につ

いて確認しますが、職員倫理審査会の答申が出る

までは、本件における種別区分は、不当要求行為

のおそれでした。これは、あなたを含む実際に対

応された職員のみの判断ですか。それとも、決裁
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上位者である部長、局長や人事課等とも協議の上

で決定したんですか。 

（答） 

 この面談は部長も含めて3名で面談しましたの

で、3名でおそれということで、はい、上げており

ます。 

（委員長） 

 あなたは報告者としては、当初から今回の事件

を不当要求のおそれが妥当であると判断していま

したか。 

（答） 

 はい。 

（委員長） 

 不当要求行為のおそれと、あなたが判断した理

由経緯を教えてください。 

（答） 

 あの不当要求行為かどうかという判断がですね、

その時点では私もあまり経験がないもんですから、

ちょっと、分からなかったのでおそれで上げたも

のと思っております。 

（委員長） 

 不当要求行為のおそれが、最終的な判断となっ

たことに対して、ＯＫされたわけでありますけれ

ども、その理由は先ほどあなたが申された、その

当時はそういったことがきちっと判明してなかっ

たという、理由が判明していなかったということ

でいいのですか。 

（答） 

 はい。そのとおりでございます。 

（委員長） 

 はい。分かりました。次、松岡議員の言動によ

る影響について、面談の後、心身の不調を訴えた

職員は、あなたも含めていませんでしたか。 

（答） 

 はい。それはおりません。はい。 

（委員長） 

 6月5日の音声データでは、「ワシも東京行って

きてようけ金取って来たんや今回。何回言わしよ

う。おまんらホンマに、来年半分にしてまうど。」

と松岡議員から発言があり、音声データの補助と

なる反訳書では、机をたたくような言動が5回あっ

たようです。その場で対応したあなたとしては、

その時の議員の言葉や口調、顔つきからどのよう

な感じを受け取りましたか。 

（答） 

 まぁ、かなり激高されてるな、威圧的だなとい

うのは感じておりました。 

（委員長） 

 松岡議員は補助金関係の発言をされていますが、

要は、自分の意向に迎合しないと、市の補助金獲

得に尽力しない。市に不利益が生じるぞと主張さ

れているようです。あなたはこの一連の発言を受

けて、本来すべきでない要求に応じざるを得ない

と感じましたか。 

（答） 

 いえ、そうは感じておりません。 

（委員長） 

 松岡議員からの要求は、いわゆるパワーハラス

メントであると感じましたか。 

（答） 

 はい。それは感じました。 

（委員長） 

 はい、ありがとうございます。では次に、各委

員から尋問をしていただきたいと思います。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 はい、常盤委員。 

（問） 

 市民クラブ代表で質問します。 

 フェンスの嵩上げについて報告書の対応結果、

結果的にはフェンスの嵩上げを行ったとあります。

3月6日が最初で、今回6月5日の2回いうところの松

岡議員からの面談要求によって､その要求に応え

ざるを得ないという状態になったのか、それとも

先ほどお答えの中にあった、本件に関しては3月6

日が最初という表現がありますが、本件に関して

はというところを取ると、それ以外にも、要望を
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している、要望を受けてるというようなところの

その結果的にいろんな状況を鑑みて要求に応えざ

るを得なくなったのか、結局応えざるを得なくな

ったところの本心はどこにあったのか教えていた

だきたい。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

 はい。要求を受けましたけど、議員のおっしゃ

ることを丸々うのみにするんじゃなくて､やっぱ

り地元でですね、どのように思われてるのかを確

認して､地元の意向を確認した上で、これはやらざ

るを得ないなと。かなりボールが飛び出して迷惑

を受けてるというのがありましたんで、それで応

じざるを得ないなということで応じました。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 その件で行きますと、先ほど3メートルのフェン

スから嵩上げというようなところについて、4.5メ

ートルっていうところに対して他の公園では例が

ない､というような答弁、回答もありましたんで、

先ほど3月6日には公園の使い方をお願いしたとい

うようなところで、お願いもされてる中で、そう

いったお願いが、結果的には地元としては応えれ

ないので、公園整備課として応えたということに

なるんですか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 はい。先ほど例がないと申し上げたのは、3メー

トルに上げて、その後、2年ぐらいで4.5に上げた

のは例がないという意味で申し上げました。4.5メ

ートルに上げた公園というのはほかにも例はござ

います。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 すいません。先ほど委員長の質問で、本件の調

査事項から逸脱するっていうところで、あえて質

問をしていた松岡議員からのほかの要求っていう

ことについて、あるのはあったというようなお答

えがありましたけれども、そこについて、不当な

要求かもしれないと思うものはありましたか、お

答えできる範囲で。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。不当要求かどうかと言われますと、そこ

まででもないかなとは思いますけれども。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後です。承知の範囲で、お答えください。松

岡議員が市に面談要求を行い、現在、入札に参加

受注できるように働きかけている事案はあります

か。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 いや、私のところはないです。 

（委員） 

 分かりました。以上です。 

（委員長） 

 公明党。はい。 

（問） 

 確認なんですけども、これは、地元の土木業者

というのは何社ほどあるんですか。 

（答） 

 ちょっと数までは申し訳ないんですけども、ま

ぁ、あの10社、20社はあるとは思います。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 その中で、常にその2社を選ばれてるというのは

何か理由があるのですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 



- 74 - 
 

（答） 

 まぁ、地元の地域の業者さんということで、1社

は公園から割と至近距離にある業者を選んでおり

ます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 普通､公園ではボール遊びはできないようにと

いうことで、看板とか何かそういうのを設置して

るような思いがあるんですけども、この公園に関

してはそういうのは付けてないということでいい

んでしょうか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 私もそれがございましたんで、まず嵩上げする

よりも、地域で使い方を考えてくださいというふ

うに申し上げました。多分、その当時は看板付い

てなかったんじゃないかなと思います。 

（委員長） 

 はい。副委員長。 

（問） 

 今は看板が付いてるということでしょうか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 今は看板を付けてるみたいです。はい。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 今、看板が付いてるならもう嵩上げする必要は

なくなってきてるんではないでしょうか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 ですから、嵩上げする前に、地元で使い方を考

えてくださいというふうにお願いしたんですけど

も、多分、順番が逆になっているのかなと思われ

ます。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 はい。白浜方面はこれからいろんな事業等が計

画されておりますけれども、それ対しての影響等

があるとかそういうのが頭にかすったようなこと

はないんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 この件に関しましてはないですね。 

（委員長） 

 はい。次。新生ひめじ。 

（委員） 

 私、代表して。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 テープ聞かせていただいて、かなり激怒されて

るんですけど、ここまで激怒させた理由はどこに

あると思われますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 やはり思い違いといいますか、私どもはボール

を預けてたつもりでおったんですけども、まぁ、

議員さんはほったらかしにしたというふうに思わ

れたと思うんですね。それで怒られたのかなと思

っております。 

（委員長） 

 はい。東影委員。 

（問） 

 威圧的な言動によって公園フェンスの工事を、

この2年、設置してから2年後にするような例のな

い工事ということやったんですけど、現時点でこ

の工事を行って、あなたの考えはどういうふうに

思っておられますか。 

（委員長） 

 証人。 
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（答） 

 はい。地元地域からはですね、嵩上げしてくだ

さいという要望がございましたので、その目的を

達成したのかなとは思っております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 松岡議員の言うことが実施されたわけですけど

も、議員に対してはどういうふうに思ってますか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 きっちり地元と話をしていただいた上で、地元

から要望書をいただいておれば、できなくはなか

った工事ではないかと思います。普通にできた工

事ではないかと思います。 

（委員） 

 はい、以上です。 

（委員長） 

 はい、創政会。いいんですか。 

（委員） 

 いいです。 

（委員長） 

 はい、宮本委員。 

（委員） 

 特にないです。 

（委員長） 

 はい、共産党。 

（問） 

 はい、1点だけ。私も一般的に公園ではね、ボー

ル遊びっていうか、しないようにっていうのが原

則で、そのまぁ、そういうことからしたら、行政

の公平性という観点からね、今回のことはどうい

うふうに考えられてますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（証人） 

 公平性、嵩上げしたこと・・ですか。 

（委員長） 

 谷川委員、もう一度説明してください。 

（問） 

 私の理解が間違ってたら指摘してもらったらい

いんですけども、先ほども言われたかと思うんで

すが一般的に、特別大きな、ボール遊び、ボール

遊びっていうか、市の一般的な公園で、例えば、

野球をするとかサッカーをするとかね、そのボー

ルが道路に出るとか近隣に飛び出すというような

ことがあるから、そのボール遊びは控えてくださ

いみたいな看板が一般的で、そのために特別ネッ

トを嵩上げっていうか高くするっていうことはな

いのかなと思ったんですけれども、地元から要望

があればそれはするということなんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 はい。やはりお願いベースになるんですけども、

やっぱりまずは使い方を考えてくださいと。それ

でもどうしてもボールが出るということであれば

もう、上げなしょうがないかなというふうに考え

ております。 

（委員） 

 はい、いいです。 

（委員長） 

 大西委員。 

（委員） 

 特にないです。 

（委員長） 

 はい。牧野委員。 

（問） 

 私、昨年末っていうか、この問題が起きたとき

に自分なりに調べて当該公園を確認しに行ったん

です。で、嵩上げ、嵩上げっていう表現があるん

ですけども、3メートルから1.5メートル嵩上げし

たんじゃなくて、新規のフェンスを今あるフェン

スの内側に設置してるいうことです。そういう、

それを確認したんですけども。ちょっとそのニュ

アンスで、皆さんの捉え方がちょっと違うのかな

と思うんで、そこを確認しておきたいんですけど
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も、先ほど4.5メートルにされたということで、こ

れをもって、要望者いうんですかね、要は被害に

遭ってた、ボールが入ってくる、という苦情はも

う抑えたというか、収まったということですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 その後、苦情は私どもは聞いておりません。ま

ぁ、もしかしたら緑地課には入ってるかもしれま

せん。当時のやり方ですけども、議員さんおっし

ゃったように、3メートルのフェンスの中側に支柱

を立てて、1.5メートル出してる、そういう工事で

ございます。はい。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 一方で、先ほどからご説明あったんですけど、

当初3メートルのフェンスで、下水の方に確認をさ

せていただいたら、ざっくりですけども、640～650

万円ぐらいの費用かかってるんかなというお話し

やったんです。結果的に、今、東西も南北もこう

やるような動きになってるんで、もう1,000万を超

えるような工事費がかかってしまってるようにな

ってしまってることに対して、どう思われますか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 それは最初から4.5メートルでしておけば、もう

少し経費は安かったかもしれませんが、下水が機

能復旧でやられたときも、地元と協議した上で3メ

ートルにしたと思うんですね。その後、折角3メー

トルにしたんですけど、その後、ボールが出て被

害が出ているという状況でやむを得ず上げました

ので、仕方なかったのかなとは思っております。 

（委員長） 

 はい。 

（問） 

 最後に、実際現地見に行くと、そんな広い公園

じゃないんです。4.5メートルのフェンスが適当な

のかいうのもちょっと疑問なぐらい、そんなに広

い公園じゃないんですね。ですから、先ほど各委

員からもありましたけど、実際地元が要望すれば、

本来は使い方で、何とか対応していただくのが本

来なのかなと思うんですが、結果的に強い要望が

あったら上げてしまうっていうのを、前例を作っ

てしまったことにもなると思うんですけど、今後

はそういう理解でいいんですか。 

（委員長） 

 はい。証人。 

（答） 

 私どももそれがありましたので、まず使い方を

考えてくださいというふうに、議員に要望してお

りまして、お願いしておりました。ところが、ま

ぁ、今回ですね、このようなことになりまして、

すぐにやる方針ということで、決めてしまいまし

たので、確かにおっしゃる通り前例になりますの

で、私どもとしてはしたくはなかったです。はい。 

（委員） 

 もう1点だけ。 

（問） 

 委員長の方から総括質疑でフェンスの業者さん

の選定のことを質問されたんですけども、この業

者さんについては、松岡議員は承知してたんです

けど、何か相談したとか、場合によっては指示が

あったとかいうことはないんですか。 

（委員長） 

 はい。 

（答） 

 全くそういうことはございません。 

（委員長） 

 いいですか。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 以上で、柳本秀一氏に対する尋問は終了しまし

た。柳本証人には長時間ありがとうございました。

それでは、ご退席ください。 

証人尋問（柳本秀一氏）終了証人尋問（柳本秀一氏）終了証人尋問（柳本秀一氏）終了証人尋問（柳本秀一氏）終了                    １６時２８分１６時２８分１６時２８分１６時２８分    
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［ 柳本秀一氏退室 ］ 

 

（委員長） 

 それでは、続いて、竹田敏朗氏を証人席に案内

します。事務局。 

 

[ 事務局職員の案内で竹田敏朗氏が入室、証人席に

着席 ] 

    

証人尋問（竹田敏朗氏）証人尋問（竹田敏朗氏）証人尋問（竹田敏朗氏）証人尋問（竹田敏朗氏）                            １６時３０分１６時３０分１６時３０分１６時３０分    

（委員長） 

ただいまから、本件について竹田敏朗氏から証

言を求めることにします。 

なお、竹田証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますのでご了承を願

います。 

竹田証人におかれましては、お忙しいところを

ご出席くださいましてありがとうございます。本

委員会の調査のためにご協力のほどお願いいたし

ます。 

証言を求める前に証人に申し上げます。 

証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 

これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人、また

は証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、また

は有罪判決を受けるおそれのある事項に関すると

き、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関

するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品

販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公

証人、宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、

もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知

り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受け

るとき、及び技術または職業の秘密に関する事項

について尋問を受けるとき。 

以上の場合には証人は証言を拒むことができま

す。これらに該当するときは、その旨、お申し出

を願います。 

それ以外には証言を拒むことができません。 

もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒んだ

ときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金

に処せられることになっています。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

 すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができ

ます。 

 それ以外には宣誓を拒むことはできません。 

なお、宣誓を行った証人が、虚偽の陳述をした

ときは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられるこ

とになっています。 

一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方は、テレビカメラの撮影を中止してくださ

い。 

それでは、法律の定めるところによって、証人

に宣誓を求めます。 

全員ご起立を願います。 

 

［ 全員起立 ］ 

 

（委員長） 

 宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 
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 宣誓書、私は、良心に従って真実を述べ、何事

も隠さず、また何事も付け加えないことを誓いま

す。令和3年、2021年1月21日、竹田敏郎。 

（委員長） 

ご着席を願います。 

 

［ 全員着席 ］ 

 

（委員長） 

それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 

これから、証言を求めることになりますが、証

言は証言を求められた範囲を超えないこと、また

発言の際にはその都度、委員長の許可を得てされ

るようお願いします。なお、こちらから質問して

いるときはおかけになっていてよろしいですが、

お答えの際はご起立を願います。 

また、委員各位に申し上げます。委員の発言に

ついては、証人の人権に留意されるよう要望しま

す。 

これより竹田証人から証言を求めます。 

最初に委員長から所要の事項をお尋ねしてから、

次に各委員からご発言願うことにします。 

まず、あなたは竹田敏朗氏ですか。 

（答） 

はい。 

（委員長） 

現在の本市における、所属と身分をお述べくだ

さい。 

（答） 

建設局公園緑地課課長です。 

（委員長） 

私のほうから共通事項の質問を行います。まず

不当要求行為等に係る記録票兼報告書及び音声デ

ータからの確認です。 

6月5日の記録票兼報告書について確認しますが、

職員倫理審査会の答申が出るまでは、本件におけ

る種別区分は不当要求行為のおそれでした。これ

はあなたを含む実際に対応された職員のみの判断

ですか。それとも、決裁上位者である部長、局長

や人事課等との協議の上で決定したものですか。 

（答） 

はい、委員長。姫路市職員の倫理と公正な職務

の確保に関する条例の中にある、社会的相当性を

逸脱した言動というところについて、もともとは

不当要求だと思ってたんですけれども、ここのそ

の社会的相当性を逸脱した言動に100％当たると

までは自信がなかったので、少し抑え気味で、お

それがあるという形で、決裁を作成いたしました。

上司から何かこう、格下げしろみたいな指示は出

ておりません。以上です。 

（委員長） 

あなたは、当日対応者の、当然1人でしたけども、

当初のほうは、その種別は先ほどおっしゃったよ

うに不当要求行為のおそれでした。 

あなたはその判断が妥当であると感じていまし

たか。 

（答） 

はい、委員長。その時点では100％の自信がなか

ったので、おそれがあるというのは妥当な判断だ

と考えています。 

（委員長） 

現時点では。 

（答） 

もともとおそれがあるという形で出して、また、

総務局のほうとかに行く中で、当然音源のデータ

とかも提供しましたので、そこで、いや、これは

不当要求なんじゃないのというような話に発展し

ていく可能性があるのではないかという思いを抱

いていたのは事実です。 

（委員長） 

はい。松岡議員は、補助金の減額をほのめかし

て要求を行っています。具体的な事案や内容を聞

くことは本委員会での調査事項から逸脱するから

聞きませんが、松岡議員からこのような言動を伴

う要求が他にも常態化してありましたか。はい。 

（答） 

はい。私が直接する、関係では1件ありました。 

（委員長） 
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次、松岡議員の言動による影響について。面談

の後、心身の不調を訴えた職員はあなたも含めて

いませんでしたか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

そこまでのことはないと考えています。 

（委員長） 

 はい。6月5日の音声データでは、「ワシも東京

行ってきて、ようけ金とってきたんや、今回。何

回言わしよう。おまんらホンマに。来年半分にし

てまうど」と松岡議員から発言があり、音声デー

タの補助となる反訳書では、机をたたくような行

動が5回あったようです。その場で対応したあなた

としては、その時の議員の言葉や口調、顔つきか

ら、どのような感じを受け取りましたか。はい。 

（答） 

明確にもうちょっとその机を何回たたいたとか

までは覚えてないんですけれども。ちょっとまた、

えらく怒らしてしまって、また、もう言うことは

聞かざるを得ないのかなあというふうには思って

いました。 

（委員長） 

はい。松岡議員は、補助金関係の発言をされて

いますが、要は自分の意向に迎合をしないと市の

補助金獲得に尽力しない、市に不利益が生じるぞ

と主張されているようです。 

あなたはこの一連の発言を受けて、本来すべき

でない要求に応じざるを得ないと感じましたか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

我々のところで抵抗したとして、国の補助金が

本当に下げられるというようなことになると、市

全体に影響してしまうのかなと。補助基本額とか

が大きいもんですから。それの何パーセントが上

がったとか下がったという話になると、とてもよ

その部局とかに迷惑をかけるんじゃないかと思い

ました。 

ただその、フェンスを上げること自体は、違法

でも何でもないので、要望で話し合いの結果、ほ

かの公園でも上げてるところはありますので、直

ちにその、どちらかというと今回不当要求かもし

れないというのはその、ちょっと記憶が明確では

ないんですが机をたたいたとか大きな声を出した

とか、そういうふうなことを持ちかけて、自分の

思うほうに、進められていったというのが、不当

要求だという判断をして、不当要求のおそれあり

というふうに、記しました。以上です。 

（委員長） 

はい。最後になりますけれども、松岡議員から

の要求は、いわゆるパワーハラスメントであると

感じましたか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

市職員と、議員の皆様との立場の関係上からは、

パワーハラスメントの一種ではないかというふう

には感じました。 

（委員長） 

はい、ありがとうございます。それでは続いて、

他の委員から質問を、尋問を受けたいと思います。 

市民クラブ。 

（問） 

はい。市民クラブを代表して質問します。 

先ほどの委員長からの質問の中で、答えとして

「また言うことを聞かざるを得ないのかなという

にふうに思い」という答えがありました。そこの

背景には何があって、今回、応えることになった

んでしょうか。 

（委員長） 

はい、竹田証人。 
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（答） 

まぁ、通常の要望も含めて、いろんな要望され

てるんですね、木の伐採をしてくれとか、で、ま

あ言うこと、要望の趣旨に沿うようにはしてます

から、また言うことを聞くことになるなというふ

うに感じたということです。すみません、ちょっ

と、質問の答えになってないですか。 

（委員長） 

はい、常盤委員。 

（問） 

今の、先ほど委員長質問に対する答えの中では

「また言うこと聞かざるを得ない」っていうのは、

その要望がある中で、威圧的な、先ほどその部分

については、威圧的な態度だと感じたっていうよ

うなご答弁があったところの、そういったところ

が繰り返しあったということが、また言うことを

聞かざるを得ないっていう言葉になったのかなと

いうふうに解釈して、そこについて、そういった

ことがこれまでもあったのかということについて

聞かせてもらいたい。 

（委員長） 

はい、竹田証人。 

（答） 

少なくとも1回はあったと認識しております。 

（委員長） 

はい、常盤委員。 

（問） 

では、今回のフェンスを嵩上げしたということ

については、課長がいつからこの話、3月6日から

か、6月、今回5日の分があるか分からないんです

けれども、結果的に言うと、6月5日の時点の内容

を受けて、フェンスの嵩上げということに至った

ということで、よろしいんですか。それとも少な

くても1件あったということも踏まえて、今回フェ

ンスの嵩上げを行ったということになったのかそ

こについて。 

（委員長） 

はい、竹田証人。 

（答） 

フェンスの嵩上げについては、6月5日のご要望、

お叱りを受けて、上げざるをえないと判断しまし

た。 

（委員長） 

はい、常盤委員。 

（問） 

先ほど1件、常態した要求あったかということに

対して1件あったということについて、確認させて

いただきたいんですけども、その要求は、不当な

要求かもしれないと思ったもんなんですか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

私はそう思いました。 

（委員長） 

はい、常盤委員。 

（問） 

ちょっとフェンスの話、少しだけ掘り下げたい

んで。その内容について、報告書の作成はしまし

たか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

作成いたしました。 

（委員長） 

はい、常盤委員。 

（問） 

よろしいですか。それは、そこはどういった判

断をしたのかということを聞いてもよろしいでし

ょうか。 

（委員長） 

どういうことですかそれは。 

（委員） 

おそれなのか不当要求行為なのか、今回この報

告書でいくと、不当要求行為、不当要求行為のお

それ、その他という中でどんな判断をしたのかと

いうことで聞いてもよろしいですか。 

（委員長） 

答えられる範囲で。はい。 
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（答） 

普通の要望として処理いたしました。 

（委員長） 

はい。 

（委員） 

先ほど、今、この先ほど委員長質問の流れの中

で質問を深堀させていただいておるんですけど、

少しその内容、ずれがあるのではないかなと思う

んですけども。判断として、間違いではなかった

んですかっていうことは、よろしいですか。 

（委員長） 

この質問、その質問はこれ以上することは推定

になるので。 

（委員） 

はい、分かりました。 

（委員長） 

この場ではご遠慮ください。違う場でしてくだ

さい。 

（委員） 

はい、分かりました。 

（問） 

最後、質問させてもらいます。今、公園緑地課

長として、要望を受けつけている部門ではありま

すけれども、松岡議員が公園緑地課に対して、面

談要求を行い、現在、入札に参加受注できるよう

に働きかけている事案はありませんか。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

私はそういうことにはタッチしておりません。 

（委員） 

そうですか。はい。分かりました。以上です。 

（委員長） 

 はい、次、公明党。ありませんか。 

新生ひめじは。 

（委員） 

はい。代表して。 

（委員長） 

はい。萩原さん。 

（問） 

ちょっと、何点かお聞きするんですが、まず不

当要求行為におそれがあるという判断に至った理

由として、フェンスの高さを上げるということも

含まれるということなんですけども、それよりは、

机たたいて大きな声を出したというふうな内容だ

ということを言われたんですが、それでよろしい

ですか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

はい。要望の内容というよりも、要望の仕方の

ことだと考えております。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい、萩原委員。 

（問） 

反訳書を読ませていただいて、竹田課長が立ち

会われた6月5日の件で、もう1件、6月21日の反訳

書もあるんですが、この時は、課長立ち会われて

ないんですけども、そのときにも、異動の要求で

すね、人事異動の要求もされてますが、それにつ

いては、不当要求であるというふうに、現段階で

も構いませんが、考えられるかどうかお聞きした

い。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

直接その場に居合わせたわけではないので、後

から録音テープ聞くなり、話を聞いた上では、不

当要求だと、ではないかと思います。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

萩原委員。 

（問） 

後ほどこれ人事に対しては、課長、局長来られ

るので、その場で確認するべきかもしれませんが、
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公園の、今回の件に関して、関与した人が、これ

の不当要求に応じて異動させられたかどうかは別

にして、異動したと、関与した方が異動したとい

うことはありますか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

これに関与した人間は、異動しております。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

はい。それについては、思いを聞くとよくない

のかもしれませんが、要求によって異動させられ

たと感じられていますか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

私は人事課ではないので、絶対とは言えません

けれども、今回、その職員は一つ昇進していると

いうことと、あと、うちの緑地課での年数がある

程度来てましたので、そんなに違和感はなかった

です。以上です。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい、萩原委員。 

（問） 

今回、不当要求行為のおそれとして、公園のほ

かに道路総務の件が上がってきてるんですけども。

道路総務の件が、年代からいうと、一つ前に出て

ます。これが不当要求行為のおそれになったとい

う事実は知ってたのかどうか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

今回の件も、土井課長と、先ほどここへ来た土

井課長とかとも話をする中で建設局の庶務ですか

ら、うちでもこんなことがあって、うちの案件も

そうじゃないんか、という話をする中で把握した

ということであります。以上です。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい、萩原委員。 

（問） 

ということは今回のそのおそれになった判断の

中では、その総務課、道路総務課の話は影響して

ないというふうに考えてよろしいですか。 

（委員長） 

はい、竹田証人。 

（答） 

はい、委員長。それは影響しておりません。 

（委員長） 

はい。 

（委員） 

はい、結構です。 

（委員長） 

次、創政会は、いいですか。 

（委員） 

はい。大丈夫です。 

（委員長） 

次、宮本さん。はい。 

（問） 

先ほどこれ以外にも、もう1件あると言われまし

たけども、それは録音はされてないんですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい、竹田さん。 

（答） 

それは、録音しておりません。 

（委員） 

結構です。 

（委員長） 

次は、谷川さん。 

（問） 

はい。6月5日の記録兼報告書で、部長、それか

ら公園整備課長、で竹田課長と3人で相談して、不



- 83 - 
 

当要求のおそれにされたということですが、その

時に職員倫理課には相談されてるんですか、され

てないんですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

6月5日の件につきましては我々3人で受けてま

して、その総務局の人は入っておりませんので、

その相談、特にはしておりません。 

（委員長） 

はい、谷川委員。 

（問） 

はい。先ほど自分が直接担当するもので不当要

求的なのが1件あったと。で、だけども、普通の要

望として処理したというふうに言われたんですけ

ども、これもどなたかに相談されて不当要求のお

それとかではなく普通の要望として、されたんで

すか。どういう方、相談されたのか、なぜ、普通

の要望として処理されたのか。 

（委員長） 

はい、竹田証人。 

（答） 

その場で具体的な話をしたのが私1人であった

ことと、あと録音のデータがなかったもんですか

ら、これはちょっと話を上げていったとしても、

証拠がないような話になるのかなと判断しました。

それで、ちょっと、そういう形にしてしまいまし

た。 

（委員長） 

はい、結構ですか。はい、じゃあ、次、大西さ

ん。 

（委員） 

特にないです。 

（委員長） 

牧野委員。 

（委員） 

はい。1点だけ。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

当初は不当要求であると思ったんだけども、

100％そうだという判断ができなかったんでもう

不当要求のおそれという結論を出したように、今、

証人からお聞きしたんですけども、上へ上がって

いく中で、例えば、総務局で不当要求だという結

論を出してくれたらという期待を持っておられた

ように、言われたんですが、結果としてこれ、不

当要求のおそれという結論出てしまったことに対

して、証人はどういう思いになられましたか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

少なくとも2回目のほうにつきましては、ちょっ

と次に入られる総務局長さんとか当時の人事課長

さんもおられるので。上げていっても、もしかし

たらもう、いやあれは不当要求でしょという話に

なるのかなという感じで思っていたと。 

その2回目のほうにつきましては、お二人にも決

裁を持ってますので、お二人はそのまま不当要求

のおそれで承認されたと思います。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

ということは、結果的に証人が関わった件につ

いては、本当は不当要求やとご自身は思われてる

んだけども、その自信がなかったんで不当要求の

おそれやということで、結果も不当要求のおそれ

となってしまったことは、もう残念やったという

思いでよろしいんですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

牧野委員、あんまり誘導のような質問はせんよ

うにお願いします。はいじゃあ。 
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（答） 

いやまあ、そのとおりであります。 

（委員） 

はい、分かりました。 

（委員長） 

よろしいか。 

以上で竹田敏朗氏に対する尋問は終了しました。

竹田証人には長時間ありがとうございました。そ

れではご退席ください。 

証人尋問（竹田敏朗氏）終了証人尋問（竹田敏朗氏）終了証人尋問（竹田敏朗氏）終了証人尋問（竹田敏朗氏）終了                １６時５１分１６時５１分１６時５１分１６時５１分    

 

［ 竹田敏朗氏退席 ］ 

 

（委員長） 

 それでは、続いて、舟引隆文氏を証人として呼

びたいのですが、ここで少し休憩を取ります。 

 ５時再開。 

休憩休憩休憩休憩                                                        １６時５３分１６時５３分１６時５３分１６時５３分    

    

再開再開再開再開                                                        １７時００分１７時００分１７時００分１７時００分    

（委員長） 

それでは、委員会を再開いたします。 

続いて舟引隆文氏を証人席に案内します。事務

局。 

 

[ 事務局職員の案内で舟引隆文氏が入室、証人席に

着席 ] 

 

証人尋問（舟引隆文氏）証人尋問（舟引隆文氏）証人尋問（舟引隆文氏）証人尋問（舟引隆文氏）                        １７時００分１７時００分１７時００分１７時００分    

（委員長） 

ただいまから、本件について舟引隆文氏から証

言を求めることにします。 

なお、舟引証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますのでご了承を願

います。 

舟引証人におかれましては、お忙しいところを

ご出席くださいましてありがとうございます。本

委員会の調査のためにご協力のほど、お願いいた

します。 

証言を求める前に証人に申し上げます。 

証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 

これによって、証人は原則として証言を拒むこ

とはできませんが、次に申し上げる場合には、こ

れを拒むことができることになっています。 

すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人、また

は証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、また

は有罪判決を受けるおそれのある事項に関すると

き、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関

するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品

販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公

証人、宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、

もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知

り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受け

るとき、及び技術または職業の秘密に関する事項

について尋問を受けるとき。 

以上の場合には証人は証言を拒むことができま

す。 

これらに該当するときは、その旨お申し出を願

います。それ以外には証言を拒むことができませ

ん。もしこれらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰

金に処せられることになっています。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができ

ます。 

それ以外には宣誓を拒むことはできません。 
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なお、宣誓を行った証人が、虚偽の陳述をした

ときは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられるこ

とになっています。 

 一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方は、テレビカメラの撮影を中止してくださ

い。 

それでは、法律の定めるところによって、証人

に宣誓を求めます。 

全員ご起立を願います。 

 

［ 全員起立 ］ 

 

（委員長） 

宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

はい。宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、

何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓

います。令和3年、2021年1月21日、舟引隆文。 

（委員長） 

ご着席を願います。 

 

［ 全員着席 ］ 

 

（委員長） 

それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 

これから、証言を求めることになりますが、証

言は証言を求められた範囲を超えないこと、また

発言の際にはその都度、委員長の許可を得てされ

るようお願いします。 

なお、こちらから質問してるときはおかけにな

っていてよろしいですが、お答えの際はご起立を

願います。 

また、委員各位に申し上げます。委員の発言に

ついては、証人の人権に留意されるよう要望しま

す。 

これより舟引証人から証言を求めます。最初に

委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各

委員からご発言願うことにします。 

まず、あなたは舟引隆文氏ですか。 

（答） 

はい。 

（委員長） 

現在の本市における、所属と身分をお述べくだ

さい。 

（答） 

所属は市長公室、防災審議監。身分は理事です。 

（委員長） 

では、私からまず最初に共通事項を質問します。 

松岡議員の言動による影響について。この事案

が発生した当時、あなたは総務局長ですが、幾つ

か確認をいたします。 

まず、職員倫理条例第10条では、職員は、要望

の記録を行った時、その内容を速やかに任命権者

に報告しなければならないとあります。この記録

票兼報告書は、人事課や総務局長にも決裁等が回

ってくるのですか。 

（答） 

はい。この令和元年6月21日の事案でございます

が、私が21日に呼ばれた際までには、まだ報告が

上がってきておりませんでした。 

以上でございます。 

（委員長） 

では、令和元年6月21日の記録票兼報告書等を確

認したのはいつですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

元年の7月1日から私は市長公室長に異動になり

ましたが、それ以降でございます。 

（委員長） 

6月21日の音声データや反訳書によると、「適当

なことを言うて人をあしらいよったら、ワシもと

ことん行くで」、「総務局長、今日は人事課長に
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言うて換えてくれ。秋にそんなできの悪い奴。」、

「アカンのやったら1人ぐらい飛ばしとってえな」

とあります。 

職員倫理審査会の答申書でもこの点は、職員倫

理条例第2条第4号に抵触すると判断されています。 

あなたも同席していたのに、なぜ不当要求行為

に当たると断言、断定されなかったのですか。そ

の理由を教えてください。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

その日は、急に呼ばれまして、どのような案件

なのか、どういう内容、また経過も分からない中

で、探り探り、受け答えするという状況でござい

ました。当日、呼ばれた時に、まずは応接に入っ

た時には、松岡議員はいなくて、建設局長以下建

設局の職員がおりました。 

で、建設局長に何があったのかということを確

認すると、フェンスの嵩上げについて、議員が、

まあ立腹しているということで、それについては

事業として、やらないということなのかと私は確

認しましたら、事業としてやることは局で決まっ

てると、いうことでそのときに松岡議員が入って

来られて、いうことでしたので、まあ、内容も分

からない中、それから怒っていることも分からな

い中ですね、まずは戸惑ってるという状況です。 

それから威圧的な言動については、もちろん、

威圧感は感じました。ですが、地元、議員のおっ

しゃることが、組織上の統制、組織統制上の問題

だということを、おっしゃられたので、それにつ

いては、こちらも慎重にお答えしないといけない

ということで、そういう思いでおりました。 

以上です。 

（委員長） 

面談の結果ですね、体調不良により、有給を取

得したり、休職した職員は、あなたも含めていま

せんでしたか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

その点については、存じ上げておりません。 

（委員長） 

音声データを聞く限りでは、実際その場にいた

あなたとしては、どういう気持ちになりましたか。 

（答） 

はい、委員長。まず最初はですね、何で呼ばれ

たかっていうこと分からなかったので、探り探り

ということでした。 

で、総務局長という立場で言いますと、その場

に建設局の職員、担当者がおりましたが、担当者

にすると、総務局長あるいは人事課長が同席をさ

せられてですね、そういう状況に担当者としては

非常に心理的な負担感があるだろうなということ

を思いましたので、まずは早くこの場を収めてや

らなければという考えでおりました。 

威圧的な言動については、できる限り、平然と

望むというふうに考えておりました。 

以上でございます。 

（委員長） 

先ほども、言及いたしましたけれども、松岡議

員は、「総務局長、今日は人事課長に言うて換え

てくれ。秋にそんなできの悪い奴」と、発言をし

ています。 

そこで、事件当時から現在に至るまで、関係職

員が何人か異動していますが、その人事異動は、

松岡議員の要求による影響があったのですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

職員の異動を求められたときには、私としては、

全く無理な要求だというふうにまず感じました。 

先ほど申し上げたように、この直後の7月1日か
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ら、市長公室長に、異動しておりますので、特に

人事異動の点については、私のほうでは存じ上げ

ておりません。 

（委員長） 

このような人事異動の要求を、松岡議員から

度々受けていましたか。 

（答） 

はい。受けたことはございません。 

（委員長） 

あなたは松岡議員とのやり取りで、「わかりま

した。まずは内部の組織内で、意思疎通取れてな

かったというのはあったと思います。そこは申し

訳ないと思っています。」、「ましてや議員の折

角入っていただいてる分について、きちっと確認

して臨むということは当然やと思います」など、

松岡議員の要求を進んで受け止めている感があり

ます。こうした言葉は真意だったんですか。 

（証人） 

はい。委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

先ほど申し上げましたが、まず、どういう状況

で、総務局が呼ばれているのかということが分か

らない中で、探り探り受け答えしていたという状

況です。その中で、最初に建設局長に確認すると、

これは事業としてもうやるということで局内で決

めている、いうことでありましたので、そうなる

と、説明の部分で、不十分な部分があったのでは

ないか、局として決まってるんであれば、それが

局長から下の担当まで意思疎通ができているべき

ではないかという思いがございましたんで、そう

いう受け答えをいたしました。 

それと、それを先ほども申し上げたように、担

当者の思いを察するに、ここは早く収めようとい

う思いもございました。以上でございます。 

（委員長） 

それでは、松岡議員からの要求、これはいわゆ

る、パワーハラスメントではないと感じていたの

ですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

威圧的な言動については、その威圧感っていう

のは、感じておりました。それから職員の異動に

つきましては、これ全く無理な要求であると、い

うふうに感じました。 

以上でございます。 

（委員長） 

威圧的な態度であると感じていたわけですね。 

要するに当時のあなたの職責上、なぜね、その

場で松岡議員に対して、職員倫理条例等を踏まえ、

きちんと市の立場を説明できなかったんですか。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

先ほども申し上げましたが、組織統制上の問題

で、総務局を呼んで、ただしているという状況で

したので、それからまあ、ある意味一理あるなと

いう思いもございましたので、そこまで踏み込ん

だ発言はしておりません。 

以上でございます。 

（委員長） 

では当時のあなたの職責上、認識していたパワ

ハラの定義を教えてください。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

まあ、例えば地位を利用して、人事異動を求め

るとか、強い言動で、ある行動をさせるとか、そ

ういうようなことがパワハラだというふうに思っ

ております。 
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（委員長） 

職員倫理条例の運用には、刑事罰にも触れてい

たと思います。6月21日は、あなたも現場に同席し

ていたわけです。先ほど、パワーハラスメントに

ついて触れましたが、あなたの職責上、職員を守

るため、松岡議員の言動が刑事罰に抵触するかど

うか検討する必要があると考えなかったのですか。 

（答） 

はい、委員長。そこまでは考えておりません。 

（委員長） 

私からの質問は以上です。 

引き続きまして、舟引証人に対して尋問された

い方はいらっしゃいますか。 

（委員） 

はい。市民クラブ代表して質問します。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

先ほど委員長からの質問のやりとりの中で、威

圧的と感じたけれども組織統制の話であるので、

慎重に対応しなければならないというようなお答

えがあったかと思います。 

威圧的な言動、松岡議員の威圧的な言動に対し

てこの反訳書を読む中で、「ワシもガアっと、怒

る方やけど、パワハラになるならんは、うちの弁

護士の先生抱えてようレクチャーしてもうとうか

らな」というような、少しこう、議員が話するこ

とを正当化し、この話し方は問題のないような表

現を使ってるようなふうに感じ取るんですけれど

も。当事者として、松岡議員のその発言っていう、

言動っていうのは正当な言動であると感じていま

したか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

私自身が威圧感を感じておりましたので、全体

としては、先ほど申し上げたような統制の課題と

か、いうことを指摘されてますので、こういうト

ーンになったんですが、このパワハラ、威圧的と

いうふうについては、十分に感じておりました。 

以上でございます。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

はい。最後質問、もう一つ最後の質問をします。 

担当者が、部下が、繰り返し、このような威圧

的な言動を受けているとの報告があった場合、先

ほど一理あるっていうことに対しては、受け止め

なければいけないっていうような表現もありまし

たが、もし、担当者がそういった言動を受けて非

常に困ってるっていうようなことが起きた場合、

不当な要求というふうに判断する対応を取ります

か。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

議員という立場を加味しますと、おそれという

ことに、判断するっていうことも考えられます。 

以上でございます。 

（委員） 

以上です。 

（委員長） 

はい。公明党は。 

（問） 

はい。聞き抜かしているかも分かりませんけど

も、この6月21日の後に、その職員とかに対しては

何か、声をかけられた。激励したとか、あのーよ

うあることやとか、なんか…。 

（証人） 

 はい。委員長。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

それ以降には声をかけておりませんが、私の思

いとしては、職員が相当心理的負担を感じている

ということで早くここを収めたいという思いと、

それから先ほど平然とと言いましたが、平然とし

ていることで、職員の気持ちといいますか、いう
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のも、少し落ち着くというか、組織を守る者とし

て、そういう態度で臨むべきだというように考え

ます。以上でございます。 

（委員長） 

よろしいですか。次、新生ひめじさん。 

（委員） 

はい、代表して。 

（委員長） 

はい、東影委員。 

（問） 

この不当要求のことに関しては、2点、議員の倫

理条例に違反することがあるのかなというふうに

思ってます。 

3条に違反するのが業務に関係のある業者を同

席さしてね、これはシステムのほうなんですけど

も、同席さして、その今業務を行ってる業者を一

回休ませとか言った、で職員に圧力かけたいうこ

とに一つは問題がある。 

もう一つは、人事権のない議員が人を飛ばせと

か家島事務所、安富事務所とこなり、行かしとき

ないうようなことを言ったことに対して問題があ

るのではないのかというふうに思ってます。 

「あかんのやったら1人ぐらい飛ばしてえな。顔

見るのもけったクソ悪いわ」いうことを、松岡議

員に尋問したら、1人の人を指してないんだいうよ

うな答えが返ってきたんですけども、この顔見る

のもけったくそ悪いわということは誰を指してる

のか、名前はいいんですけど、分かりますか。 

（委員長） 

舟引証人。 

（答） 

委員長。誰を指してるのかは分かりませんが、

その場にいた者のことを言ってるんだというふう

に私は思います。 

以上です。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

でね、家島、安富事務所なりどこになり行かし

ときなということに関して、松岡議員は突然出た

言葉やというふうに答えているんですけども。こ

んな事務所を指して突然言葉が出るようなことは、

私は考えられないと思うんですけども。どう思わ

れるか、ちょっと舟引証人の…。 

（証人） 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

職員の異動を求められたことにつきましては、

全く無理な要求だというふうに思いました。 

人事ラインといいますか、総務局の立場から言

いますと、今出てるのは、家島と安富ですかね。

特にどこの部署がどうこうっていうことじゃなく

て全てフラットに思っておりますので、そこを求

められたことが、その、なんでしょう、職員対し

て不利益なことを求めたという感覚では、それは

総務局ラインではございませんで、どの職場も、

同じ、位置付けで常日頃考えております。 

以上でございます。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

先ほど竹田課長がこのフェンスの工事の直後に、

1人人事異動したということを、答弁されたんです

けれども、そのことに舟引証人は関わっておられ

ますか。 

（証人） 

はい。委員長。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

委員長。直後の7月1日から、市長公室長に異動

しておりますので、それについては関わっており

ません。 

以上でございます。 
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（委員長） 

はい。 

（委員） 

以上です。 

（委員長） 

次、創政会。 

（委員） 

ございません。 

（委員長） 

はい。次、自民党、宮本さん。 

（委員） 

はい。ありません。 

（委員長） 

共産党、谷川さん。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

どうぞ。 

（問） 

一つは、令和元年6月21日の音声データ反訳書な

んですけども、この10ページのところに、総務局

長「できるやつは、すっとやったらええ」って言

われてるんですけども、これはどういう意味か説

明してください。 

（証人） 

はい。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

案件を、建設局にその場で確認をしましたら、

既に決まってる事業について、まあ、怒ってられ

るということで、そこが、意思疎通が悪いという

ふうに、主張もされておりましたので、そこはも

う決まってるんであれば、うまく進めるべきでは

なかったというふうなニュアンスございます。 

以上でございます。 

（委員長） 

はい。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい、谷川委員。 

（問） 

まあ、総務、先ほど委員長も言われたように総

務局長という職責上ですね、先ほども舟引証人が

言われたように、早くこの場を収めたいというふ

うに言われたと思うんですけども、早く収めたい

ということは行って、職員を守りたいということ

にもつながるのかなと思うんですが、今、「でき

るやつは、すっとやったらええ」とか、そのあと

「言いますんで、はい」とか「はい。はい」って

こう、松岡議員の言われるとおりの返事をされて

るんですね。で、こういうことで職員を守る、総

務局長として、そういう職員を守る立場、市のそ

の部下なり、担当職員がその職務に専念できるよ

うに、上級幹部としてですね、対応する必要があ

ったと思うんですが、それは、そういう責任は果

たされてると考えてらっしゃいますか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

まず、「言いますんで、はい」とか「はい」っ

ていうところをご指摘いただきましたけども、こ

れについてはそこまで、組織内の意思疎通やとか、

統制上のことを、ずっと総務局にはこの場では言

われてたので、組織内での意思疎通を十分に行う

こと、ということについて、「はい、やります」

というふうに、お答えしたつもりです。ですから、

職務としては、全うしているつもりでございます。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

もう一点、先ほど繰り返しになりますが、幹部

職員として、担当の職員とか部下を守る。不当要

求から上級幹部職員が防波堤になるという役割の

そういう職責を果たされたと思ってますかという

ことなんです。 

（委員長） 
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はい、証人。 

（答） 

はい。果たしてると思っております。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

大西委員は。 

（委員） 

特にありません。 

（委員長） 

はい、牧野委員。 

（問） 

姫路市職員の倫理と公正な職務に関する条例を

所管してる総務局長で、2つの事案とも、舟引証人

は総務局長だったと思うんですが、中川建設局長

の尋問の中で、最終的に中川局長も、建設局の中

で、不当要求であるという決裁をした上で、職員

倫理課に相談されてるということで、その時は舟

引証人も関わられたんですかね。 

（証人） 

はい。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

このフェンスの嵩上げの分については先ほど申

し上げたように、私が異動してから報告が来てお

りますので、それについては関わっておりません。 

それから、道路台帳システムについては、職員

倫理課もその場に同席をしておりましたし、建設

局それから職員倫理課を含めて、相談を受けてお

ります。以上でございます。 

（委員長） 

はい、牧野委員。 

（問） 

道路基本台帳の件は舟引証人も、そしたら直接

関わられたということですね。相談を受けてです。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

はい。これについては相談を受けています。 

（委員長） 

牧野委員。 

（問） 

そこで、本会議でもやり取りして、この前段の

やり取りでも言わせていただいたんですが、本来

この条例は、通常の要望であるか、不当要求であ

るかというのを、これをきちんと判断しないとい

けないんだと思うんです。 

一方で、仮定の段階でおそれであれば、本来条

例に基づいて審査会を開催するというのを、建設

局長にもその旨、審査会の開催を促したというか、

提案したというお話もあったんですが、総務局長

として、おそれという結論をつけることを、局長

自身も当時の局長自身もそれでよかったという判

断なんですかね。 

(証人) 

はい、委員長。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

記憶ですと、書面でこんな言動がありましたと

いうことで、相談を受けました。その際に、職員

倫理課の職員にこの出席者は、どんなふうに感じ

てるかということを確認をしましたら、不当要求

であると感じた者、それから、不当要求には当た

らないんじゃないかというふうに感じた者、それ

からちょっと判断つかないというような者の意見

が分かれておりまして、そういう中で、直ちに不

当要求という判断よりは、慎重な判断をすべきで

ないかというのが当時私の考えでございました。 

以上でございます。 

（委員長） 

はい、牧野委員。 

（問） 

結果として、不当要求のおそれという結論を出

されたことで、名前が公表されずに済んでしまっ

たという事実があるんですね。これは不当要求の

おそれという結論を出すことによって、名前が公
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表されないということを分かった上で、場合によ

れば、これ松岡議員に対して忖度したということ

はないんですかね。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

慎重に考えるべきだというふうにする中で、松

岡議員だからということではなくて、やはり議員

っていうことを考えると、名前を、判断つかない

中で出す、っていう区分にするのがいいのかどう

かっていうのは、苦慮をいたしました。 

で、建設局とも相談というか、最終的には建設

局は相談等を受けて、建設局の判断としておそれ

にしたんですが、私の思いとしても、これ、おそ

れでとどめておくのがいいのではないかという思

いはございました。以上です。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい、牧野委員。 

（問） 

最後ですけども、結果として、職員倫理審査会

では覆って、不当要求ということは認定されたん

ですけども、今現在どう思われてますか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

審査会の方で、条例の運用が適正でなかったと

いう、ご判断・ご意見をいただいてますので、そ

れについては、不十分な過程があったと、いうよ

うに考えてます。以上でございます。 

（委員長） 

以上で、舟引隆文氏に対する尋問は終了します。

舟引証人には長時間ありがとうございました。そ

れではご退席ください。 

証人尋問（舟引隆文氏）終了証人尋問（舟引隆文氏）終了証人尋問（舟引隆文氏）終了証人尋問（舟引隆文氏）終了                １７時３０分１７時３０分１７時３０分１７時３０分 

 

［ 舟引隆文氏退室 ］ 

    

（委員長） 

 それでは、続いて澤野真氏を証人席に案内しま

す。事務局。 

  

[ 事務局職員の案内で澤野真氏が入室、証人席に着

席 ] 

 

証人尋問（澤野真氏）証人尋問（澤野真氏）証人尋問（澤野真氏）証人尋問（澤野真氏）                            １７時３１分１７時３１分１７時３１分１７時３１分 

（委員長） 

ただいまから、本件について澤野真氏から証言

を求めることにします。 

なお、澤野証人が証言を行うに当たり、メモ等

を持参することを許可していますのでご了承を願

います。 

澤野証人におかれましては、お忙しいところを

ご出席くださいましてありがとうございます。本

委員会の調査のためにご協力のほどお願いいたし

ます。 

証言を求める前に証人に申し上げます。 

証人の尋問については、地方自治法第100条の規

定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人

尋問に関する規定が準用されることになっていま

す。 

これによって証人は原則として証言を拒むこと

はできませんが、次に申し上げる場合には、これ

を拒むことができることになっています。 

すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親

等内の血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれら

の親族関係にあった者、及び証人の後見人、また

は証人の後見を受ける者が刑事訴追を受け、また

は有罪判決を受けるおそれのある事項に関すると

き、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関

するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、医薬品

販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公

証人、宗教または祈祷もしくは祭祀の職にある者、

もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知

り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受け

るとき、及び技術または職業の秘密に関する事項

について尋問を受けるとき。 
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以上の場合には、証人は証言を拒むことができ

ます。これらに該当するときは、その旨お申し出

を願います。それ以外には証言を拒むことができ

ません。 

もし、これらの正当な理由がなくて証言を拒ん

だときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰

金に処せられることになっています。 

さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓を

させなければならないことになっています。 

 この宣誓についても、次の場合は、これを拒む

ことができることになっています。 

すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の

血族、3親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族

関係にあった者、及び証人の後見人または証人の

後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につ

き尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができ

ます。 

それ以外には宣誓を拒むことはできません。 

なお、宣誓を行った証人が、虚偽の陳述をした

ときは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられるこ

とになっています。 

一応、以上のことをご承知になっておいていた

だきたいと思います。 

今から証人に宣誓を求めますが、テレビカメラ

の撮影は、一旦ここまでとなります。マスコミ関

係の方は、テレビカメラの撮影を中止してくださ

い。 

それでは、法律の定めるところによって、証人

に宣誓を求めます。 

全員ご起立を願います。 

 

［ 全員起立 ］ 

 

（委員長） 

宣誓書の朗読を願います。 

（証人） 

宣誓書。私は、良心に従って真実を述べ、何事

も隠さず、また何事も付け加えないことを誓いま

す。令和3年1月21日、澤野真。 

（委員長） 

ご着席を願います。 

 

［ 全員着席 ］ 

 

（委員長） 

それでは、宣誓書に署名捺印を願います。 

これから、証言を求めることになりますが、証

言は証言を求められた範囲を超えないこと、また

発言の際にはその都度、委員長の許可を得てされ

るようお願いします。 

なお、こちらから質問してるときはおかけにな

っていてよろしいですが、お答えの際はご起立を

願います。 

また、委員各位に申し上げます。委員の発言に

ついては、証人の人権に留意されるよう要望しま

す。 

これより澤野証人から証言を求めます。最初に

委員長から所要の事項をお尋ねしてから、次に各

委員からご発言願うことにします。 

まず、あなたは澤野真氏ですか。 

（答） 

はい。澤野真です。 

（委員長） 

現在の本市における、所属と身分をお述べくだ

さい。 

（答） 

 はい、総務局職員部長、身分は参事でございま

す。 

（委員長） 

それでは、私のほうから、まず最初に共通事項

の質問を行います。 

まず、この事案が発生した当時、あなたは人事

課長ですが、幾つか確認をいたします。 

職員倫理条例第10条では、職員は、要望の記録

を行った時、その内容を速やかに任命権者に報告

しなければならないとあります。この記録兼報告

書は、人事課や総務局長にも決裁等が回ってくる

のですか。 
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（答） 

はい。それにつきましては、回ってまいりませ

ん。 

（委員長） 

人事課は、対応した職員が記録票兼報告書の作

成に当たって助言することもあると思いますが、

何点か確認します。1点目は、あなたは6月5日を除

き、同席していましたが、担当者、あるいは担当

課から相談はなかったのですか。 

（答） 

はい。特に相談はございませんでした。 

（委員長） 

記録兼報告書の要望書等の件名等欄における種

別で、不当要求行為と不当要求行為のおそれでは、

その後の扱いがどう変わってくるのですか。 

（証人） 

はい。 

（答） 

おそれの場合につきましては、行為者が公表さ

れることがございません。ただ、おそれでない不

当要求行為であれば、行為者の名前は公表される

というところでございます。 

（委員長） 

6月21日の音声データや反訳書によると、「適当

なことを言うて人をあしらいよったら、ワシもと

ことん行くで。」、「総務局長、今日は人事課長

に言うて、換えてくれ。秋にそんなできの悪い奴。」、

「アカンのやったら、1人ぐらい飛ばしとってえ

な」とあります。事件当時から現在に至るまで、

関係職員が何人か異動していますが、その人事異

動は、松岡議員の要求による影響があったのです

か。 

（答） 

特に影響はございません。 

（委員長） 

はい。このような人事異動の要求を、松岡議員

から度々受けていたのですか。 

（答） 

はい。特にございません。そのときだけでござ

います。 

（委員長） 

これらの要望等に係る記録兼報告書を読むと、

自治会長と対応した担当係長を呼び出し、目の前

でつるし上げが行われたとあります。同席してい

たあなたから見て、実際どのようなことがなされ

ていましたか。 

（答） 

はい。私の持つ印象といたしましては、普段よ

りは、ちょっと高圧的というふうには感じました

けれども、不当要求というようなところまでは、

感じは、取っておりません。 

（委員長） 

はい。いわゆる、パワーハラスメントに該当す

ると感じましたか。 

（答） 

はい。特にその時点では感じることはございま

せんでした。 

（委員長） 

その時点というのはどういう意味ですか。 

（答） 

その場においては感じておりません。 

（委員長） 

はい。職責上、私ども、私が思うには、そのと

きですね。松岡議員を諫めることをしなかったの

はなぜかと思うんですが、どうですか。 

（答） 

はい。そのときにはですね、異動の要求はござ

いましたけれども、それ以外についてはですね、

その行為を行った者に対して言動がありましたの

で、それについては、特にそこまで思い至らなか

ったというところでございます。 

（委員長） 

はい。5月15日の松岡議員との面談で、あなたは

自身の直接の業務とは関係がないにもかかわらず、

100分近く拘束された状態でした。このことについ

て、何か問題を感じませんでしたか。 

（答） 

はい。こういったケースに限らず、人、人事で



- 95 - 
 

あるとか処分という話になりますと、人事課長、

同席するケースがございますので、それと同様の

ケースというふうに感じておりましたので、特に

問題と思っておりません。 

（委員長） 

違法性や刑事告発を行うことの最終的な判断が、

仮に担当課で行うことになるとしても、今回の事

案は、先ほども触れた通り、あなたの目の前で行

われたことです。同席者として、刑法への抵触に

ついて検討が必要であると考えなかったのですか。 

（答） 

はい。そのときには、そこまで考えが及びませ

んでした。 

（委員長） 

では、その時には、不必要で、ないと考え、現

在はそうではないと、考えている、だとしたらで

すね、そのとき、そのときのあなたの判断はどの

ようなことでしたか。 

（答） 

はい。その後、不当要求であるということが認

定されましたので、その中で、当時の言動が、そ

ういったことであればですね、そういった刑事的

な部分に該当するのではないかというふうには、

今、今の時点では考えております。 

（委員長） 

分かりました。 

それでは各委員から、質問をお願いしたい、尋

問をお願いしたいと思います。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

常盤さん。 

（問） 

市民クラブ代表して質問します。 

先ほど委員長質問の中でもありましたが、6月5

日を除いて、2件の案件に同席されておりました。

改めて、この2件の案件について、どのように感じ

たのか、それぞれについて、5月15日について、6

月21日について、お答えいただけますか。 

（答） 

5月の案件につきましては、まず呼び出された、

まず一番に呼び出されただけでございまして、何

か事情が分からない中で、呼び出されまして、お

そらく、職員の行為に対しての処分なり、異動と

いう話が出てまいりましたので、そういうふうな

形で呼び出されるということは、人事課長として

は特にこの議員だけに限らず、よくあることです

ので、まあまあ、いつものことであるというふう

に考えました。 

6月の件についてもほぼ同じような形で、同席を

求められ、その中で、そういうふうな職員の不適

当な行為っていうところについてのところで、確

認のために同席というふうに感じておりました。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

はい。今のお答えの中で、何か事情が分からな

中、呼び出されて同席するというのは、多分、非

常に構えることなくその場の状況を客観的に見る

ことができる立場であり、そしてそれが人事課長

であるという中で、例えば、いつものことという、

よくあることっていう、いうようなことで、職員

の側に、先ほど問題があるというか、なんかそん

なふうな答弁になっておりましたが、普通、突然

呼ばれて感じた中でもそういうふうに感じたとい

うことは、松岡議員の行動が、言動が威圧的なも

のであるというのは、一つも感じなかったという

ようなことになるんですか。 

（証人） 

はい。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

議員の証言につきましては、確かに普段よりは

威圧的だというふうには認識はいたしました。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 
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はい。 

（問） 

はい。じゃあ普段より威圧的であったというこ

とでお立場、当時の立場的に、課長という立場の

中で、課内、局内っていうところについて、この2

件、同席された2件の案件について何かこう、話を

するとか確認をするということはされましたか。 

（証人） 

はい。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

いずれのケースについても担当職員の異動を求

められたというところは課に戻りまして、話はし

ております。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

はい。最後になりますけど今の立場、部長とい

うお立場の中で、これから抱える部下、たくさん

増えてくるかと思いますけれども、今のお立場と

して今のお考えとして担当者が今回のような威圧

的な行動を受けていると報告があった場合、不当

な要求と判断するのか、それともいつもあること

みたいな、職員の対応が悪いというような判断に

するのか、どちらの考えで今後とも判断されるの

かお聞かせください。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

はい。今回のケースで、いうことではなしに、

やはりその辺りについてはきっちりと部下のほう

の意見を聞き取った上で、きちんと判断していき

たいというふうに考えております。以上です。 

（委員長） 

はい、分かりました。次、公明党。 

（委員） 

 ありません。 

（委員長） 

新生ひめじ。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい、萩原委員。 

（委員） 

そしたら代表でさせていただきます。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

先ほどの、ちょっと私、答弁が食い違ってると

いうか、まず人事異動について、松岡議員からは、

この件以外に、要望は聞いてないということでよ

ろしいですか。 

（証人） 

はい。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

特にこのケース同席したところで出た以外では、

聞いておりません。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

逆に、さっき常盤議員の質問の中で、人事異動

とか処分を求めることは、ほかの議員さんもよく

あるので、何ともいつものことやぐらいのものと

思っとったっていうことはちょっと、何か矛盾す

るなって思うんですけど。松岡議員はないけどほ

かの議員はよくあるということですか。 

（委員長） 

 はい、証人。 

（答） 

議員に限らずですね、よくあるのは、それぞれ

の所属で、こういうことがあったからということ

で人事課に来られて、異動を求められるケースが

あるということで、それに関しては、きちっと説
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明をして、異動の、本来の趣旨であるとか、いう

ところで説明をするということがございます。 

（委員長） 

証人あの、答弁がね、これ議員からという前提

があるので、一般職員だとか、他の方からの話を

混同しないようにお願いをいたします。 

（証人） 

はい。 

（委員長） 

では、萩原委員。 

（問） 

分かりました。 

そしたら議員からというんではなくて、一般的

な話として、そういうケースがあると、いうので、

特にその人事異動の処分とか職員に関することに

ついては、いつものことやぐらいに受けとめたと

いうことでよろしいですね。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

議員に限らずというところで自分としての認識

の中でということでございます。 

（委員） 

はい。 

（委員長） 

はい。 

（問） 

今回の件に関して、人事異動を、このことが原

因となる人事異動はなかったということですけど

も、結果的には、関係してる職員の方が異動にな

ってるということは事実だというふうに思います。

何らか、影響が本当になかったのか、改めて聞き

たいのと、もう1点、パワハラに関する感覚なんで

すけども、我々、聞かせていただいたテープを聞

くと、一般的にはパワハラに当たるなっていうふ

うに感じたんですが、特に今人事当局で、そうい

うことに敏感であるべき課長・部長が、そういう

ふうに感じられたっていうのは、逆に一般の職員

がそう思われるのは、あれにしても、課長・部長

である方がそう思われたってのはちょっと私とし

ては違和感があるんですが、再度確認をさせてい

ただきたいと思います。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

まず、関係職員の異動につきましては、平成28

年に管理職、逮捕を受けて、管理職については3年

というルール。それからそれ以外の職員について

は、人材育成という観点で異動させております。 

実際、関係する職員は異動しておりますけれど

も、実際、3年っていうルールと、あと、若手職員

についても、その人材育成のルールということで、

その言動でもって異動させたという事実はござい

ません。 

それからパワハラに対する認識でございますけ

れども、確かに私もその、録音を聞く限り、振り

返ってみれば、確かに非常に私の認識が甘かった

なというところが、今振り返って思うところでご

ざいます。 

（委員長） 

はい。 

（委員） 

結構です。 

（委員長） 

はい。次、創政会、今里委員。 

（問） 

パワハラについてですけれども、その現場の当

日の時にはそれほど感じなかったけれども、テー

プを聞いて改めて考えてみると、パワハラに値す

るなというふうに感じたというふうに理解してよ

ろしいですか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

はい。そうでございます。 

（委員長） 

よろしいか。じゃあ次、宮本委員。 

（委員） 
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特にないです。 

（委員長） 

共産党、谷川さん。 

（問） 

先ほどからも出てるんですけども、6月5日除い

て、5月15日と、平成30年の5月15日と、令和元年

の6月21日、2回、同席してるんですけども。先ほ

ども特別、人事課、直接関係ないですよね。 

そういうので呼ばれて、先ほどもある、この、

議員に限らず、よくあることだから、どうして自

分が呼ばれたのかっていうことは疑問に思わなか

ったということなんですか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

このケースについては呼ばれて初めて、いうこ

とでございますので、その場にいる中でおそらく、

おそらくというかまあ、職員がやった行為に対し

て、今厳しく律している部分というところで、異

動とともに、おそらく処分を求めてるのであろう

というふうに、その場で、いうことで、推測した

ということでございます。 

（委員長） 

はい。はい、谷川委員。 

（問） 

資料3の6、令和元年6月21日のところでは異動を

求めてるんですけども、その処分とか、平成30年5

月15日のところでは直接、処分してくれとか、な

んか言ってないと思うんですけども。それなのに

自分が呼ばれた理由はどういうふうに理解された

んですか。 

（答） 

今回の5月15日のケースについては、職員の、そ

の業者との間とのやり取りの中で、不適切な行為

があったというようなことをお聞きする中で、呼

ばれてお聞きする中でというところで、私が呼ば

れたんだなというふうには認識をいたしました。 

（委員長） 

はい、谷川委員。 

（問） 

先ほどのパワハラについての、自分の認識が甘

かったって言われたんですけども、人事課長で現

在、職員部長ですよね。甘かったでは済まされな

いと思うんですけれども。そこについてはどうな

んですか。 

（委員長） 

はい、証人。 

（答） 

はっきり申し上げて、松岡議員についてはです

ね、これまでやり取りする中で、ほぼ同じような

やり取りをしてますので、特にその時に、やり取

りというのはそのときの言動が、そのトーンであ

ったりとか、普段と、私と接する中でそう変わら

ない部分がございましたので、そういうふうに感

じたというようなことでございます。 

（委員長） 

はい、谷川委員。 

（問） 

ちょっと、それが事実だったら答弁に違和感を

感じるんですけど、それはそういうふうに思った

ということなんで、そのまま受け止めときます。

で、先ほどもあれなん、当時の総務局長、そして、

人事課長。その職責ということを考えたらね。職

員とか部下を守る立場ですよね。そこの認識はど

うなんですか。どちらの立場で対応されてるんで

すか。 

（委員長） 

はい。 

（答） 

いずれにしましても私は職員を守る立場という

ふうに考えております。 

（委員） 

言動なり今の答弁からは職員を守る立場っての

はちょっと理解しにくいんですけども。 

（委員長） 

谷川さん、答弁、いや質問変えてください。 

（委員） 

はい。いや、いいです。 
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（委員長） 

いいですか。はい。 

牧野さん。ああ、ごめんなさい。大西さん。ご

めんね。 

（委員） 

いや大丈夫です。いいです。 

（委員長） 

いいですか。はい、牧野さん。 

（委員） 

あ、僕もないです。大丈夫です。 

（委員長） 

以上で、澤野真氏に対する尋問は終了いたしま

した。澤野証人には長時間ありがとうございまし

た。それではご退席ください。 

証人尋問（澤野真氏）終了証人尋問（澤野真氏）終了証人尋問（澤野真氏）終了証人尋問（澤野真氏）終了                １７時５５分１７時５５分１７時５５分１７時５５分 

 

［ 澤野真氏退室 ］ 

 

（委員長） 

 以上で、証人尋問は終了いたしました。 

協議協議協議協議                                                    １７時５５分１７時５５分１７時５５分１７時５５分    

（委員長） 

 引き続いて、次回の委員会の進め方について協

議したいと思います。次回の委員会ですけれども、

本日までの音声データや証人尋問を通じて議員対

応における当局側の抱える課題や問題点も見えて

きたと思います。そこで、次回の委員会には総務

局長、あるいは関係部署の出席を求めて、今後も

含めて市議会議員に対する対応等について協議を

したいと思います。次回は証人尋問ということで

はなくて、普通の委員会でやってるような形の協

議をしていきたいと、こういうふうに思います。

そういうことでよろしいですか。はい、どうぞ。 

（委員） 

 はい、本日、証人尋問をさせていただいた結果、

松岡証人とのやり取りの中で、協議会なるものに

対して協賛金のようなお金が、受けてるというよ

うな趣旨の話が出てきたことと、あと何人かの委

員の方が、確認されたんですけども、姫路市基本

地形図データ再構築及び道路台帳更新業務システ

ムですか、に関わる公募プロポーザルに関して、

現在はこれ、財政局の工事技術監督室ですかね、

工事検査室ですか、が所管されて事業をやられて

いるということで、できれば証人喚問のような形

になるのかいうのは皆さんで諮っていただいたら

いいんですけども、事実関係について確認をさせ

ていただきたいんです。というのが、松岡証人は

この件については、何ら働きかけをしてないとい

うことを言明されたんですが、私が聞くところに

よると、調査したところによると、何らかの記録

が残っているというお話も聞き及んでますので、

できればその記録を皆さんで確認をしていただき

たいなと思います。 

（委員長） 

 ほかは。 

（委員） 

 はい。 

（委員長） 

 どうぞ。 

（委員） 

 私もね、今日の、証人尋問の中で、1つはこの議

題の中にあります道路台帳システムの策定に関わ

るところで平成30年の5月15日のこの反訳書の中

でですね、「白浜の土壌改良もええように1億3千

万円、1億3千万、国際航業に設計とられて、わし

がヤーヤーいうたからやっと委託業務にしてもろ

たけど」いうのがあるんですけど、これについて

どんな要求をされたんかと、誰にどんな要求され

たんかと、そしてまあ委託業務になったというふ

うに思われるんですけど、この辺のもうちょっと

真相解明というか、まぁ、聞いてみたいなという

ふうに思うんが1つと。 

 それから、今日の竹田証人が言われました、も

う1つ、竹田証人としては、不当要求に当たるよう

なのがあるというような趣旨で言われてですね、

それはしかし、1人で対応したし、録音もないとい

うようなことで、不当要求として上げなかったと

いうのがあったんですけど、具体的にそれ、どん
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な中味やったのかと、それは竹田証人がそない言

われたんやけども、松岡議員はどういう要望をさ

れたんかというようなことをですね、もうちょっ

と聞いてみたい。真相解明してみたいというふう

に思います。 

 それから、この2つの議題にはないんですけども、

百条委員会には。百条委員会にはないんですけど

も、松岡議員の地元白浜で卸売市場の新設、建設、

移転新設というような大きな案件があってですね、

道路の新設の問題だとか、工場移転の問題とかい

ろんな問題で、松岡議員も地元の要望として、市

長や副市長にも強い要望をされてるいうようなこ

とをですね、仄聞してますんで、その辺のことも

含めてですね、もうちょっとこの議題以外にもあ

るんですけども、もうちょっとこう要望された市

長や副市長、証人尋問するんかどうかというのは

ありますけれども、その要望も含めてもうちょっ

と議論をする、調査をするいうんが必要やないか

なというふうに私は思います。 

（委員長） 

 ほかには。今里委員。 

（委員） 

 次回の進め方で、今議論されてるわけですけど

も、今、蔭山委員のほうからお話があったことに

ついては、もともと百条委員会の設置の目的から

かなり逸脱しているところがあるので、それはま

た別の機会でちゃんと追及するべき問題かなとい

うふうに私は思います。 

 で、ここの問題は、この2つ、いや3つの案件に

関して、3つの文書に関して不当であったかどうか

を判断することで証人喚問をしたりということに

なっていたかと思いますので、まずはこの点をき

ちっとしてからの話だというふうに私は認識して

おりますので、ここに関する以外のところの分ま

で広げていくと、どんどんと課題が大きくなりす

ぎて、逆に結論が出ないんではないかというふう

に認識してますので、まずはこの問題について範

囲を決めた中で、まずはされることは、この百条

委員会の目的やというふうに認識するので、それ

について議論していただきたいと思います。 

 で、ついては、次回呼ばれる方について、委員

長のほうから総務局長の名前が上がりましたけれ

ども、ほかにどのような方を招聘されるのか、ご

提案いただけたらというふうに思っております。

以上です。 

（委員長） 

 はい。 

（委員） 

まぁ、道路システム計画策定業務とそれから公

園フェンスの嵩上げという中で、結論、私がお願

いしたいのは、当時の倫理課長、今回ね、証人喚

問で来ていただくいうのは、課長以上は来てもら

ったらいいんじゃないかって委員長は言われたん

ですけども、その中に、呼ばれた人の関係者とい

うか、名前が上がっている中で、課長で当時の倫

理課長が今日は来られてないんですね。 

いろいろ中川局長とかもそうなんですけども、

倫理課長というか、倫理課と相談しているんです

ね。で、確認するところによると、その上がって

きたのは倫理課内で検討してますっていう、課長

から私も直接確認してるんで、それは今の課長で

すけども、当時の倫理課長とそれから上げてきた

ところとのやり取りはどうだったのかいうのは確

認したいなと思うんですけれど。 

（委員長） 

 ほかにありますか。 

（委員） 

 まぁまぁ、あのね、今里先生が言われるのも、

まぁまぁ分かるんですが、やっぱり蔭山委員が言

われるようなことも、実際問題として背景にある

んかなということで思いますんで、これまあ、百

条の中で取り扱えるかどうかは分かりませんけど

も、何らかの形でこの機会にそういった方々の話

を聞けるような方策がないんかどうか、委員長の

ほうでちょっと模索していただきたいなというふ

うには思います。 

（委員長） 

はい。今里さんが先ほど言ったことで総務局長
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の出席を求める云々の話で、何を聞きたかったの、

私に。 

（委員） 

 あと、どなたか呼ばれるか考えはあったのか。 

（委員長） 

 一応、総務局、総務局の範囲です。 

 では先ほど様々なご意見が出て、相反するよう

な意見も出てますので、これは私のほうで、正副

委員長と相談して、次回のときにこの取扱いにつ

いて皆さんに提案いたします。今日、稚拙に、早

急に答えたらいいんですけど、そうでは、ちょっ

と稚拙になっても困るので、ちょっと慎重にです

ね、この取扱いを、なんせ百条委員会の範疇とか

ね、進め方というのがあまり経験がないものです

ので、私のほうもいろいろ慎重にやってみたいと

思います。 

 次回は、2月1日に先ほど申し上げましたように、

市議会議員に対する対応についてですね、総務局

長等の出席を求めて、協議したいと思います。そ

のときに、先ほど委員から出た課題についてです

ね、私と正副委員長の判断基準なるものを皆にご

提案をしたいと、こういうふうに思います。それ

でよろしいか。 

（委員） 

 はい。 

（委員） 

 委員長と副委員長で検討していただけるんでし

たら、もう1点検討していただきたいのが、松岡議

員の証言で、「副市長と都市局長とまぁ、自分と

で3回ほど東京へ行った。」と、そのことについて

都市局長とか、その、どの副市長かあれですけど

も、確認したいなと思います。そのことについて

も、検討いただきたいと思いますので、お願いし

ます。 

（委員長） 

 はい、分かりました。皆さんから出た意見はで

すね、それぞれ非常に大事な意見ですので、慎重

にですね、正副委員長で相談をして、2月1日に回

答をいたしますので、よろしくお願いしたいと思

います。以上で今日の委員会は終わります。 

閉会閉会閉会閉会                                                        １８時０５分１８時０５分１８時０５分１８時０５分    

 


